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まえがき 

 

宅地造成等規制法は、昭和３６年１１月に制定されました。制定の背景には

昭和３６年６月、梅雨前線に伴う豪雨が全国を襲い、各地に甚大な災害をもた

らすという事態の発生がありました。神奈川県等では集中豪雨の結果、崖くず

れ、土砂の流出等が起こり、生命財産に多大な損害を与えることとなりました。

しかも、この災害は宅地造成が行われて間もないところや、現に行われている

ところに多く発生しました。 

このような状況に鑑み、国は宅地造成等規制法を制定して宅地造成に伴う崖

崩れ、土砂の流出等の災害が生じないように、宅地造成に関する工事等につい

て、災害防止のために必要な規制を行い、国民の生命及び財産の保護を図るこ

とにしました。 

千葉市においては、昭和４３年１２月１日付けにて宅地造成工事規制区域を

指定することにより本法を施行し、災害の発生防止に努めております。 

この技術指針は、宅地造成等規制法及び宅地造成に関する工事を行う上で必

要な手続並びにその基準についてまとめたものです。 

許可申請に当たっては、この技術指針のほか、以下に示す法、令、規則、細

則などを参照していただき、さらに不明な点があれば宅地課へご相談ください。 

なお、本冊子では法令名などを次のように省略して表記しています。 

 

１ 宅地造成等規制法        （以下「法」という。） 

２ 宅地造成等規制法施行令     （以下「政令」という。） 

３ 宅地造成等規制法施行規則    （以下「省令」という。） 

４ 千葉市宅地造成等規制法施行細則 （以下「細則」という。） 

５ 宅地造成工事規制区域      （以下「規制区域」という。） 

 

 

 

 

 

 

平成２８年 ４月 １日 

千 葉 市 都 市 局 長 

 

 



千葉市の降雨、地形、地質の概要 

 

宅地造成工事に伴う災害の多くは、降雨による雨水及び土砂の流出によって引き起こさ

れている。千葉市内の宅地造成の設計にあたっては、本市の降雨、地形、地質の状況を勘

案のうえ設計、施工する必要がある。ここに降雨、地形、地質の概要を参考として述べる。 

 

１ 降雨 

災害と関係の深い降雨の状況を表１に示す。この表は後述の設計降雨強度 50 ㎜を超え

る降雨がまれにあることを示しており、往々にして排水設備及び土の始末が不完全な状

況になりがちな工事中は、不意の豪雨による災害の発生に注意する必要がある。 

 

表１ 千葉確率降雨強度（㎜） 

確率年 １時間 30 分 

１/100 78.1 107.7 

１/50 72.9 98.7 

 

     （「千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水・貯留浸透計画策定の手引」） 

 

２ 地形 

規制区域の地形は、洪積層の台地、崖（傾斜地）及び沖積層の低地からなっている。

災害は台地の縁、崖及び低地など雨水排水により浸食・浸水されやすい箇所に発生する

おそれがある。特に崖の凹部には表流水及び地下水が集まり易いので排水対策に注意が

必要である。 

 

３ 地質 

台地の地質は、地表から順に関東ローム層、常総粘土層、成田層となっている。 

関東ローム層は層厚さ２～５ｍ、Ｎ値２～５、一軸圧縮強度０．０２～０．２N/mm2、

先行圧密荷重０．１～０．２N/mm2で、地山の支持力は５０～１００kN/㎡程度である。垂

直に切り取ると一時的に高さ３～５ｍを保っているが、風化により徐々に崩壊するので

切り取り面は保護する必要がある。この切土をそのまま盛土に利用すると土の塊りと細

粒度の混合土になり強度のばらつきが大きい不均一な盛土（宅地）となるので、盛土に

利用するときはよくほぐし最適含水比になるように安定処理してから転圧盛土する必要

がある。 



常総粘土層は粘土及び砂質粘土からなり、層厚０．３～３ｍ内外で一軸圧縮強度、先

行圧密荷重とも関東ローム層と同程度である。しかし、粘土分が多いため透水しにくく、

切土面ではローム層との境界で湧水を生じるので排水処理に注意する必要がある。 

成田層は、非常に厚く主に細砂層からなり、所々シルト、粘土の薄層を挟んでおり、

Ｎ値はローム層直下付近で５～２０を示し深度とともに増加する傾向にある。 

成田層の切土面は雨水で浸食され易く、また浸食が引き金となり大きく崩壊すること

があるので、切土面の法肩、法面、法尻の排水処理は厳重に行う必要がある。また、よ

く転圧すれば内部摩擦角３０度程度の均一な盛土となり擁壁の背面土に適している。 
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第１章 宅地造成等規制法の概要 

１ 宅地造成等規制法の目的（法第１条） 

  本法は、災害の防止のため必要な規定を定め、宅地造成を行う者、造成された土地の

所有者となる者及びその土地の隣接者の生命及び財産を保護することを目的として定め

られています。 

 

 

 

 

 

２ 用語の定義等（法第２条、政令第１～３条） 

  この法律及び技術指針における用語の定義は次のとおりとします。 

（１）「宅地」（法第２条第１号） 

    農地、採草放牧地及び森林（それぞれ農地法若しくは森林法によるもの）並びに

道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている

土地以外の土地をいいます。 

また、宅地の中には、建築物の敷地のほか、建築物を伴わない駐車場やテニスコ

ート、墓地（地方公共団体が管理するものは除く）、資材置き場等も含まれます。 

法第２条第１号の「政令で定める公共の用に供する施設」は、砂防設備、地すべ

り防止施設、海岸保全施設、港湾施設、飛行場、航空保安施設及び鉄道、軌道、索

道又は無軌上電車の用に供する施設並びに国又は地方公共団体が管理する学校、運

動場、墓地その他の施設で国土交通省令で定めるものとします。（政令第２条） 

政令第２条の国土交通省で定める施設は、学校、運動場、緑地、広場、墓地、水

道及び下水道とします。（省令第１条） 

 （２）「宅地造成」（法第２条第２号） 

    宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいい

ます。つまり、耕作を目的とした農地造成等はこれに該当しません。 

（３）「崖」（政令第１条第２項） 

    地表面が水平面に対して３０度を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しい

ものを除く。）以外のものをいいます。 

（４）「土地の形質の変更」（法第２条第２号） 

  土地の形質の変更は、次に掲げるものをいいます。（政令第３条） 

① 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが２メートルを超える崖を生

ずることとなるもの 

② 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが１メートルを超える崖を生

ずることとなるもの 

（目的） 

第１条 この法律は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規

制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与するこ

とを目的とする。 



 3 

③ 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の

部分に高さが１メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の

部分に高さが２メートルを超える崖を生ずることとなるもの 

④ ①～③のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする

土地の面積が５００平方メートルを超えるもの 

（５）「災害」（法第２条第３号） 

    崖くずれ又は土砂の流出による災害をいいます。 

（６）「設計」（法第２条第４号） 

    その者の責任において、設計図書［宅地造成に関する工事を実施するために必要

な図面（現寸図その他これに類するものを除く。）及び仕様書をいう。］を作成す

ることをいいます。 

 （７）「造成主」（法第２条第５号） 

    宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで、自らその

工事をする者をいいます。 

 （８）「工事施行者」（法第２条第６号） 

    宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないで、自らその工事をする

者をいいます。 

 

３ 宅地造成の目的と区域の設定基準 

（１）宅地造成の目的 

   宅地造成に関する工事の許可申請書に記載した宅地造成の目的は、造成後、相当

な期間（６カ月以上）は、その状態を維持すること。 

（２）宅地造成区域 

宅地造成工事の区域設定は、切土や盛土を行う土地を含み、土地利用上一体とな

る範囲（一つの建築敷地、一つの開発行為の区域等）とする。 

 （３）隣接する若しくは連続した期間において行う宅地造成は、「開発許可制度の手引

き」を適用することとする。 
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４ 宅地造成工事規制区域（法第３条第１項） 

規制区域は宅地造成に伴い災害の生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとす

る土地の区域で昭和４３年１２月１日に指定された区域（３,２１４ha）です。規制区域に

ついては下表及び別図に示してあります。 

宅地造成工事規制区域町名別一覧表（五十音順） 

 町 名 区域指定 区域   町 名 区域指定 区域 

あ 青葉町 全域 Ｃ さ さつきが丘１丁目 全域 Ａ 

 赤井町 全域 Ｃ  さつきが丘２丁目 全域 Ａ 

 朝日ケ丘１丁目 全域 Ａ し 白旗２丁目 一部 Ｃ 

 朝日ケ丘２丁目 全域 Ａ  白旗３丁目 一部 Ｃ 

 朝日ケ丘３丁目 全域 Ａ そ 蘇我５丁目 一部 Ｃ 

 朝日ケ丘４丁目 全域 Ａ  園生町 一部 Ａ 

 朝日ケ丘５丁目 全域 Ａ た 高品町 一部 Ｂ 

 天戸町 一部 Ａ  武石町１丁目 一部 Ａ 

い 市場町 一部 Ｃ  大巌寺町 一部 Ｃ 

 亥鼻 1丁目 一部 Ｃ ち 千葉寺町 一部 Ｃ 

 亥鼻２丁目 一部 Ｃ つ 都賀１丁目 全域 Ｂ 

 亥鼻３丁目 全域 Ｃ  都賀２丁目 一部 Ｂ 

 今井町 全域 Ｃ な 長作町 一部 Ａ 

う 鵜の森町 一部 Ｃ  長沼町 一部 Ａ 

お 大森町 全域 Ｃ に 西小中台 全域 Ａ 

 小倉町 一部 Ｂ  仁戸名町 一部 Ｃ 

 生実町 一部 Ｃ は 畑町 一部 Ａ 

か 貝塚 1丁目 全域 Ｂ  花園町 一部 Ａ 

 貝塚２丁目 一部 Ｂ  花輪町 全域 Ｃ 

 貝塚町 一部 Ｂ  原町 一部 Ｂ 

 加曽利町 一部 Ｂ ひ 平山町 一部 Ｃ 

 葛城 1丁目 一部 Ｃ へ 辺田町 一部 Ｃ 

 葛城２丁目 全域 Ｃ ほ 星久喜町 一部 Ｃ 

 葛城３丁目 全域 Ｃ ま 幕張町２丁目 一部 Ａ 

 鎌取町 一部 Ｃ  幕張町３丁目 一部 Ａ 

 亀岡町 一部 Ｃ  幕張町４丁目 一部 Ａ 

 川戸町 一部 Ｃ  松ケ丘町 全域 Ｃ 

こ 犢橋町 一部 Ａ み 都町 一部 Ｂ 

 小中台町 全域 Ａ  都町３丁目 一部 Ｃ 

 小仲台８丁目 一部 Ａ  宮崎町 全域 Ｃ 

 小仲台９丁目 一部 Ａ  宮崎１丁目 全域 Ｃ 

さ 桜木１丁目 全域 Ｂ  宮崎２丁目 一部 Ｃ 

 桜木２丁目 全域 Ｂ  宮野木町 一部 Ａ 

 桜木３丁目 全域 Ｂ  宮野木台１丁目 全域 Ａ 

 桜木４丁目 全域 Ｂ  宮野木台２丁目 全域 Ａ 

 桜木５丁目 全域 Ｂ   宮野木台３丁目 全域 Ａ 

 桜木６丁目 一部 Ｂ   宮野木台４丁目 全域 Ａ 

 桜木７丁目 全域 Ｂ  や 矢作町 一部 Ｃ 

 桜木８丁目 全域 Ｂ  ゆ 祐光３丁目 一部 Ｂ 

 桜木北１丁目 一部 Ｂ      
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５ 許可を要する工事 

宅地造成工事規制区域内（法第３条第１項）において宅地造成に関する工事をする場

合は、市長の許可（法第８条第１項）が必要となります。 

  許可を要する宅地造成は、以下のとおりとする。（政令第３条各号） 

（１）当該切土をした土地に、高さ２メートルを超える崖が生ずることとなるもの。（政

令第３条第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１ 切土で２ｍを超える崖 

 

 

（２）盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが１メートルを超える崖を生ず

ることとなるもの。（政令第３条第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２ 盛土で１ｍを超える崖 

 

 

 

盛土

計画地盤線

現況地盤線

切土

現況地盤線

計画地盤線
H > 2m 

H > 1m 

θ> 30° 

θ> 30° 
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（３）切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部

分に高さが１メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分

に高さが２メートルを超える崖を生ずることとなるもの。（政令第３条第３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－３ 切土盛土合わせて２ｍを超える場合① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－４ 切土盛土合わせて２ｍを超える場合② 

 

 

 

 

 

新設擁壁 盛土

切土

現況地盤線

切土

盛土

現況地盤線

計画地盤線

θ> 30° 

H > 2m 

H > 2m 

h ≦ 1m 

h ≦ 1m 
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（４）上記（１）（２）（３）以外の切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする

土地の面積が５００平方メートルを超えるもの。ただし、本市の取扱いにより、現

況高から計画高までの高さが５０センチメートル以内の切土又は盛土については、

不陸整正として「切土又は盛土をする土地の面積」から除外してもよいものとする。 

  （政令第３条第４号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＢＦＥ＋ＤＣＧＨ ＞ ５００㎡ 

 

図１－５ 造成する面積が５００㎡を超える場合 

 

～お願い～ 

 宅地造成工事規制区域内において造成工事を行う方は、事前相談カードに位置図、現況

図及び計画平面図等を添付し、千葉市都市局建築部宅地課技術審査班と打合わせを行い、

宅地造成に関する工事の許可を要するか否かの判断を受けてください。 

なお、回答は、現地調査後となりますので期間は１～２週間程度いただいております。 

 

 

A

B C

DE

F G

H

計画地盤線

切土又は盛土の高さが50㎝以内の部分

現況地盤線

H≦2m 

H≦1m 
0.5m 

0.5m 
盛土 

切土 
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６ 崖の範囲に関する規定 

  小段等によって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、

かつ、水平面に対し３０度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、そ

の上下の崖は一体のものとみなします。（政令第１条第４項） 

 （１）上層の崖面の下端が、水平面に対して３０度の角度をなす面の上方にある場合は、

上層の崖面と下層の崖面は一体として考えます。このとき、政令第３条各号のいず

れかに該当する場合は、許可を要する工事となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－６ 一体の崖として扱う場合 

 

 （２）上層の崖面の下端が、３０度の角度をなす面の下方にあるのでそれぞれ独立した

崖となります。このとき、許可を要するか否かは、各々の崖面で、政令第３条各号

のいずれかに該当するかをもとに判断することとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－７ 一体の崖として扱わない場合 

 

 

 

 

下層の崖面の下端

上層の崖面の下端

崖
の

高
さ

H
1

崖
の

高
さ

H
2

上層の崖面の下端

崖
の

高
さ

下層の崖面の下端
θ> 30° 

θ> 30° 

30° 

30° 

θ> 30° 

θ> 30° 
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７ その他の許可を要するか否かの事例 

 （１）現況地盤線に対して１メートル以下の盛土をする場合は、既存の崖面＋新たな盛

土崖面の合計（Ｈ）で、政令第３条各号の判断をする。 

    下記のケースは、Ｈ＞１メートルならば許可を要する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－８ 事例① 

  

（２）間知ブロック積み擁壁等を鉄筋コンクリート擁壁に築造替えをする場合は、新たに

生じる崖面の高さに応じて政令第３条各号の判断をする。 

    下記のケースは、Ｈ＞１メートルならば許可を要する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－９ 事例② 

現況地盤線

盛土

計画地盤線

新設L型擁壁

盛土

既設間知擁壁（撤去）

h ≦ 1m 

H  

H  

既存擁壁の改造等 
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（３）既存擁壁の築造替えで、地盤の高さの変更がなく位置及び構造が同程度のものは

許可不要と判断をする。 

   なお、宅地造成工事の許可が不要であっても、擁壁の高さ（Ｈ）が２メートルを

超える場合は、建築基準法に基づく工作物の確認申請手続を要する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１０ 事例③ 

 

 （４）建築物の根切り工事と切土又は盛土の工事をする場合は、建築物の基礎構築の

ための根切り部分を除いた区域（建築物の根切りは切土として扱わない）で、政令

第３条各号の判断をする。 

下記のケースは、ＡＢＦＥ－イロヘホ＞５００平方メートルならば許可を要する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１１ 事例④ 

計画地盤線

現況地盤線

A

B C

イ

ロ ハ

ニホ

へ

DE

F

現況地盤線

同位置、同構造

地盤高の変更なし

地盤高の変更なし

H  

0.5m 

H≦1m 盛土 
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 （５）地下車庫等を撤去し、新たに擁壁を築造する場合は、既存の崖面＋新たな盛土崖

面（地下車庫等を埋める部分）の合計（Ｈ）で、政令第３条各号の判断をする。 

    下記のケースは、Ｈ＞１メートルならば許可を要する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１２ 事例⑤ 

 

 （６）切土及び盛土を同時に行う場合であって、切土をする範囲が３０センチメートル

以内の部分については、切土としての高さを考慮しないものとして、政令第３条各

号の判断をする。 

    下記のケースは、Ｈ＞１メートルならば許可を要する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１３ 事例⑥ 

既設地下車庫（撤去）

盛土
新設L型擁壁

H  

H  

h ≦ 1m 

盛土

切土として扱わない

30㎝以内

新設L型擁壁

既設擁壁（撤去）
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第２章 盛土計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

第２章 盛土計画 

１ 法面勾配 

盛土の法面勾配は、法高や盛土材料の種類に応じて適切に設定し、原則として３０度

（約１：１．８）以下とすること。ただし、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした

結果、崖の安定を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合は、この

限りでない。（政令第６条第１号ロ） 

 

２ 盛土法面 

（１）盛土法面の勾配は３０度以下とし、法面の高さは５ｍごとに幅１～２ｍ以上の小

段を設けること。なお、法面の最大高さは、原則として１５ｍ以下とすること。 

（２）小段には排水のため、下段の法面と反対方向に２～５％程度の下り勾配を付ける

こと。 

（３）盛土法面の高さが５ｍを超える場合は、「宅地防災マニュアルの解説（第二次改

訂版）」（宅地防災研究会編集）により、法面の安定計算を行い、安全性を検討す

ること。この際、安全率が常時で１．５以上、地震時（大地震時）で１．０以上と

し、計算を行うこと。 

（４）法面の長さが合計２０ｍ以上となる高盛土については、原則として少なくとも法

長の１/３以上は擁壁工、法枠工等とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 盛土計画 

 

 

 

 

 

小段W=1～2m

排水層

排水層

排水層小段W=1～2m

盛土

水勾配

排水溝

30°以下 

30°以下 

30°以下 

5m 以下 

5m 以下 

5m 以下 
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図２－２ 小段拡大図 

 

３ 盛土地盤の改良等 

盛土造成地では、区域内の地盤沈下や地盤のすべりが生じないよう、また区域外への

盛土造成による被害を防止するため、土の置換えや水抜きなどの措置を講ずることが必

要な場合がある。 

よって、宅地造成工事を実施する際には、既存資料や事前の地質調査の結果等から十

分な検討を行い、災害の防止を図るよう計画すること。 

 

４ 軟弱地盤対策の検討 

  宅地造成工事を実施する箇所において、軟弱地盤が存在する場合には、造成計画によ

る地盤沈下、地盤のすべり等の検討を行い、必要に応じ、対策を講じること。なお、軟

弱地盤の目安、軟弱地盤の検討、対策については、「宅地防災マニュアルの解説（第二

次改訂版）」（宅地防災研究会編集）により行うこと。 

 

５ 盛土の材料と転圧 

（１）盛土材料は、有機質土等を除いた良質土を使用すること。 

（２）現場において、切土からの流用土や付近の土取場からの採取土を使用する場合に      

は、これら現地発生材や採取土の性質を十分把捉し、施工性、経済性等を勘案して、

適切な施工を行い品質のよい盛土を築造すること。 

（３）盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが

生じないように、盛土厚おおむね３０ｃｍ以下ごとにローラーその他これに類する

建設機械を用いて締め固めを行うこと。 

 

 

 

 

1~2m

小段勾配2～5％モルタル又はコンクリート

排水層勾配5～6％

排水層 0.3～0.5m 
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６ 段切り 

法勾配が１５度（約１：４）程度以上の傾斜地盤上に盛土する場合は、高さ５０㎝、

幅１ｍ程度以上の段切りを設けること。（政令第５条第４号）また、段切りの設計（計

画）の段階からどの場所で、どの範囲で行うのか図面上にわかるように記載すること。 

 

 

 

 

 

 

図２－３ 傾斜地盤上の段切りと排水処理 

 

７ 排水 

（１）小段、法尻には、必要に応じて排水溝を設置すること。 

（２）法肩付近の地表面には、法面と反対方向に適当な勾配を付けること。 

（３）高盛土における小段からの排水は、縦排水溝を設置し流末へ導くこと。 

（４）雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生ずる

おそれのある盛土の場合には、盛土内に地下水排除工を設置して、盛土の安定を図

ること。 

 

 

図２－４ 排水溝 

1 : 3.0 1 : 3.0 
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図２－５ 部分的に湧水のある場合の盛土における排水構造の例 

 

８ 盛土全体の安定性の検討（大規模盛土造成地） 

 （１） 盛土の規模が次に該当する場合は、盛土全体の安定性を検討するものとする。 

   ① 谷埋め型大規模盛土造成地 

     盛土をする土地の面積が３，０００㎡以上であり、かつ、盛土をすることによ   

り、当該盛土をする土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土

の内部に浸入することが想定されるもの。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－６ 谷埋め型大規模盛土造成地の例１ 
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図２－７ 谷埋め型大規模盛土造成地の例２ 

 

② 腹付け型大規模盛土造成地 

     盛土をする前の地盤面が水平面に対し２０度以上の角度をなし、かつ、盛土の

高さが５ｍ以上となるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－８ 腹付け型大規模盛土造成地の例 
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 （２） 安定計算の方法 

盛土の安定については、常時で安全率１．５以上を確保するとともに、大地震時

で安全率１．０以上となることを確認すること。その際、谷埋め型大規模盛土造成

地の安定性については二次元の分割法、腹付け型大規模盛土造成地の安定性につい

ては二次元の分割法のうち簡便法により検討することを標準とする。 

 （３） 設計強度定数 

安定計算に用いる粘着力（C）及び内部摩擦角（φ）の設定は、盛土に使用する土

を用いて、現場含水比及び現場の締固め度に近い状態で供試体を作成し、せん断試

験を行うことにより求めることを原則とする。 

 （４） 間げき水圧 

盛土の施工に際しては、地下水排除工を設ける等して、盛土内に間げき水圧が発

生しないようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

 



 21

 

 

 

 

 

 

 

第３章 切土計画 
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第３章 切土計画 

１ 法面勾配 

  切土の法面勾配は、法高、法面の土質等に応じて次の表に掲げるものとし、それ以外

の崖面は、原則として擁壁で覆うこと。ただし、土質試験等に基づき地盤の安定計算を

した結果、崖の安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合は、

この限りでない。（政令第６条第 1項第１号イ） 

 

表３－１切土面の勾配 

※ ②において、Ｈが５ｍを超える場合は、がけの上端から下方に垂直距離５．０ｍを超え

る部分に擁壁の設置が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

図３－１ ①の場合の例 

 

 

 

 

 

 

 

        Ｈ≦５ｍ                 Ｈ＞５ｍ 

図３－２ ②の場合の例 

      法高 

 

法面の土質 

① Ｈ＞５ｍ 

（がけの上端から垂直距離） 

② Ｈ≦５ｍ（※） 

（がけの上端からの垂直距離） 

軟岩（風化の著しいも

のを除く。） 

 

 

６０度（約１：０．６）以下 

 

８０度（約１：０．２）以下 

 

風化の著しい岩 

 

 

４０度（約１：１．２）以下 

 

５０度（約１：０．９）以下 

砂利、まさ土、関東ロ

ーム、硬質粘土、その

他これらに類するもの 

 

３５度（約１：１．５）以下 

 

４５度（約１：１．０）以下 

θ 

θ θ 

H 

H≦5m 

ｈ≦5m 

(H‐5m) 

擁壁要 

擁壁不要 
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２ 切土法面 

 （１）法面の高さは５ｍごとに幅１～２ｍ以上の小段を設けること。 

 （２）法面の高さが１５ｍを超える場合は、点検補修用として、幅３ｍ程度の小段を設

けること。 

  

３ 法面の排水施設 

（１）小段、法尻には、必要に応じて排水溝を設置すること。 

（２）小段からの排水は、縦排水溝を設置し流末へ導くこと。 

（３）法面に湧水等が発生するおそれがある場合、法面勾配を緩くしたり、湧水の軽減

や地下水位の低下のための対策を検討すること。 

（４）法肩付近の地表には、法面と反対方向に適当な勾配を付けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３ 小段及び排水溝の設置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小段W=1～2m

小段W=1～2m

点検・補修用小段W=3m程度

小段W=1～2m

排水溝

水勾配

5m 

5m 

5m 

5m 

5m 
小段にはモルタル又はコンクリート 
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第４章 排水計画 
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第４章 排水計画 

  造成区域には、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、

その地表水等を自然流下で排除することができるように排水施設を設けること。（政令

第１３条） 

 

１ 排水施設の設置箇所 

次の位置には必要に応じて排水施設を設けること。 

（１）法の肩、中段、法尻 

（２）擁壁の前面 

（３）湧水または湧水の考えられる箇所 

（４）道路端 

（５）造成区域の敷地境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１ 排水施設の例 

 

２ 排水勾配 

（１）宅地造成後の崖上部の地表面は、雨水等が崖と反対方向へ流れるような水勾配を

付けること。ただし、やむを得ない場合は、崖の上部にＵ字溝を設置し、流末排水

施設（雨水本管等）に接続すること。 

（２）原則、擁壁を貫通せず、流末排水施設に接続すること。ただし、地形上やむを得 

ず、擁壁を貫通する場合には、法肩に集水桝（深さ１５０㎜以上の泥溜め付き雨水

桝（３００×３００））を設け、雨水管径１００mm 以下にて擁壁を貫通し、擁壁前

面の集水桝に接続し、流末排水施設に放流すること。その他、以下により設計する

こと。 

①間知石練積み造擁壁 

 ・基礎、コーナー補強部を避けて貫通すること。 

   ②鉄筋コンクリート造擁壁 

    ・底版、ハンチ、コーナー補強部は避けて貫通すること。 

縦排水溝

雨水本管

取付管

集水桝

集水桝
集水桝

U型溝

排水勾配

排水勾配
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・竪壁の段落とし鉄筋のある範囲を避けて貫通すること。 

・鉄筋は切断しないこと。 

・雨水管と鉄筋とのかぶり厚さは４０mm 以上とする。 

   ③政令第１４条に基づく認定擁壁 

    ・認定取得者の判断による。 

     

３ 排水施設の最小断面及び構造 

（１）排水施設は、雨水等が支障なく排水できる勾配及び断面とし、その最小断面は開

渠及び管渠とも原則として１５０㎜以上とする。排水断面の変化するところには深

さ１５０㎜以上の泥溜め付き雨水桝（３００×３００）を設けること。 

（２）排水施設の構造は次による。 

① 堅固で耐久性を有する構造であること。 

② コンクリート等の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最小限度のものとする

措置が講じられていること。 

③ 設計降雨強度は１時間当たり１１１．１㎜とする。 

④ 宅地の上流側の排水が宅地を通過する場合は、その排水についても考慮するこ

と。 

⑤ 車両の通過する箇所は輪荷重に耐える構造とする。 

⑥ 法面に縦に設ける排水溝は跳水により洗掘されない構造とする。 

⑦ 雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次

に掲げる箇所に、ます又はマンホールが設けられているものであること。 

 ア 管渠の始まる箇所 

 イ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない

箇所を除く。） 

 ウ 管渠の内径又は内寸法内法幅の１２０倍を超えない範囲内の長さごとの管渠

の部分のその清掃上適当な箇所 

⑧ その他、千葉市下水道設計指針に準拠すること。 

    

 

 

 

 

 

 

 

図４－２ (参考)泥溜め付の構造図 

 

雨水桝

φ150 
φ150 

150mm 以上 
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４  関係課との協議 

宅地の排水を河川、水路、下水管路などへ流入させる場合は、関係機関と事前に協議

すること。 

５ 雨水浸透施設設置場所に関する注意事項 

雨水浸透施設は、崖（擁壁を含む）の崩壊を引き起こすおそれがあるため、崖に近接

する場所には設置できません。 

ただし、次の条件を満たす場合については、この限りでない。 

（１）法面付近に雨水浸透施設を設置する場合 

法面の上端及び下端から雨水浸透施設の底面から地表面までの高さの２倍以上の離

隔を確保し設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－３ 法面付近に雨水浸透施設を設置する場合の例 

 

 （２）練積み造擁壁付近に雨水浸透施設を設置する場合 

   崖面の上端及び下端から雨水浸透施設の底面から地表面までの高さの２倍以上の離

隔を確保し設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－４ 練積み造擁壁付近に雨水浸透施設を設置する場合の例 

崖面下端からの離隔2h以上

崖面上端からの離隔2h以上

雨水流出抑制施設

雨水流出抑制施設

法面下端からの離隔2h以上

法面上端からの離隔2h以上

雨水浸透施設

雨水浸透施設

h 

h 

h 

h 

雨水浸透施設 

雨水浸透施設 
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（３）鉄筋コンクリート造擁壁付近に雨水浸透施設を設置する場合 

上端部は、崖面から鉄筋コンクリート造擁壁の底版の長さかつ雨水浸透施設の底面

から地表面までの高さの２倍以上の離隔を確保し設置すること。 

   下端部は、崖面から雨水浸透施設の底面から地表面までの高さの２倍以上の離隔を

確保し設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－５ 鉄筋コンクリート造擁壁付近に雨水浸透施設を設置する場合の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

崖面下端からの離隔2h以上

崖面上端からの離隔B以上かつ2h以上

B

h 
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第５章 法面保護計画 
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第５章 法面保護計画 

１ 法面保護計画 

  宅地造成に伴って生じる崖面を擁壁で覆わない場合は、雨水・湧水による浸食又は風

化によって法面が不安定にならないように考慮し、植生工又は構造物で保護すること。

（政令第１２条） 

  また、水平面に対して３０度以下の法面であっても、高さが１．０ｍを超える法面に

ついては、植生工又は構造物で保護すること。特に、冬季については、種子の根付きに

くい工法は避け、張芝工や植生マットなどの工法により施工すること。 

  なお、擁壁背面に法面が生じる場合には、法面の高さに関わらず、保護をすること。 

 

２ 法面保護の選定 

  法面保護工は、法面の勾配、土質、気象条件（日照条件等）、保護工の特性及び将来

の維持管理等について総合的に検討し、経済性、施工性にすぐれた工法を選定すること。 

 

３ 法面保護工の工種 

法面保護の工種は、「宅地防災マニュアルの解説（第二次改訂版）」（宅地防災研究

会編集）により選定すること。 

 

表５－１ 法面保護工の工種の参考 

工種 適用箇所 

種子吹付工 

切土法面、盛土法面の土壌硬度２３ｍｍ以下の粘性土、２７ｍ

ｍ以下の砂質土に適している。また、切土では追肥の必要があ

る。 

客土吹付工 切土法面で土壌成分が少ない地質に適している。 

植生マット工 

浸食に強く、保温、乾燥防止効果があり施工性がよいため、土

壌成分が少なく、岩片・礫などの割合が多い土砂、乾燥地、凍

上土質に適している。 

張芝工 
早期に緑化を望む場所や、造園的効果を期待する比較的緩勾配

の法面に的する。 

植生筋工 
土質、法面勾配、気象条件等にあまり左右されず、適用範囲が

広い。 

筋芝工 盛土法面の施工の際に用いる。 

モルタル吹付工 硬岩や風化の著しくない軟岩の風化防止に有効である。 
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第６章 擁壁に関する基準 

１ 基本事項 

（１）擁壁の種類及び構造は、原則として次のいずれかによること。 

① 鉄筋コンクリート造擁壁(Ｌ型擁壁・逆Ｌ型擁壁・逆Ｔ型擁壁等）（政令第７条） 

・設計基準に基づき設計する方法 

（第１編 第７章 鉄筋コンクリート造擁壁の設計基準 及び第２編 第１章  鉄筋

コンクリート造擁壁の設計計算例 参照） 

・標準図を利用する方法 

（第２編 第２章 鉄筋コンクリート造擁壁の適用条件と標準図 参照） 

② 間知石等練積み造擁壁（政令第８条） 

・標準図を利用すること。 

（第２編 第３章 間知ブロック積み擁壁の標準図 参照） 

③ 認定擁壁（政令第１４条） 

構造材料又は構造方法が政令第６条第１項第２号及び第７条から第１０条までの規

定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があ

ると認めるものについては、これらの規定は適用しない。 

なお、土質条件等が現地と適合すること。 

 

（２）擁壁の地上高は、５．０m以下とすること。なお、地形上やむを得ない場合、鉄筋コン

クリート造等擁壁の地上高は、この限りでない。 

 

（３）２ｍを超える擁壁（間知石等練積み造擁壁を除く）については、第７章の設計基準に加

え、中地震時（設計水平震度 0.2）、大地震時（設計水平震度 0.25）における擁壁の構造

計算を行うこと。 

なお、「宅地防災マニュアルの解説（第二次改訂版）」（宅地防災研究会編集）によ 

り計算を行うこと。 
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２ 間知石等練積み造擁壁の選定 

間知石等練積み造擁壁上部に斜面がある場合（図６－１）は、表６－１に示す土質に応じた

角度の勾配線を引き、擁壁背面の斜面との交点の垂直高さを崖高さと仮定し、その高さに応じ

た擁壁構造とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－１ 擁壁背面に土羽がある場合の間知石等練積み造擁壁のタイプ選定 

表６－１ 土質別角度（θ） 

土質 

 

軟岩 

 

 

風化の著しい岩 

 

関東ローム、硬質粘

土その他これらに

類するもの 

盛土または腐

食土 

角度 

（θ） 
６０° ４０° ３５° ２５° 

 

３ 擁壁の基礎地盤 

 （１）擁壁の基礎地盤の許容応力度の算定は、地質調査を行い定めること。ただし、擁壁の地

上高が５m以下であって、計画する擁壁の必要地耐力が１００kN/㎡以下のものについて

は、現場の施工の際に、現地の地盤の地耐力を測定し、設計上必要な地耐力が得られてい

ることを確認すること。（間知ブロック積み擁壁の場合は、第２編第３章２（２）による

こと。） 

 （２）擁壁の基礎地盤の許容応力度が、計画する擁壁の必要地耐力を満たしていない場合は、

地盤改良等の計画を行うこと。 

 （３）擁壁の基礎底面には、栗石等を２０cm 以上の厚さに敷均し、目潰し材により十分に転

圧すること。また、鉄筋コンクリート造等擁壁は、厚さ５cm 以上の均しコンクリートを

打設した後、設置すること。均しコンクリートは、表面を粗目にすること。 

 （４）ローム層を基礎地盤とする場合は、地層を降雨にさらすと強度が低下することがあるの

で掘削面を防水シートで養生したり、滞水しないよう仮排水施設を設ける等十分注意する

こと。 

 

勾
配
線

Ｈ 

θ 
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４ 鉄筋コンクリート造擁壁の施工 

（１） 主筋の継手は、構造部材における引張力の最も小さい部分に設け、継手の重ね長さは 

溶接する場合を除き、主筋の径（径の異なる主筋を継ぐ場合においては、細い主筋の径）

の２５倍以上としなければならない。ただし、主筋の継手を引張力の最も小さい部分に

設けることができない場合においては、その重ね長さを主筋の径の４０倍以上とする。 

（２） 主筋（竪壁、ハンチ、コーナー補強筋）の定着長さは、主筋の径の４０倍以上とする。 

（３） コンクリート設計基準強度は、２１N/mm2以上とし、密実で均質なコンクリートになる 

ように施工する。また、配合計画にあたっては、施工時期に応じた構造体強度補正を行 

うこと。 

なお、圧縮及びせん断に関する許容応力度は表６－２のとおりである。 

 

表６－２ コンクリートの許容応力度（建築基準法施行令第９１条） 

設計基準強度 

(N/mm2) 

長期許容応力度 短期許容応力度 

圧縮 

(N/mm2) 

せん断 

(N/mm2) 

圧縮 

(N/mm2) 

せん断 

(N/mm2) 

２１ ７ ０．７ １４ １．４ 

２４ ８ ０．８ １６ １．６ 

２７ ９ ０．９ １８ １．８ 

 

（４）コンクリートの打継ぎは、水平打継ぎを極力避けること。やむを得ない場合は、同一高

とならないように配慮し、打継ぎ面に異物が混入しないよう十分清掃する。 

（５）コンクリートの養生は、十分にすること。 

（６）鉄筋は、ＳＤ２９５以上の異形棒鋼を用いること。 

 

表６－３ 異形棒鋼の許容応力度 

異形棒鋼 
基準強度 

(N/mm2) 

長期許容応力度 

(N/mm2) 

短期許容応力度 

(N/mm2) 

ＳＤ２９５ ２９５ １９５ ２９５ 

ＳＤ３４５ ３４５ 
２１５ 

３４５ 

ＳＤ３９０ ３９０ ３９０ 

 

（７）主鉄筋および配力筋の最小径はＤ１３とし、最大鉄筋間隔は主鉄筋で３０㎝以下、配力

鉄筋・用心鉄筋で４０cm 以下とすること。また、粗骨材が、均等に行き渡るように、密

な配置は避けること。 

（８）鉄筋のかぶりは、底版及び竪壁の背面側は６㎝以上、それ以外の部分は４㎝以上を厳守

し、鉄筋位置がずれないように正確に固定すること。 



 37 

（９）コンクリートの凝結を防げるような酸、塩、有機物、糖分又は、泥水を含まないように

すること。 

（10）竪壁と底版の付け根にはハンチ（壁厚程度以上）を設けること。 

（11）擁壁背面の埋戻しは、良質土を用い所定の土質が得られるように層厚２０～３０㎝で入

念に転圧を行うこと。 

 

５ 間知ブロック積擁壁の施工 

（１）背面土の処理 

①盛土の場合 

背面の盛土は石積に先立って２０～３０㎝ごとに良質土を入念に転圧して常に組積と

並行して盛土すること。 

②切土の場合 

切土面と透水層の間に隙間を生じたときは、栗石、砂利又は、良質土で埋め戻すこと。 

（２）丁張りは、表丁張り、裏丁張りを設置すること。 

（３）谷積みを基本とし、芋目地等ができないように組積みすること。 

小口を設ける場合は、間知ブロック積擁壁の胴込コンクリートと同時に打設することと

し、必要に応じて差し筋を入れ、構造体を一体化すること。また、小口止めの幅は 30cm

程度とし、側面部の見え高が義務擁壁とならない高さとすること。 

（４）施工積み高は、一日３～４段程度を目安に行うこと。 

（５）裏込めコンクリートが透水層内に流入してその機能を損なわないように抜型枠を使用す

ること。 

（６）水抜穴の保護 

①コンクリートで水抜穴を閉塞させないこと。 

②水抜きパイプの長さは透水層に深く入り過ぎないこと。 

（７）胴込め及び裏込めコンクリート打設にあたっては、１８N/mm2以上とし、コンクリート

と組積材とが一体化するよう十分に締め固めること。 

（８）裏込めコンクリートは、打設後直ちに養生シートで覆い、十分に養生すること。 
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６ 根入れ深さ 

（１）一般擁壁の場合 

    擁壁の根入れ深さは、擁壁の地上高の０．１５倍以上かつ０．３５m以上確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－２ 根入れの深さ  

 

（２）斜面上に擁壁を設置する場合は、次のとおりとすること。 

① 擁壁の根入れ深さは、擁壁の地上高の０．１５倍以上かつ０．３５m 以上確保すること。 

② 崖の下端から表６-１に示す土質に応じた勾配線の内側に、①の高さから擁壁の高さの０．

４Ｈ以上かつ、１．５ｍ以上となる個所が収まること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－３ 斜面上に擁壁を設置する場合 

  

0.15H 以上 
かつ 0.35m 以上 

0.15H 以上 
かつ 0.35m 以上 

Ｈ Ｈ 

0.15H 以上 
かつ 0.35m 以上 

0.4H 以上 
かつ 1.5m 以上 Ｈ 

θ 
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（３）水路、河川に接している場合 

    水路、河川（境界）に接して擁壁を設置する場合、擁壁の根入れ深さは河床から取るも

のとする。ただし将来計画がある場合は、管理者と協議し、計画河床高から取るものとす

る。また、擁壁の設置によって水路及び護岸などに影響を及ぼさないようにすること。 

未改修の水路・河川に接して設ける場合は、計画河床からの根入れ深さを８０㎝以上、

かつ、高さの１/４Ｈ以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－４ 水路、河川に接している場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－５ 水路沿いの擁壁 

 

 

 

  

計画河床

水路、河川境界

基礎天端

計画河床高

Ｈ 

h 

h 

Ｈ 
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（４）擁壁前面に U字型側溝を設ける場合 

    擁壁の前面に U字型側溝を設ける場合は、当該 U字型側溝の天端から擁壁の根入れを確

保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－６ 擁壁前面に U字型側溝を設ける場合 

 

 （５）擁壁前面に L字型側溝を設ける場合 

    擁壁の前端から L型側溝までの距離が１．５m以内であって、コーピング高が２５cm 以

上のものは、天端から２５cm 下がった部分を地上として擁壁の根入れを確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－７ 擁壁前面に L字型側溝を設ける場合 

 

0.15H 以上 
かつ 0.35m 以上 

Ｈ 

0.15H 以上 
かつ 0.35m 以上 

Ｈ 

1.5m 以内 25cm 以上 
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７ 擁壁隅部の補強 

６０度以上１２０度以下の角度をなす擁壁のコーナーにおいては、隅角をはさむ二等辺三角

形の部分を鉄筋及びコンクリートで補強すること。二等辺の一辺の長さは、擁壁の高さ３ｍ以

下で５０㎝、３ｍを超えるものは６０㎝とすること。 

（１）鉄筋コンクリート造擁壁 

 

 

（ａ）立体図         （ｂ）平面図 

 

図６－８ 隅角部の補強方法及び伸縮継目の位置 

〇擁壁の高さ３．０ｍ以下のときａ＝５０㎝ 

〇擁壁の高さ３．０ｍを超えるときａ＝６０㎝ 

〇伸縮目地の位置ℓは２．０ｍを超え、かつ擁壁の地上高程度とする。 

 〇補強を必要とする隅角部の定義は６０度以上１２０度以下とする。 

 ○竪壁がテーパー形状の場合、上端から下端まで寸法を確保する。 

（配筋要領） 

鉄筋コンクリ

ート造擁壁の

隅部は該当す

る高さの擁壁

の横筋に準じ

て配筋するこ

と。 

壁厚 t 

壁厚 t 

壁厚 t 
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（２）間知石等練積み造擁壁 

 

 

（ａ）立体図         （ｂ）平面図 

 

図６－９ 隅角部の補強方法及び伸縮継目の位置 

 

〇擁壁の高さ３．０ｍ以下のときａ＝５０㎝ 

〇擁壁の高さ３．０ｍを超えるときａ＝６０㎝ 

〇伸縮目地の位置 ℓは２．０ｍを超え、かつ擁壁の地上高程度とする。 

〇補強を必要とする隅角部の定義は６０度以上１２０度以下とする。 

○補強は基礎部を含めて行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁厚 t 

壁厚 t 

壁厚 t 
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８ 伸縮目地 

（１）原則として擁壁の長さ方向２０m以内ごとに１箇所設置すること。 

    特に床付け位置が変化する箇所、擁壁高さが著しく異なる箇所、擁壁の構造・工法を異

にする箇所には、必ず伸縮目地を設置すること。 

 （２）伸縮目地は、厚さ１cm 以上のエラスタイト板等を使用すること。 

 （３）伸縮目地は、擁壁の底版又は基礎部分まで切断すること。 

（４）擁壁の屈曲部においては、伸縮目地の位置を擁壁のコーナー部から２．０mを超えかつ

擁壁の地上高程度とすること。 

 

９ 水抜穴（政令第１０条） 

（１）内径７．５cm 以上の硬質塩化ビニール管その他これに類する耐水材料を使用すること。 

 （２）水抜穴は、壁面の面積３㎡に１箇所の割合で千鳥配置とすること。 

 （３）水抜穴は、原則として最下段は地表面より１０cm 以内に設置すること。 

（４）水抜穴の入り口には、砂利、砂、背面土が流出しないようにフィルターを設けること。 

 （５）擁壁の下部及び湧水等のある箇所は、重点的に設置すること。 

 （６）水抜穴は、排水方向に適当な勾配をとること。 

 （７）コーナー補強部、ハンチには水抜穴を配置しないこと。 

 （８）鉄筋コンクリート造擁壁においては、鉄筋とのかぶり厚さを４０mm 以上とること。 

 

１０ 透水層 

 （１）擁壁の天端から３０cm 下がった位置から、擁壁の裏面全体に３０cm 以上の裏込め材を

設置すること。 

 （２）透水マットを使用する場合は、透水マット協会の認定品を使うこと。施工にあたっては

仕様書にもとづいて施工すること。 

 （３）最下段の水抜穴の底面の高さに合わせて、幅３０cm 以上、厚さ５cm 以上の止水コンク

リートを設置すること。なお、透水マットを使用する場合については、仕様書にもとづく

ものとする。 

 

 

（断面）                   （側面） 

図６－１０ 止水コンクリートの設置 
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断面図                   正面図 

図６－１１ 鉄筋コンクリート造擁壁の水抜穴等配置図 

注）天端からの雨水等の侵入がないように配慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断面図                正面図 

図６－１２ 間知石等練積み擁壁の水抜穴等配置図 

 

１１ 任意設置擁壁の構造 

  許可を要しない崖の高さを覆う擁壁であっても、できる限り義務設置擁壁に準じた構造とな

るよう設計及び施工を行うこと。 
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１２ 二段の擁壁 

（１）二段擁壁について 

  擁壁が上下のひな壇状に配置され、その擁壁が互いに近接している場合、下部の擁壁に

上部の擁壁の荷重が影響すると考えられる配置を二段擁壁という。 

（２）二段擁壁としてみなさない配置 

   擁壁を計画する場合、原則二段擁壁となる配置をしないこととする。 

なお、二段擁壁としてみなさない配置については、次のいずれかに該当するものとする。 

 

① 下部擁壁を新設、あるいは上部・下部擁壁を新設する際に、図６－１３のとおり上部

擁壁が表６－１の角度（θ）以内に入っている場合は、上部と下部の擁壁を別個の擁壁

として扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－１３ 下部擁壁を新設、あるいは上部・下部擁壁を新設する場合 

 

 

 

 

 

 

 

0.4H 以上 
かつ 1.5m 以上 

0.4H 以上 
かつ 1.5m 以上 

0.4H 以上 
かつ 1.5m 以上 

0.4H 以上 
かつ 1.5m 以上 

θ 

θ 

θ 

θ 

Ｈ 

Ｈ 
Ｈ 

Ｈ 
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② 下部擁壁の構造が確認できない場合で上部擁壁を新設する場合に、図６－１４のと

おり、上部擁壁の基礎底面の最短水平距離が上部擁壁の地上高の０．４倍以上かつ１．

５ｍ以上となる部分が、下部擁壁の前面地盤の下端から表６－１の角度（θ）をなす

影響線と上部擁壁の前面地盤が交差する点以内となる場合は、上部と下部の擁壁を別

個の擁壁として扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－１４ 下部擁壁の構造が確認できない場合で上部擁壁を新設する場合 

 

 （３）二段擁壁に該当する場合の検討方法 

    地形上やむを得ず二段擁壁となる場合は、下部擁壁が上部擁壁の荷重を考慮した構造計

算を行い、さらに上部・下部の擁壁全体を含む斜面の安定計算等の検討を行うこと。ただ

し、下部擁壁に設計以上の積載荷重がかからないよう上部擁壁を設置する場合はこの限り

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4H 以上 
かつ 1.5m 以上 

θ 

0.4H 以上 
かつ 1.5m 以上 

0.4H 以上 
かつ 1.5m 以上 

0.4H 以上 
かつ 1.5m 以上 

θ 

θ 

θ 

Ｈ 

Ｈ 

Ｈ 

Ｈ 
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１３ 斜面方向の擁壁 

斜面に沿って擁壁を設置する場合、基礎部分は段切りにより水平にすること。なお、段切

りの幅は１．０m以上とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－１５ 斜面方向の擁壁 

 

 

１４ 擁壁背面土の埋め戻し 

   背面土を砂（砂質土）で埋め戻しをする場合、その施工方法は以下のいずれかによるこ

と。 

   なお、政令第１４条に基づく認定擁壁の施工方法については、認定取得者において作成し

ている技術資料や構造計算書等に合致しているか確認を行い、設計すること。採用する施工

方法を設計図面に示すこと。 

 

【パターン１】原地盤（粘性土）を切土（段切り）の上、背面に砂を盛土する。 

 

 

 

 

 

 

 

幅1.0m以上とすること基礎砕石

基礎コンクリート
基礎底面

前面地盤線
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【パターン２】粘性土を盛土し段切りの上、背面に砂を盛土する。 

（背面側を全体的に盛土する造成計画の場合） 

 

   施工手順１：粘性土で盛土する。 

 

施工手順２：粘性土を切土（段切り）する。 

 

施工手順３：砂を盛土する。 

 

【パターン３】 背面すべてに砂で盛土する（背面側を全体的に盛土する計画の場合） 
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第７章 鉄筋コンクリート造擁壁の設計基準 
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第７章 鉄筋コンクリート造擁壁の設計基準 

１ 適用範囲 

  この基準は、法に基づく鉄筋コンクリート造擁壁に適用するものであり、原則として

擁壁地上高さの上限は５ｍとする。ただし、地形上やむを得ない場合、この限りではな

い。 

また、２ｍを超える擁壁については、下記以降の設計基準に加え、中地震時（設計水

平震度 0.2）、大地震時（設計水平震度 0.25）における擁壁の構造計算を行うこと。 

この際は「宅地防災マニュアルの解説（第二次改訂版）」（宅地防災研究会編集）に 

 より計算を行うこと。 

 

２ 荷重 

（１）擁壁に作用する荷重 

荷重の種類としては一般に表７－１に示すとおりである。この設計基準では、通

常考慮する荷重の組み合わせを「自重、表面載荷重、土圧」とする。 

表７－１ 擁壁に作用する荷重 

荷重の種類 通常考慮する荷重 備  考 

自   重 〇 ※１ 

表面載荷重 ○ ※２ 

土   圧 ○  

地震時土圧 

常時土圧に地震時慣性力を加

えた土圧もしくは地震時土圧 

※大きい方の土圧を用いる 

 

浮   力 必要に応じて考慮する  

水   圧 〃  

そ の 他 必要に応じて考慮する ※３ 

※１ 擁壁の自重は、躯体の重量とかかと版上の土の重量とすること。（つま先版上の

土の重量は算入しないこと。） 

※２ 表面載荷重ｑは、将来計画等の土地利用を考慮のうえ決定すること。 

最低ｑ＝１０kN/㎡を見込むこと。 

 ※３ 擁壁の天端にフェンス等を設置する場合は、その荷重を考慮して検討すること。 

    なお、宅地擁壁の場合は、擁壁天端より高さ１．１mの位置に Pf＝１kN/m の水平

荷重を考慮すること。 
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（２）土圧 

① 土圧算定に用いる土質定数 

背面土の土質定数は、原則土質試験により求めた数値によること。ただし、盛

土の場合の土圧については、盛土の土質に応じ、表７－２によること。 

また、土質試験を行わない場合で、背面土がローム若しくは砂の地山であるこ

とが明らかであり、かつ、擁壁の裏込め土をローム若しくは砂とする場合は、表

７－３に示す定数を用いることができる。 

なお、背面土の粘着力は考慮しないこと。 

表７－２ 土の単位体積重量及び土圧係数 

土質 単位体積重量(kN/㎡) 土圧係数 

砂利又は砂 １８ ０．３５ 

砂質土 １７ ０．４０ 

シルト、粘土又はそれらを多様に含む土 １６ ０．５０ 

 

表７－３ 土圧算定に用いる土質定数 

擁壁の形式 Ｌ型擁壁等 

背 面 土 ローム 砂質土 

土の単位体積重量γs（kN/㎥） １６ １７ 

内部摩擦角 φ（度） ２０ ２５ 

 

② 壁面摩擦角δは、表７－４によること。 

 

表７－４ 主働土圧の算定に用いる壁面摩擦角 

検討種類 摩擦角の種類 壁面摩擦角（δ） 

安定計算 土と土（仮想背面） β 

部材計算 土とコンクリート ２φ/３（※） 

※・・・透水マットを使用した場合は、φ/２とする。 
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③ 土圧の算定例 

   安定計算に用いる土圧は、擁壁底版のかかと先端から鉛直方向に伸ばした仮想

背面に作用する主働土圧を原則とする。また、前面からの受働土圧は、考慮しな

いこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－１ 土圧分布および主働土圧の作用位置 

   

［土 圧］ 

ＰA＝
２

１
ＫA・γs・Ｈ2＋ＫA・ｑ・Ｈ 

・土圧の作用点は土圧分布図の図心とする。 

 

ここに、ＰA：背面土圧（kN/ｍ） 

ＫA：主働土圧係数 

γs：背面土の単位体積重量（kN/㎥） 

Ｈ：擁壁高さ（ｍ） 

 

［クーロンの主働土圧係数］ 

 

ＫA＝ 

      

 

 

ここに、α：鉛直面に対して土圧作用面がなす角度（度） 

β：水平面に対して擁壁背面の地表面がなす角度（度） 

φ：背面土の内部摩擦角（度） 

δ：土圧作用面の壁面摩擦角（度）    

 ※この式は、φ＜βの場合には、適用できない。 

PA

q：積載荷重

仮想背面

H 

yp 

2

cos2(φ-α)

cos2α・cos(α+δ)・  　   1+
sin(φ+δ)・sin(φ-β)

cos(α+δ)・cos(α-β)
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３ 擁壁の安定条件 

擁壁の安定については、次の３つの条件を満足すること。 

 

（１） 転倒に対する安定性 

 擁壁の転倒に対する抵抗モーメントが、土圧等による擁壁の転倒モーメントの 1.5

倍以上であること。このことは次式によって表される。 

Ｆo＝Ｍｒ／Ｍｏ≧１．５ 

ここに、Ｆo：安全率 

Ｍｒ：転倒に対し抵抗するモーメント 

Ｍｏ：転倒しようとするモーメント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－２ 擁壁の転倒に対する検討図 

 

なお、合力の作用位置又は偏心距離ｅは、次式を満足すること。 

 

ｅ＝ 
２

Ｂ
－ｄ ≦

６

Ｂ
  

 

ここに、ｄ：底版つま先から合力作用点Ｒまでの距離（ｍ） 

ｄ＝ 
V

MoMr 
 

ｅ：偏心距離（ｍ） 

Ｂ：底版幅 （ｍ） 

Ｖ：擁壁に作用する全鉛直成分（kN） 

 

 

 

B/2ed

B

Ｍo

Ｍr

Ｒ
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（２）滑動に対する安定性 

① 擁壁のすべりに対する摩擦抵抗力が、土圧等による擁壁のすべり出す力の 1.5 倍

以上であること。このことは、次式によって表される。 

Ｆs＝ＲH／ＰH≧１．５ 

ここに、Ｆs：安全率 

ＲH：滑動に対する抵抗力（kN/ｍ）（＝Ｖ・μ＋ＣB・Ｂ） 

ＰH：水平力（kN/ｍ） 

Ｖ：擁壁に作用する全鉛直成分（kN） 

μ：摩擦係数 

ＣB：粘着力（kN/㎡） 

Ｂ：底版幅（ｍ） 

なお、粘着力は、長期変動も含めた適正な値の評価が一般的には困難であること

から、原則考慮しないものとする。 

 

  ② 擁壁底面と基礎地盤の摩擦係数μは、原則擁壁底版下の土の土質試験から求めた

基礎地盤の内部摩擦角φを用いて求めること。 

        μ＝tanφ 

    ここに、μ：擁壁底面と基礎地盤面の摩擦係数（０．６を超えないものとする。） 

        φ：基礎地盤の内部摩擦角 

   

ただし、地盤調査の結果、地盤の土質に応じて表７－５による摩擦係数を用いる

ことができる。また、擁壁の高さが５m以下であって基礎が場所打ちコンクリート（基

礎と捨てコンクリートの間）の場合は、０．５とすることができる。 

 

表７－５ 土の摩擦係数 

土質 摩擦係数 

岩、岩屑、砂利又は砂 ０．５ 

砂質土 ０．４ 

シルト、粘土又はそれらを多様に含む土 

（擁壁の基礎底面から少なくとも１５cm までの深

さの土を砂利又は砂に置き換えた場合に限る。） 

 

０．３ 

 

 

③ 突起は堅固な地盤や岩盤に対して、これらの地盤を乱さないように、また周辺

地盤との密着性を確保するように施工されてはじめてその効果が期待できるもの

であるため、原則設けないこととし、底版幅を広げる等の方法で設計すること。   

ただし、擁壁の基礎地盤が硬質地盤（岩盤やＮ値５０以上の堅固な地盤）の場

合は、この限りではない。 
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（３）基礎の支持力に対する安定性 

① 土圧等によって擁壁基礎に作用する設置圧 qmax、qmin（kN/㎡）は、基礎地盤の長

期許容応力度 qa（kN/㎡）を超えないこと。 

qmax、qmin（kN/㎡）≦qa（kN/㎡） 

 

qmax、qmin＝
B

V
 1±

B

6 e
 

 

   ここに、qmax、qmin：擁壁の底面前部、後部で生じる地盤反力（kN/㎡） 

          Ｂ：擁壁の底版幅（ｍ） 

          Ｖ：擁壁に作用する全鉛直成分（kN） 

          ｅ：偏心距離（ｍ） 

 

 ② 計画する擁壁の必要地耐力に応じて、表７－６による地盤調査及び土質試験を

行い、許可申請書に添付すること。基礎地盤の長期許容応力度 qa（kN/㎡）は、

第８章２により算定すること。 

表７－６ 地質調査方法 

必要地耐力 (qmax)≦100kN/㎡ 100kN/㎡＜(qmax) 

調査方法 
許可後にコーンペネトロメーター

及び平板載荷試験 

許可前にボーリング調査 

（一軸圧縮試験又は三軸圧縮試験） 

 ※許可前にボーリング調査を行った場合であっても、床付け面における必要地耐力

の確認をコーンペネトロメーターにより行うこと。 

 ※必要地耐力 120kN/㎡以下の場合は、スウェーデン式サウンディング試験により、

許容支持力を算定してもいい。ただし、必要地耐力に満たなかった場合には、地

盤改良の検討を行うためのボーリング調査を行うこと。また、許可前に現況地盤

にて調査した場合であっても、床付け面における必要地耐力の確認をコーンペネ

トロメーターにより行うこと。 

 

③ 基礎の許容支持力が不足する場合は、第８章３、４によること。 

 

４ 擁壁本体の設計 

土圧等によって擁壁各部に生ずる応力度が擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの

許容応力度を超えないこと。また、断面力の計算に当たっては、縦壁及び底版を片持ち

スラブとして設計すること。 
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（１）使用材料の許容応力度 

① コンクリートの設計基準強度、許容圧縮応力度及び許容せん断応力度は、第 1編

第６章４（２）によること。 

② 鉄筋は異形とし、ＳＤ２９５以上のものを使用し、異形鉄筋とコンクリートの許

容付着応力度は、第１編第６章４（５）によること。 

（２）配筋方法等 

① 主鉄筋および配力筋の径はＤ１３以上とし、最大鉄筋間隔は主鉄筋で３０㎝以下、

配力鉄筋・用心鉄筋で４０cm 以下とする。 

② 鉄筋のかぶりは、底版及び竪壁の背面側は６㎝以上、それ以外の部分は４㎝以上

とする。 

③ 鉄筋の段落としは、段落とし前の全鉄筋量の１/２までとし、段落としをしない鉄

筋は、継手を設けず天端まで延ばして配筋すること。 

④ 竪壁の背面側付根にハンチ（壁厚程度以上）を設けること。 

⑤ 配筋は、配力鉄筋及び用心鉄筋を配置するとともに複鉄筋とすること。 
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第８章 基礎地盤の設計 
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第８章 基礎地盤の設計 

 擁壁の基礎は、支持力が得られる場合には直接基礎とする。支持力が期待できない場合

は地盤改良又は杭基礎を考慮すること。 

 

１ 地質調査 

地質調査は目的に合致した地点で調査を実施すること。調査地点数は、台地の谷間及

び埋没谷が分布している沖積層分布地域では密に選び、台地及び資料などによる事前調

査で地層が均質であると予想される場合には粗にしてもよい。 

 

（１）宅地の調査 

宅地の調査は、対象とする土地が地山か、土捨場などの盛土箇所なのか、崩壊の

履歴のある箇所なのかなど土地の成り立ちを観察のうえ調査を行い、土質区分、Ｎ

値、層別の土質定数、地下水位などを明らかにすること。 

（２）擁壁設置箇所の調査 

① 擁壁設置箇所については延長方向並びに断面方向の地層断面、Ｎ値分布、土質

定数及び地下水位等の調査を行い、これらを擁壁の背面図（展開図）に反映させ

ること。 

② ボーリング調査は擁壁の不同沈下を生じやすい場所（傾斜地、沖積層など）で

は密に行うこと。 

③ 調査深度は、直接基礎を採用する場合は底版下面より底版幅の２倍以上の深さ

まで調査すること。 

④ 杭基礎の採用が考えられる場合は、Ｎ値３０以上が５ｍ以上連続していること

を確認するまで調査すること。 

（３）擁壁背面の盛土 

擁壁背面の盛土に使う土については設計で仮定した単位体積重量、摩擦角、粘着

力などが確実に得られる土質であることを確認すること。 

 

２ 直接基礎 

  直接基礎の許容応力度の算定については、国土交通省告示第１１１３号（平成１３年

７月２日）第１に掲げるボーリング調査等を行い、同号第２に掲げる式に基づいて定め

ること。内部摩擦角φ及び粘着力 C は、原則として土質試験（一軸圧縮試験又は三軸圧

縮試験）等から求めること。ただし、標準貫入試験によりＮ値が求められている場合は

この限りでない。 
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表８－１ 告示第１ 地盤の許容応力度等を求めるための地盤調査の方法 

調査・試験名 

（１） ボーリング調査 （６） 物理探査 

（２） 標準貫入試験 （７） 平板載荷試験 

（３） 静的貫入試験 （８） 載荷試験 

（４） ベーン試験 （９） くい打ち試験 

（５） 土質試験 （１０） 引抜き試験 

 

表８－２ 告示第２ 地盤の許容応力度を定める方法 

 長期に生ずる力に対する地盤の許容応力

度を定める方法 

短期に生ずる力に対する地盤の許容応力

度を定める方法 

(1) qa=1/3(icαCNc+iγβγ1BNγ+iqγ2DfNq) qa=2/3(icαCNc+iγβγ1BNγ+iqγ2DfNq 

(2) qa=qt+1/3N'γ2Df qa=2qt+1/3N'γ2Df 

(3) qa=30+0.6Nsw qa=60+1.2Nsw 

 

この表において、それぞれの記号は、次のとおりとする。 

qa         ： 地盤の許容応力度（ｋN/㎡） 

ic、iγ及び iq        ： 基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角に応じて計算した数値 

α 及び β          ： 基礎荷重面の形状に応じた係数 

C            ： 基礎荷重面下にある地盤の粘着力（ｋN/㎡） 

B      ： 基礎荷重面の短辺又は短径（ｍ） 

Nc、Nγ 及び Nq ： 地盤内部の摩擦角に応じた支持力係数 

γ1          ： 基礎荷重面下にある地盤の単位体積重量又は水中単位体積重量（ｋN/

㎡） 

γ2           ： 基礎荷重面より上方にある地盤の平均単位体積重量又は水中単位体積

重量（ｋN/㎡） 

Df          ： 基礎に近接した最低地盤面から基礎荷重面までの深さ（ｍ） 

         なお、qa の算出時は原則 Df＝０とする。 

qt            ： 平板載荷試験による降伏荷重度の１/２の数値又は極限応力度の１/３の

数値のうちいずれか小さい数値（ｋN/㎡） 

N'     ： 基礎荷重面下の地盤の種類に応じた係数 

Nsw          ： 基礎の底部から下方２ｍ以内の距離にある地盤のスウェーデン式サウン

ディングにおける１ｍあたりの半回転数（１５０を超える場合は１５

０とする。）の平均値（回） 
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３ 地盤改良 

（１）地盤改良工法の種類 

直接基礎では、支持力が期待できない場合は、置換工法や浅層混合処理工法、深層

混合処理工法等の地盤改良を考慮すること。 

① 置換工法 

所定の地耐力が確保されるまでの範囲内を、砂、砂利、砕石等で置き換えて改良

するもの。 

    なお、原地盤の土質が岩盤の場合は、採用できない。 

② 浅層混合処理工法 

所定の地耐力が確保されるまでの範囲内を、バックホウ等を用いてセメント系固

化材等を混合しながら、地盤を固化処理するもの。 

③ 深層混合処理工法 

支持する層が深い位置にある場合に、セメント系固化材を用いて土中を混合しな

がら柱状の改良体を良好な支持層まで形成するもの。改良体の形式には、杭形式や

壁形式等がある。 

 

 （２）地盤改良工法の計画及び施工 

① 地盤改良を計画する場合は、ボーリング調査及び室内配合試験を行い、設計及

び施工に必要な情報を得ること。 

② 置換工法及び浅層混合処理工法においては、改良体底面の地耐力を測定し、擁

壁の設置に必要な支持力を有しているかを確認すること。 

③ 改良体の設計基準強度は、室内配合試験等により一軸圧縮強度を求めたうえで

定めること。 

④ セメント系固化材を用いて改良された地盤の改良体の支持力度は、告示第３又

は第４に掲げる方法により求めること。 

⑤ 設計及び施工後の品質管理は、「宅地防災マニュアルの解説」（ぎょうせい）

及び「建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針－セメント系固化材を

用いた深層・浅層混合処理工法－」（日本建築センター）によることとする。 

⑥ 水平抵抗の検討にあたっては、擁壁構造において求められる荷重レベル（常時・

中地震時・大地震時）に合わせて検討を行うものとする。 
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４ 杭基礎 

（１）基本事項 

① 鉛直力、水平力は、杭のみで支持させること。 

② 杭には、圧縮、引張、せん断、曲げの応力が複合して発生するので最も不利な

ケースに対して検討を行うこと。 

③ 杭頭接合部は、次に示すいずれか１つの力、もしくは、２つ以上の複合力を受

けこれらの力に対して安全を確認すること。 

・鉛直圧縮力 

・曲げモーメント 

・せん断力 

④ 杭の継手部、先端部は、杭本体と同等に応力を十分に伝達し得るものであるこ

と。また、継手の位置は地中の最大曲げモーメント発生位置を避けること。 

⑤ 杭中心間の最小間隔は、杭の直径の２．５倍とすること。これを満たさない場

合は群杭の影響について検討すること。また、フーチング縁端距離は、打込み杭

及び中堀り杭にあっては杭径の１．２５倍、場所打ち杭は１．０倍とすること。 

⑥ 杭の配列は、擁壁断面に対して図８－１のように２行２列を原則とする。 

       

                     図８－１ 杭の配列 

 

⑦  杭種は、鋼管杭、PHC 杭を使用するものとし、RC 杭、H鋼杭、木杭、摩擦杭は用

いないこと。また異種杭の混用は避けること。 

⑧ 原則、杭基礎を斜面崩壊の抑止工など他の機能と併用させないこと。 

⑨  基礎周辺に圧密沈下がある場合は杭に作用する負の周面摩擦力を考慮すること。 

⑩ 液状化のおそれのある地盤では地盤改良を検討し、杭の水平抵抗および周面摩

擦力を確保すること。 

⑪ 重量物や盛土の載荷によって地盤の側方流動を生じる場合は、杭基礎に影響の

ないように別途防止策を講じること。 
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（２）杭と底版の接合 

① 杭頭部の接合は、剛接合とすること。 

② 底版の応力度について以下の事項を検討すること。 

・垂直支圧応力度が、コンクリートの許容支圧応力度を超えないこと。 

・押抜きせん断応力度が、コンクリートの許容せん断応力度を超えないこと。 

・水平支圧応力度が、コンクリートの許容支圧応力度を超えないこと。 

・底版端部の杭は、水平方向の押抜きせん断応力度についても照査すること。 

・杭頭補強は、鉄筋コンクリート断面を仮定して、コンクリート及び鉄筋の応力

度を照査すること。 

③ 杭頭の接合方法は、「道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編」（日本道路協会）

によること。 

 

（３）杭の安定 

① 鉛直力に対する照査 

杭頭における軸方向押込み力は、許容支持力以下とする。 

② 水平力に対する照査 

杭頭の許容水平変位量は、常時において１．５㎝以下とする。 

 

（４）杭体の設計 

① 杭体各部の軸力の考え方 

・杭体の応力は次式により算定し、この値が杭材の許容曲げ応力度以下であるこ

と。 

 

σ＝
eＡ

Ｎ
±

eＩ

Ｍ
ｙ 

 

ここに、σ：杭体の断面応力度 

Ｎ：杭体に作用する軸力 

Ｍ：杭体に作用する曲げモーメント 

Ａe：杭体の等価断面積 

Ｉe：杭体の等価断面２次モーメント 

ｙ：中立軸からの距離 

 

・軸方向押込み力に対して杭体の軸応力は深さ方向に減少するが、一般には軸力

は深さ方向に変化しないものとする。 

② 杭体の設計に用いる曲げモーメント 

杭体の設計に用いる曲げモーメントは、以下の２点を考慮して決定すること。 
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    ・変位法で算出される杭頭曲げモーメントと、杭頭接合部をヒンジと仮定した地

中部最大曲げモーメントとを比較して大きい方を用いること。 

    ・杭中間部は、杭頭接合部が剛結の場合と、杭頭接合部をヒンジと仮定した場合

の曲げモーメントと比較してその大きい方で設計すること。 
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第 1 章 鉄筋コンクリート造擁壁の設計計算例 
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第１章 鉄筋コンクリート造擁壁の設計計算例 

１ 設計条件 

（１）構造形式及び基礎形式 

・構造形式：逆Ｔ型擁壁（千葉市型擁壁３.５ＮＢ） 

・基礎形式：直接基礎 

（２）安定条件 

・転倒に対する安定性    Ｆ0≧１．５ かつ ｅ≦
6

B
 

・滑動に対する安定性    Ｆs≧１．５ 

・地盤反力度         qa≧qmax、qmin する。 

（３）設計土圧（主働土圧）の算定方法 

・土圧公式：クーロン 

（４）地表面載荷重               ：ｑ＝１０kN/㎡ 

（５）背面土 

・土質の種類          ：関東ローム等 

・土の単位体積重量       ：γs＝１６kN/㎥ 

・内部摩擦角          ：φ ＝２０° 

・粘着力            ：Ｃ ＝０kN/㎡ 

・仮想背面の摩擦角（土と土）  ：δ ＝０°（＝β） 

・竪壁背面の摩擦角（壁と土）  ：δ’ ＝１０°＝（φ/２）  

   （砕石等の場合は、δ＝２/３φ） 

・土圧作用面の傾斜角（仮想背面）：α ＝０° 

・土圧作用面の傾斜角（竪壁背面）：α’＝ ０° 

・地表面の勾配         ：β ＝０° 

（６）基礎地盤 

・土質の種類          ：関東ローム 

・長期許容応力度         ：１２０kN/㎡ 

・土とコンクリートの摩擦係数   ：μ ＝０．５ 

・粘着力             ：Ｃ ＝０kN/㎡ 

（７）材料の許容応力度（常時） 

・コンクリート設計基準強度        ：σ28＝２.１ｋN/ｃm2 

・コンクリートの圧縮応力度          ：σca＝０.７kN/cm2 

・コンクリートのせん断応力度         ：τa ＝０．０７kN/cm2 

・鉄筋（SD295）の引張応力度         ：σsa＝１９．５kN/cm2 

・鉄筋およびコンクリートのヤング係数比  ：ｎ ＝１５（＝Es/Ec） 

（８）鉄筋コンクリート単位重量        ：γc＝２４kN/m3 
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２ 擁壁断面の形状および寸法 

 

 

 

モデル図 
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３ 荷重（以下単位幅（１ｍ）当たりで計算を行う） 

（１）土圧 

 

 

① 主働土圧係数 

クーロンの土圧式より（仮想背面） 

 

② 主働土圧 

【常時】  ＰA＝
2

1
Ｋ・γs・Ｈ2＋Ｋ・ｑ・Ｈ 

    ＝
2

1
・0.4903・16・4.052＋0.4903・10・4.05 

    ＝84.193 kN 

 

・土圧の水平成分 

ＰH＝ＰA cos(α＋δ)＝84.194×cos(0.00+0.00)＝84.193 kN 

ｑ 
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・鉛直成分 

ＰV＝ＰA sin(α＋δ)＝84.193×sin(0.00+0.00)＝ 0.000 kN 

・作用位置 

yp＝
P

M
＝

84.193

127.063
＝1.509 m 

 

【大地震時】ＰA＝
2

1
Ｋ・γs・Ｈ2 

＝
2

1
・0.4903・16・4.052 

＝64.336 kN 

 

・土圧の水平成分 

ＰH＝ＰA cos(α＋δ)＝64.336×cos(0.00+0.00)＝64.336 kN 

・鉛直成分 

ＰV＝ＰA sin(α＋δ)＝64.336×sin(0.00+0.00)＝ 0.000 kN 

・作用位置 

yp＝
P

M
＝    ＝1.350 m 

 

  ③任意荷重（フェンス） 

    H＝1.0ｋN ※作用位置は、竪壁天端から 1.1ｍ 

 

（２）荷重の集計 

 

 

 

 

86.853 

（ 躯体 ） （ 背面土 ） 

64.336 
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①フーチング前面での作用力 

 

 

ブロック 重 量 Ｗｉ（kN） 

重心又は作用位置

までの距離（ｍ） 

モーメント 

（kN・ｍ） 

ｘi Yi Ｗi・ｘi Ｗi・Yi 

躯 体 

（自重） 

①      0.35×3.70×24 ＝  31.08 0.425 2.200    13.209 68.376 

②      0.60×0.35×24 ＝   5.04 0.300 0.175     1.512 0.888 

③      3.40×0.35×24 ＝  28.56 2.300 0.175   65.688  4.992 

④ 1/2×0.30×0.30×24 ＝   1.08 0.700 0.450     0.756  0.486 

小計 65.76 1.234 1.137 81.165 74.742 

背面土 

（自重） 

① 1/2×0.30×0.30×16 ＝   0.72 0.800 0.550     0.576  0.396 

②      3.10×0.30×16 ＝  14.88 2.450 0.500  36.456 7.440 

③      3.40×3.40×16 ＝ 184.96 2.300 2.350  425.408 434.656 

小計 200.56 2.306 2.206 462.440 442.496 

載荷重 q 3.40×10.00 ＝  34.00 2.300 －  78.200 － 

鉛直力   Ｖ（合計） ＝ 300.320 ― Ｍｒ＝621.805 

水平力 

フェンス   1.0 － 5.150 －  5.150 

背面土（土圧） 84.193 － 1.509 － 127.064 

PH （合計） ＝ 85.193 1.509 Ｍｏ＝132.214 

合計                                   (Ｍｒ－Ｍｏ＝) Ｍ ＝489.591 

※躯体、背面土のＹ方向のモーメントは作用位置の算定に用いているだけであり、モ

ーメントは発生しない。 

  ※作用位置 【躯体】ＸＧ＝Σ(Ｗi・ｘi) ／ ΣＷi ＝1.234m 

            ＹＧ＝Σ(Ｗi・Ｙi) ／ ΣＷi ＝1.137m 

        【土砂】ＸＧ＝Σ(Ｗi・ｘi) ／ ΣＷi ＝2.306m 

            ＹＧ＝Σ(Ｗi・Ｙi) ／ ΣＷi ＝2.206m 

 

【 常 時 】 

 

 

【荷重】 

※ 

※ 
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【 大地震時 】 

 

  ※地震時慣性力 ： 自重 × 設計水平震度（大地震時 kh0.25）＝ 計 66.580kN 

   （躯体）  

     

    

   （背面土） 

 

 

③フーチング中心での作用力 
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４ 安定計算 

  

（１） 転倒に対する安定性 

① 安全率（Ｆo） 

Ｆo＝
Mo

M

Σ

Σ r
 

     

② 偏心距離（ｅ） 

・合力（Ｒ）の作用位置（ｄ） 

   ※Ｍｔ：つま先回りの転倒モーメント（= ΣMo ） 

・偏心距離（ｅ） 

      

 

（ 常時 ） （ 大地震時 ） 
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（２）地盤反力度 

＝
B

V







 


Ｂ

ｅ6
1  

 

      

     

（３）滑動に対する安定性 

・滑動に対する安全率（Ｆｓ） 

 

   

 

 

 

 

ｑmax 

ｑmin 

（ 常時 ） 

（ 大地震時 ） 
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５ 部材計算 

（※透水マット使用） 

擁壁各部の断面算定は、竪壁及び底版を単鉄筋の片持ちスラブとみなして行う。 

 Ⅰ断面での照査 

 

 

（１）竪壁の部材計算 

① クーロンの土圧式より（竪壁背面） 

 

Ⅱ 断面 

Ⅰ 断面 



 75 

② 主働土圧 

【常時】  ＰA＝
2

1
ＫA・γs・Ｈ2＋ＫA・ｑ・Ｈ 

  ＝
2

1
・0.4467・16・3.702＋0.4467・10・3.70 

  ＝65.457 kN 

・土圧の水平成分 

ＰH＝ＰA cos(α’＋δ’)＝65.450×cos(0+10.00)＝64.462 kN 

・鉛直成分 

ＰV＝ＰA sin(α’＋δ’)＝66.989×sin(0+10.00)＝11.366 kN 

 

・作用位置 

    

 

※Ｍ２は、仮想背面の高さに水位がある 

場合であり、設計例では考慮しない 
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【大地震時】ＰA＝
2

1
Ｋ・γs・Ｈ2 

＝
2

1
・0.4467・16・3.702 

＝48.922 kN 

 

・土圧の水平成分 

ＰH＝ＰA cos(α＋δ)＝48.922×cos(0.00+10.00)＝48.184 kN 

・鉛直成分 

ＰV＝ＰA sin(α＋δ)＝48.922×sin(0.00+10.00)＝ 8.496 kN 

・作用位置 

 

 

 

③ せん断力及び曲げモーメント集計 

 

【 常 時 】 

   

※せん断力  Hi ＝ 65.462kN 
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  【 大地震時 】 

     

   ※せん断力  Hi ＝ 57.224kN 

 

  ④ 必要鉄筋量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・必要鉄筋量の目安 

Ａso＝
・ｊ・ｄσsa

M
 

 

・ｊ＝1－
3

k
＝1－

3

0.388
＝0.871 

・鉄筋比 

ｐ＝
・ｄb

As
＝

28100

22.92


＝0.00819 

b=100㎝

前面

背面

t=
3
5
㎝

d
=
2
8
㎝

d
´
=
7
㎝

c
=
6
㎝
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  ⑤曲げ応力度の照査 
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⑥せん断応力度の照査 

    

 

 

※Ⅱ断面での照査（段落としの高さ＝2.5m、土圧Ｈ’＝1.55m）は、段落とし鉄筋がなく

なる断面における部材の照査を行う。検討にあたっては、Ⅰ断面と同様にその部分に

生じる土圧を求め、照査を行う。 
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（２）つま先版の部材計算 

①つま先版つけ根における地盤反力 

         

  【 常 時 】 

    

 

  【 大地震時 】 
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 ①つま先版つけ根における作用力 

     

 

ブロック 重 量 Ｗｉ（kN） 

重心又は作用位

置までの距離

（ｍ） 

モーメント 

（kN・ｍ） 

ｘi Ｗi・ｘi 

躯 体 

（自重） 

     0.250×0.350×24 ＝ -2.100 0.125   -0.262 

地盤反力 
        【常時】 

     【大地震時】 

＝ 28.530 

＝ 35.420 

0.126 3.594 

4.480 

合計 
                 【常時】   26.430        (Ｍｒ－Ｍｏ＝) Ｍ ＝3.331 

             【大地震時】   33.320             ＝4.218 

 

 

 ②必要鉄筋量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・必要鉄筋量の目安 

Ａso＝
・ｊ・ｄσsa

M
 

（ 躯体 ） 

上側

下側

b=100㎝

t=
3
5
㎝

d
=
2
8
㎝

d
´
=
7
㎝

c
=
6
㎝
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・ｊ＝1－
3

k
＝1－

3

0.388
＝0.871 

・鉄筋比 

ｐ＝
・ｄb

As
＝

28100

22.92


＝0.00819 

 

 ③曲げ応力度の照査 
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（３）かかと版の部材計算 

①かかと版つけ根における地盤反力 

             

  【 常 時 】 

    

  

【 大地震時 】 
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 ②かかと版つけ根における作用力 

 

 

【常時の作用力集計】 

ブロック 重 量 Ｗｉ（kN） 

重心又は作用位

置までの距離

（ｍ） 

モーメント 

（kN・ｍ） 

ｘi Ｗi・ｘi 

躯 体 

（自重） 

①      3.40×0.35×24 ＝  28.56 1.700   48.552 

② 1/2×0.30×0.30×24 ＝   1.08 0.100    0.108 

小計 29.64 1.642   48.660 

背面土 

（自重） 

① 1/2×0.30×0.30×16 ＝   0.72 0.200    0.144 

②      3.10×0.30×16 ＝  14.88 1.850    27.528 

③      3.40×3.40×16 ＝ 184.96 1.700  314.432 

小計 200.56 1.706   342.104 

載荷重 q    3.40×10.00 ＝  34.00   1.700   57.800 

地盤反力  ＝-234.034 1.409 Ｍｏ＝-329.661 

鉛直力   Ｖ（合計） ＝ 30.166 ― Ｍｒ＝ 448.615 

合計                                   (Ｍｒ－Ｍｏ＝) Ｍ ＝118.954 

     ※作用位置 【躯体】ＸＧ＝Σ(Ｗi・ｘi) ／ ΣＷi ＝1.642m 

           【土砂】ＸＧ＝Σ(Ｗi・ｘi) ／ ΣＷi ＝1.706m 

※かかと版に働く曲げモーメントが竪壁に働く曲げモーメントを超える場合は、部材 

 計算に用いる曲げモーメントは、竪壁に働く曲げモーメントとする。 

    

 

 

 

   

（ 背面土 ） （ 躯体 ） 
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  【大地震時の作用力集計】 

      

 

 ③必要鉄筋量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・必要鉄筋量の目安 

Ａso＝
・ｊ・ｄσsa

M
 

 

・ｊ＝1－
3

k
＝1－

3

0.388
＝0.871 

・鉄筋比 

ｐ＝
・ｄb

As
＝

28100

22.92


＝0.00819 

上側

下側

b=100㎝
t=

3
5
㎝

d
´
=
7
㎝

d
=
2
8
㎝

c
=
6
㎝
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 ④曲げ応力度の照査 
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 ⑤せん断応力度の照査 

   

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 鉄筋コンクリート造擁壁の適用条件と標準図 
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第２章 鉄筋コンクリート造擁壁の適用条件と標準図 
１ 標準図の適用条件 
この鉄筋コンクリート造擁壁標準図は、次の条件を満たす場合に使用するものとす

る。 

（１）背面土

擁壁の背面土は、原則として擁壁の天端で水平であること。また、背面土の土

質は、表２－１に示す条件と同等以上のものとし、確実に数値を得られるように

層厚30cm毎に敷均し、入念に転圧すること。 

表２－１ 背面土の種類による土質定数 

背面土の種類 内部摩擦角（°） 
単位体積重量（kN/

㎡） 

関東ローム等 ２０ １６ 

砂質土 ２５ １７ 

（２）基礎地盤

基礎の許容支持力を得るために必要な基礎地盤の土質定数は、次頁から示す

地耐力一覧表の値以上とする。なお、設置する擁壁の長期許容応力度が１００

kN/㎡を超えるものは、設計時に地盤調査を行い、地盤の許容応力度を確認する

こと。値が不足する場合は、地盤改良等を施すこと。 
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２ 標準構造図の種類 
（１） 背面土：関東ローム等、内部摩擦角φ＝２０°、単位体積重量γ＝１６

 

サイズ 常時 中地震時 大地震時 

見高

(m) 

底版 

総延長 

(m) 

ｑmax 
(kN/㎡) 

鉛直

荷重

(kN) 

水平

荷重

(kN) 

曲げ 
ﾓｰﾒﾝﾄ

(kN) 

鉛直

荷重

(kN) 

水平

荷重

(kN) 

曲げ 
ﾓｰﾒﾝﾄ

(kN) 

ｑmax 
(kN/㎡) 

鉛直

荷重

(kN) 

水平

荷重

(kN) 

曲げ 
ﾓｰﾒﾝﾄ

(kN) 

1.5 1.80 80 75 24 48 59 27 30 88 59 30 27 

2.0 2.20 96 112 35 36 92 41 46 112 92 46 51 

2.5 3.00 100 178 49 61 151 64 85 118 151 72 97 

3.0 3.30 123 230 65 96 201 88 137 153 201 98 155 

3.5 3.75 142 299 86 145 265 119 214 182 265 132 240 

4.0 4.25 156 382 106 200 344 153 315 209 344 170 353 

4.5 4.80 175 480 133 287 438 195 451 235 438 217 506 

5.0 5.35 190 587 159 379 539 239 610 256 539 266 685 

 

サイズ 常時 中地震時 大地震時 

見高

(m) 

底版 

総延長 

(m) 

ｑmax 
(kN/㎡) 

鉛直

荷重

(kN) 

水平

荷重

(kN) 

曲げ 
ﾓｰﾒﾝﾄ

(kN) 

鉛直

荷重

(kN) 

水平

荷重

(kN) 

曲げ 
ﾓｰﾒﾝﾄ

(kN) 

ｑmax 
(kN/㎡) 

鉛直

荷重

(kN) 

水平

荷重

(kN) 

曲げ 
ﾓｰﾒﾝﾄ

(kN) 

1.5 2.00 56 75 24 13 59 27 18 60 59 30 21 

2.0 2.40 71 111 35 24 92 41 36 81 92 46 41 

2.5 2.95 85 163 49 43 138 62 66 100 138 69 76 

3.0 3.40 103 222 65 71 194 87 114 126 194 97 130 

3.5 4.00 115 299 86 108 264 119 179 144 264 132 205 

4.0 4.50 134 384 107 164 347 154 278 173 347 171 316 

4.5 5.05 151 484 133 234 441 196 404 198 441 218 459 

5.0 5.55 167 585 159 315 538 239 549 222 538 266 623 

※上記は、単位幅（１ｍ）あたりの数値である。

※３.０ｍを超える市型擁壁は、竪及び底版の厚さをそれぞれの付け根部分の厚さと同

一とすることができる。

※ボーリング調査により地盤の許容応力度を求める場合、地盤改良を行う場合などは、

上記の値を用いて検討すること。

※中地震時の地盤最大反力ｑmaxは、大地震時と同じであるため、記載を省略している。

※フェンス荷重として、竪壁頂部＋H1.1mに水平力1kN/mをかけ、計算している。

Ｌ型擁壁 ＮＡ

プ

逆Ｔ型擁壁 ＮＢ

プ
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（２）背面土：砂質土、内部摩擦角φ＝２５°、単位体積重量γ＝１７

 

サイズ 常時 中地震時 大地震時 

見高

(m) 

底版 

総延長 

(m) 

ｑmax 
(kN/㎡)

鉛直

荷重

(kN) 

水平

荷重

(kN) 

曲げ 
ﾓｰﾒﾝﾄ

(kN) 

鉛直

荷重

(kN) 

水平

荷重

(kN) 

曲げ 
ﾓｰﾒﾝﾄ

(kN) 

ｑmax 
(kN/㎡) 

鉛直

荷重

(kN) 

水平

荷重

(kN) 

曲げ 
ﾓｰﾒﾝﾄ

(kN) 

1.5 1.60 85 70 21 18 56 24 22 102 56 27 25 

2.0 2.00 99 105 30 31 88 38 42 137 87 42 47 

2.5 2.90 100 180 42 52 153 61 82 121 153 69 93 

3.0 3.15 123 229 57 82 201 83 130 159 201 93 147 

3.5 3.55 143 295 75 125 263 111 200 192 263 124 226 

4.0 3.70 171 347 93 175 315 137 280 247 315 153 315 

4.5 4.05 194 424 116 244 389 173 394 293 389 192 443 

5.0 4.75 201 545 139 324 503 216 549 293 503 241 619 

 

サイズ 常時 中地震時 大地震時 

見高

(m) 

底版 

総延長 

(m) 

ｑmax 
(kN/㎡) 

鉛直

荷重

(kN) 

水平

荷重

(kN) 

曲げ 
ﾓｰﾒﾝﾄ

(kN) 

鉛直

荷重

(kN) 

水平

荷重

(kN) 

曲げ 
ﾓｰﾒﾝﾄ

(kN) 

ｑmax 
(kN/㎡) 

鉛直

荷重

(kN) 

水平

荷重

(kN) 

曲げ 
ﾓｰﾒﾝﾄ

(kN) 

1.5 1.70 54 64 20 8 52 24 16 68 52 26 18 

2.0 2.05 76 97 30 21 81 36 31 92 81 41 36 

2.5 2.50 91 142 42 36 122 55 58 115 122 61 66 

3.0 3.15 103 213 57 59 208 90 84 133 187 89 120 

3.5 3.55 122 276 75 93 247 107 165 163 247 120 189 

4.0 3.95 141 350 93 137 318 138 246 194 318 154 281 

4.5 4.40 161 438 116 197 401 175 356 226 402 195 407 

5.0 4.75 180 521 139 265 481 212 480 259 481 236 547 

※上記は、単位幅（１ｍ）あたりの数値である。

※３.０ｍを超える市型擁壁は、竪及び底版の厚さをそれぞれの付け根部分の厚さと同

一とすることができる。

※ボーリング調査により地盤の許容応力度を求める場合、地盤改良を行う場合などは、

上記の値を用いて検討すること。

※中地震時の地盤最大反力ｑmaxは、大地震時と同じであるため、記載を省略している。

※フェンス荷重として、竪壁頂部＋H1.1mに水平力1kN/mをかけ、計算している。

Ｌ型擁壁 ＳＡ

プ

逆Ｔ型擁壁 ＳＢ

タ プ
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鉄筋コンクリート擁壁標準構造図 
 単位 mm 

300

3
0
0

5
0

2
0
0

止水コンクリート（厚さ50）

水抜き穴φ75

透水層または透水マット（透水マットは認定品によるものとする）

フィルター等

捨コンクリート

基礎砕石

H 

h 

B 

（凡例）

H：地上高

h：根入れ（最低350かつ0.15Ｈ以上）

Ｂ：底板幅

（条件）

１ 地表面載荷重：10kN／㎡以上

２ 鉄筋：SD295使用

３ コンクリートの設計基準強度：21N／m㎡以上

４ 背面土：関東ローム等又は砂質土

５ 内部摩擦角：関東ローム等の場合 20°
砂質土の場合 25°
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４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

７鉄筋の被り：60㎜
６鉄筋：SD295使用
５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上

３地表面載荷重：10kN/㎡

設計条件

D13@250

Ｌ型擁壁　1.5NA

縮尺：1/40　単位：㎜

竪壁

背面前面

底版

上面

下面

200

1800

2
0
0

2
0
03
5
0

1
5
0
0

200

2
0
0

1600

1
2
0
0

D
1
3
@
2
5
0

D
1
3
@
2
5
0

D13@250 D13@125

D13@250

D13@250

D
1
3
@
2
5
0

D
1
3
@
1
2
5

6060

１背面土：関東ローム等
 内部摩擦角20°
粘着力0kN/㎡
単位体積重量16kN/㎡

２地盤の地耐力：80kN/㎡以上
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設計条件

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

７鉄筋の被り：60㎜
６鉄筋：SD295使用
５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上

　　　　　　 内部摩擦角20°

３地表面載荷重：10kN/㎡

単位体積重量16kN/㎡
粘着力0kN/㎡

１背面土：関東ローム等

Ｌ型擁壁　2.0NA

縮尺：1/40　単位：㎜

竪壁

背面前面

底版

上面

下面

2200

2
5
0

2
5
03
5
0

2
0
0
0

250

300

3
0
0

1950

6060

D
1
3
@
2
5
0

D
1
3
@
2
5
0

D13@250 D13@125

1
5
0
0

D13@250

D13@250

D
1
3
@
2
5
0

D
1
3
@
1
2
5

D13@250

２地盤の地耐力：100kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　2.5NA

縮尺：1/50　単位：㎜

竪壁

背面前面

底版

上面

下面

3000

2
5
0

2
5
0

4
0
0

2
5
0
0

250

6060

300

3
0
0

2750

D
1
3
@
2
5
0

D
1
3
@
2
5
0

D13@250 D16@125
1
80
0

D13@250

D13@250

D
1
3
@
1
2
5

D
1
6
@
1
2
5

D13@250

１背面土：関東ローム等

粘着力0kN/㎡
単位体積重量16kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

　　　　　　 内部摩擦角20°

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件

２地盤の地耐力：100kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　3.0NA

縮尺：1/50　単位：㎜

竪壁

背面前面

底版

上面

下面

3300

2
5
0

3
5
0

3
5
0

4
5
0

3
0
0
0

6060

250

350

300

3
0
0

2950

D
1
3
@
2
5
0

D
1
3
@
2
5
0

D13@250 D16@125
2
1
0
0

D13@250

D13@250

D
1
3
@
2
5
0

D
1
6
@
1
2
5

D13@250

１背面土：関東ローム等

粘着力0kN/㎡
単位体積重量16kN/㎡

　 内部摩擦角20°

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件

３地表面載荷重：10kN/㎡
２地盤の地耐力：125kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　3.5NA

縮尺：1/50　単位：㎜

竪壁

背面前面

底版

上面

下面

3750

2
5
0

3
5
0

3
5
05
5
0

3
5
0
0

6060

250

350

300

3
0
0

3400

D
1
3
@
2
5
0

D
1
3
@
2
5
0

D13@250 D19@125

2
5
0
0

D13@250

D13@250

D
1
3
@
2
5
0

D
1
9
@
1
2
5

D13@250

１背面土：関東ローム等

粘着力0kN/㎡
単位体積重量16kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

　　　　　　 内部摩擦角20°

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件

２地盤の地耐力：145kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　4.0NA

縮尺：1/60　単位：㎜

竪壁

背面前面

底版

上面

下面

4250

2
5
0 4
5
0

4
5
06
0
0

4
0
0
0

6060

250

450

300

3
0
0

3800

D
1
3
@
2
5
0

D
1
3
@
2
5
0

D13@250 D19@125

2
8
0
0

D13@250

D13@250

D
1
9
@
1
2
5

D
1
3
@
2
5
0

D13@250

１背面土：関東ローム等

粘着力0kN/㎡
単位体積重量16kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

　 内部摩擦角20°

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件

２地盤の地耐力：160kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　4.5NA

縮尺：1/60　単位：㎜
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１背面土：関東ローム等

粘着力0kN/㎡
単位体積重量16kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

　 内部摩擦角20°

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件

２地盤の地耐力：175kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　5.0NA

縮尺：1/70　単位：㎜
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１背面土：関東ローム等

粘着力0kN/㎡
単位体積重量16kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

　 内部摩擦角20°

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件

２地盤の地耐力：190kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　1.5NB

縮尺：1/40　単位：㎜
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１背面土：関東ローム等

粘着力0kN/㎡
単位体積重量16kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

　 内部摩擦角20°

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件

２地盤の地耐力：60kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　2.0NB

縮尺：1/40　単位：㎜
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１背面土：関東ローム等

粘着力0kN/㎡
単位体積重量16kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

　　 内部摩擦角20°

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件

２地盤の地耐力：75kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　2.5NB

縮尺：1/50　単位：㎜
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１背面土：関東ローム等

粘着力0kN/㎡
単位体積重量16kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

 内部摩擦角20°

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件

２地盤の地耐力：85kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　3.0NB

縮尺：1/50　単位：㎜
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１背面土：関東ローム等

粘着力0kN/㎡
単位体積重量16kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

 内部摩擦角20°

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件

２地盤の地耐力：105kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　3.5NB

縮尺：1/50　単位：㎜

竪壁

背面前面

底版

上面

下面

6060

3950

2
5
0

3
5
0

3
5
05
5
0

3
5
0
0

300

3
0
0

3350

250

350

D
1
3
@
2
5
0

D
1
3
@
2
5
0

D13@250 D19@125

2
5
00

D13@250

D13@250

D
1
3
@
2
5
0

D
1
9
@
1
2
5

250

D13@250

１背面土：関東ローム等

粘着力0kN/㎡
単位体積重量16kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

　　　　　　 内部摩擦角20°

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件

２地盤の地耐力：120kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　4.0NB

縮尺：1/60　単位：㎜
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１背面土：関東ローム等

粘着力0kN/㎡
単位体積重量16kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

　　　　　　 内部摩擦角20°

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件

２地盤の地耐力：135kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　4.5NB

縮尺：1/60　単位：㎜
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１背面土：関東ローム等

粘着力0kN/㎡
単位体積重量16kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

 内部摩擦角20°

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件

２地盤の地耐力：155kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　5.0NB

縮尺：1/70　単位：㎜
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１背面土：関東ローム等

粘着力0kN/㎡
単位体積重量16kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

　　　　　　 内部摩擦角20°

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件

２地盤の地耐力：170kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　1.5SA

縮尺：1/40　単位：㎜
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粘着力0kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件
１背面土：砂質土

２地盤の地耐力：85kN/㎡以上

内部摩擦角25°

単位体積重量17kN/㎡
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Ｌ型擁壁　2.0SA

縮尺：1/40　単位：㎜
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粘着力0kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件
１背面土：砂質土

　 内部摩擦角25°

２地盤の地耐力：100kN/㎡以上
単位体積重量17kN/㎡
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Ｌ型擁壁　2.5SA

縮尺：1/50　単位：㎜

竪壁

背面前面

底版

上面

下面

18
0
0

D
1
3
@
2
5
0

D
1
3
@
2
5
0

D13@250 D16@125

D13@250

D13@250

D
1
6
@
1
2
5

D
1
3
@
2
5
0

2
5
0
0

D13@250

粘着力0kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件
１背面土：砂質土

　　　　　　 内部摩擦角25°

２地盤の地耐力：100kN/㎡以上
単位体積重量17kN/㎡
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Ｌ型擁壁　3.0SA

縮尺：1/50　単位：㎜
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粘着力0kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件
１背面土：砂質土

　　 内部摩擦角25°

単位体積重量17kN/㎡
２地盤の地耐力：125kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　3.5SA

縮尺：1/60　単位：㎜
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粘着力0kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件
１背面土：砂質土

　　　　　　 内部摩擦角25°

単位体積重量17kN/㎡
２地盤の地耐力：145kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　4.0SA

縮尺：1/60　単位：㎜
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粘着力0kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件
１背面土：砂質土

　 内部摩擦角25°

単位体積重量17kN/㎡
２地盤の地耐力：175kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　4.5SA

縮尺：1/60　単位：㎜
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粘着力0kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件
１背面土：砂質土

 内部摩擦角25°

単位体積重量17kN/㎡
２地盤の地耐力：200kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　5.0SA

縮尺：1/70　単位：㎜
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粘着力0kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件
１背面土：砂質土

　　　　　　 内部摩擦角25°

単位体積重量17kN/㎡
２地盤の地耐力：205kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　1.5SB

縮尺：1/40　単位：㎜
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粘着力0kN/㎡

３地表面載荷重：10kN/㎡

５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件
１背面土：砂質土

単位体積重量1７kN/㎡

　 内部摩擦角25°

２地盤の地耐力：55kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　2.0SB

縮尺：1/40　単位：㎜
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６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件
１背面土：砂質土

単位体積重量1７kN/㎡

 内部摩擦角25°

２地盤の地耐力：80kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　2.5SB

縮尺：1/50　単位：㎜
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５コンクリートの設計基準強度：21N/m㎡以上
６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件
１背面土：砂質土

単位体積重量1７kN/㎡

 内部摩擦角25°

２地盤の地耐力：95kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　3.0SB

縮尺：1/50　単位：㎜
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６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件
１背面土：砂質土

単位体積重量1７kN/㎡

　　 内部摩擦角25°

２地盤の地耐力：105kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　3.5SB

縮尺：1/60　単位：㎜
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６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件
１背面土：砂質土

単位体積重量1７kN/㎡

　　　　　　 内部摩擦角25°

２地盤の地耐力：125kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　4.0SB

縮尺：1/60　単位：㎜
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６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件
１背面土：砂質土

単位体積重量1７kN/㎡

 内部摩擦角25°

２地盤の地耐力：145kN/㎡以上
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Ｌ型擁壁　4.5SB

縮尺：1/60　単位：㎜
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６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件
１背面土：砂質土

単位体積重量1７kN/㎡

　　　　　　 内部摩擦角25°

２地盤の地耐力：165kN/㎡以上

124



Ｌ型擁壁　5.0SB

縮尺：1/70　単位：㎜
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６鉄筋：SD295使用
７鉄筋の被り：60㎜

４フェンス荷重(天端＋H1.1m：水平力1kN/m)

設計条件
１背面土：砂質土

単位体積重量1７kN/㎡

　　 内部摩擦角25°

２地盤の地耐力：180kN/㎡以上
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第３章 間知ブロック積み擁壁の標準図 
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第３章 間知ブロック積み擁壁の標準図 

１ 標準図の種類 

標準図は、次の「切土用」、「盛土用」の２種類とする。 

  本標準図による場合は、設置条件及び構造は全く同一のものとすること。 

    なお、標準図の組積みは、平積みで表現しているが、谷積みを基本とし、施工を行うこ

と。 

標準図リスト 

地上高さ 

（ｍ） 

前面 

法面勾配 

２．０ ３．０ ４．０ ５．０ 
５．０ 

土羽付 

切 

土 

用 

７５° 図‐C1 図‐C4 
   

７０° 図‐C2 図‐C5 図‐C7 
  

６５° 図‐C3 図‐C6 図‐C8 図‐C9 図‐C10 

盛 

土 

用 

７５° 図‐B1 図‐B4  
  

７０° 図‐B2 図‐B5 図‐B7 
  

６５° 図‐B3 図‐B6 図‐B8 図‐B9 
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２ 間知ブロック積み擁壁標準図の適用条件 

この間知ブロック積み擁壁標準図は次の条件を満たす場合に使用するものとする。 

 

（１）背面土 

擁壁の背面土は、原則として擁壁の天端で水平であること。また、背面土は、層

厚３０cm ごとに敷均し、入念に転圧すること。 

（２）基礎地盤 

基礎の許容支持力を得るために必要な基礎地盤の土質定数は、各標準図に示され

ている地耐力の値以上とする。なお、地盤の許容応力度の確認については、次のい

ずれかによること。 

① 設計時に地盤調査を行い確認する方法。（設置する擁壁の長期許容応力度が１

００kN/㎡以下のものは除く） 

② 許可後における平板載荷試験にて確認する方法。 

    

 上記方法にて、地盤の許容応力度が、設置する擁壁の長期許容応力度の値に満た

ない場合は、地盤改良等を施すこと。 

（３）間知ブロック 

①間知ブロックは、規格品（JIS A 5371）又は政令第１４条に基づく国土交通大臣

認定コンクリートブロック（練積用）とする。また、コンクリートブロック材は、

４週圧縮強度１８N/ mm2以上で、コンクリートの比重は２．３以上、かつ擁壁に

用いるコンクリートブロックの重量は壁面１㎡につき３５０kg 以上（ただしコン

クリートブロックのみを積み上げた状態）であることとする。 

②間知ブロック同士の目地幅は１ｃｍ以下とすること。 

（４）コンクリートの強度 

①基礎コンクリートは、４週圧縮強度１８N/ mm2以上とする 

②胴込めコンクリートは４週圧縮強度１８N/mm2（JIS A 5308）以上とする。 

（５）裏込め材 

裏込め材は排水性の良い栗石、砂利、砕石とする。 

（６）地表面載荷重 

    間知背面にかかる載荷重は、５ｋN/㎡以下とすること。（造成平面図及び土地利用

計画図に明示すること） 
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間知ブロック積み擁壁の標準構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※施工管理上、必要に応じて基礎砕石上部に捨てコンクリートを打設してもよい。 

 

 

本指針における、段数の数え方は以下のとおりとする。 

 

 

根
入

れ

基礎砕石

間知ブロック

水抜き穴（φ75）

止水コン（厚さ50㎜）

透水層

裏込めコンクリート

胴込めコンクリート

１段目

２段目

３段目
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図－Ｃ１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さ2m（切土）70°＜θ≦75°

地耐力：75kN／㎡以上、縮尺：1/20、単位：㎜
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図－Ｃ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さ2m（切土）65°＜θ≦70°

地耐力：75kN／㎡以上、縮尺：1/20、単位：㎜
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図－Ｃ３ 

 

 

高さ2m（切土）θ≦65°

地耐力：75kN／㎡以上、縮尺：1/20、単位：㎜
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図－Ｃ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さ3m（切土）70°＜θ≦75°
地耐力：75kN／㎡以上、縮尺：1/30、単位：㎜
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図－Ｃ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さ3m（切土）65°＜θ≦70°

地耐力：75kN／㎡以上、縮尺：1/30、単位：㎜
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図－Ｃ６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さ3m（切土）θ≦65°

地耐力：75kN／㎡以上、縮尺：1/30、単位：㎜
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図－Ｃ７ 
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図－Ｃ８ 

 

 

高さ4ｍ（切土）θ≦65°

地耐力：100kN／㎡以上、縮尺：1/30、単位：㎜
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図－Ｃ９ 

 

 

高さ5m（切土）θ≦65°
地耐力：125kN／㎡以上、縮尺：1/40、単位：㎜
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図－Ｃ１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗石・砂利又は砕石

水抜穴

内径：75㎜以上

材質：VP又は同等品

配置：3㎡に1か所以上

勾配：適当な勾配とする

フィルター等を取り付ける
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図－Ｂ１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さ2m（盛土）70°＜θ≦75°

地耐力：75kN/㎡以上、縮尺：1/20、単位：㎜
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図－Ｂ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗石・砂利又は砕石
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図－Ｂ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さ2m（盛土）θ≦65°

地耐力：75kN/㎡以上、縮尺1/20、単位：㎜
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水抜穴
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図－Ｂ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さ3m（盛土）70°＜θ≦75°

地耐力：75kN/㎡、縮尺：1/30、単位：㎜

栗石・砂利又は砕石

水抜穴

内径：75㎜以上

材質：VP又は同等品

配置：3㎡に1か所以上

勾配：適当な勾配とする
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図－Ｂ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さ3m（盛土）65°＜θ≦70°
地耐力：75kN/㎡以上、縮尺：1/30、単位：㎜
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水抜穴
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図－Ｂ６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗石・砂利又は砕石

水抜穴

内径：75㎜以上

材質：VP又は同等品

配置：3㎡に1か所以上

勾配：適当な勾配とする

フィルター等を取り付ける

コンクリート打ち（厚さ50㎜）
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図－Ｂ７ 

 

 

高さ4m（盛土）65°＜θ≦70°
地耐力：100kN/㎡以上、縮尺：1/30、単位：㎜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗石・砂利又は砕石

水抜穴

内径：75㎜以上

材質：VP又は同等品

配置：3㎡に1か所以上
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図－Ｂ８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗石・砂利又は砕石

水抜穴

内径：75㎜以上

材質：VP又は同等品

配置：3㎡に1か所以上

勾配：適当な勾配とする
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図－Ｂ９ 

 

 

高さ5m（盛土）θ≦65°

地耐力：125kN/㎡以上、縮尺：1/50、単位：㎜
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗石・砂利又は砕石

水抜穴

内径：75㎜以上
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第３編 許可申請の手続 
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第１章 宅地造成に関する工事の手続概要 
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第１章 宅地造成に関する工事の手続概要 

１ 手続フロー 

宅地造成に関する工事の手続の流れは、以下のとおりとなる。 

     その都度、千葉市都市局建築部宅地課及び関係各課に確認し、手続を進めていくこと。 

 

申 請 者 （ 造 成 主 ） 

申請書提出 受 付 

形式審査 

＊中間検査を受けていな
いと検査済証を交付でき
ない場合があります。 

補正・必要書類作成 

提 出 

未提出 

到 達 

到 達 

工事着手届提出 

中間検査 

是 正 

工事完了 

完了検査 
申請書提出 

是 正 

監督処分 

到 達 

不許可通知 許可通知 

受 付 

工事着手 

受 付 

是正指導 

検査済証交付 

 審査結果の表示 

内容審査 

標

準

処

理

期

間

20

日 

ＮＯ 

ＯＫ 

ＮＯ 
ＮＯ 

ＯＫ 

ＮＯ 

ＯＫ 

図書及び 
現場検査 

図書及び 
現場検査 

聴聞または弁明

の機会の付与 

ＮＯ 

ＯＫ 

千 葉 市 （ 宅 地 課 ） 

処分 

ＯＫ 

事前相談カード提出 受 付 

審査及び 
現場調査 

関係各課との協議 

建築確認申請等 
許可不要 

許可要 

休日及び補正等の期間は、標

準処理期間に含みません。 
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第２章 宅地造成に関する工事の許可の手続 
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第２章 宅地造成に関する工事の許可の手続 

１ 事前協議 

  宅地造成工事規制区域内において造成工事を行う場合については、手続の迅速化を図

るため、事前相談カードに位置図、現況図及び計画平面図等を添付し、あらかじめ千葉

市都市局建築部宅地課技術審査班と事前に協議を行い、宅地造成に関する工事の許可を

要するか否かの判断を受けること。 

  また、宅地造成工事規制区域外であっても、開発行為に関する工事の許可において行

う造成計画によっては、宅地造成等規制法第９条の規定に適合していることの確認を要

するため、事前に協議を行うこと。 

 

２ 許可申請前の関係各課との協議 

  許可を要する造成工事は、当該工事の内容に応じて、関係各課と協議し、手続を完了

させておくこと。 

表３－１－１ 協議事項と関係各課 

協議事項 関係課 

道路法に関すること 建設局土木部土木管理課 

各区土木事務所 

道路・水路等境界確定図に関すること 建設局土木部路政課 

道路の位置の指定に関すること 都市局建築部建築指導課 

排水接続に関すること 建設局下水道管理部下水道維持課 

各区土木事務所 

急傾斜地崩壊危険区域に関すること 千葉県県土整備部河川環境課、都市河川課 

土砂災害警戒区域等に関すること 総務局危機管理課 

千葉県千葉土木事務所 

（千葉県県土整備部河川環境課） 

農地転用に関すること 農業委員会事務局農地審査班 

埋蔵文化財に関すること 教育委員会事務局生涯学習部文化財課埋蔵文化

財調査センター 

墓地・埋葬等に関すること 保健福祉局健康部生活衛生課 

森林法に関すること 千葉県農林水産部森林課 

工事中の騒音、振動に関すること 環境局環境保全部環境規制課 
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３ 許可申請の手続（法第８条、省令第４条各項、細則） 

許可申請は「宅地造成に関する工事の許可申請書」（様式第二、記入例あり）に関係

資料（「別添：申請書類一覧」参照）を添付し、審査手数料（「別添：申請手数料一覧」

参照）を添えて申請すること。（正副２部） 

 

申請書類一覧（書類編） 

書類名 明示すべき事項 内  容 備  考 

図書目次 申請書類の目次  ・Ａ４判・様式自由 

許可申請書（正・副） 記載例参照 
 ・省令第４条第１項 

・様式第二 

委任状 

・日付 

・委任者及び受任者の住所、氏名、

押印 

・委任する場所 

・委任する内容（許可申請から検査

済証の受領までとする。） 

 ・Ａ４判・様式自由 

・申請者と申請の手続等を行う者

が異なる場合。 

 

土地全部事項証明

書 
 

 ・細則第３条第１号 

・申請区域内の地番全てを添付。

（原本であること。） 

・隣接同意が必要となる造成をす

る場合は、隣接地の土地全部事

項証明書も必要。 

・必要のある場合は、建物全部事

項証明（日付は申請日から３か

月以内） 

工事施行同意書 

・日付 

・造成主の住所及び氏名 

・土地所有者の住所及び氏名 

・隣地所有者の住所及び氏名 

・同意の内容 

・計画地の所在（地番）、面積、同

意年月日、同意者の印 

 

・細則第３条第３号 

・造成主以外の土地所有者。 

隣接同意書  

・隣地との高低差（２ｍを超える

）。 

・盛土による北側隣地との高低差

（１ｍを超える）。 

設計者の資格を証

する書類 

政令第１７条各号の資格を証する

もの 

 ・政令第１６条に規定する工事。 

・細則第３条第２号 

・様式第３号 

・資格を証する書類の添付。 

公共施設管理者の

許可等関係書類 
 

造成区域に公共施設を含

む場合で、管理者の許可等

が必要な場合 

・工事許可書・占用許可書等の写

しを添付。 

道路・水路等境界確

定図 
申請区域と接する部分 

 ・造成の発生する部分が接してい

る場合。 

他法令の許可等の

写し 
 

 ・造成に関し他法令等により規制

がある場合、原則として事前に

許可、認可等を受け、写しを添

付。 
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申請書類一覧（図面編） 

書 類 名 明示すべき事項 内  容 備  考 

位置図 
・方位、道路及び目標となる地物 

・申請区域の明示 
１/2500 

・省令第４条第１項 

・申請区域は赤色で明示のこと。 

・千葉市都市図。 

地形図 

（現況図） 

・方位 

・申請区域の明示 

・現況地盤高の表示 

・標高差２メートルの等高線の明示 

・申請区域及びその周辺の道路・河

川・水路・その他公共施設の位置、

形状及び状況の表示 

・既存の建築物及び擁壁等の明示 

１/500 以上 

・規則第４条第１項 

・申請区域は赤色で明示のこと。 

公図の写し 

・方位 

・申請区域の明示 

・公道は茶色、水路は水色、青地は

緑色の色分け。 

・調査年月日 

・隣接地の地番、地目、地積、所有 

者 

不動産登記法第１４条の

地図の写し 

1/500 

（1/600） 

・細則第３条第１号 

・申請区域は赤色で明示のこと 

・日付は申請日から３か月以内 

求積図 

・宅地の面積 

・切土又は盛土をする土地の部分の

面積 

1/500 以上 

・宅地平面図で求積しても可。 

宅地の平面図 

（造成計画平面図） 

・方位 

・凡例 

・申請区域の明示 

・申請区域及びその周辺の道路・河

川・水路・その他公共施設の位置、

形状及び状況の表示 

・計画地盤高及び現況地盤高の表示 

 （隣地の現況高も含む） 

・切土又は盛土の色分け 

・断面の位置を表示 

・排水施設の位置、種類、材料形状、

内法寸法、勾配の表示 

・法面の位置、勾配、高さの表示 

・盛土の施工方法を記載 

・擁壁のタイプ、延長、高さを表示 

・義務擁壁と任意擁壁の区別 

・伸縮目地、コーナー補強の位置の

表示 

・展開図の称号符号を表示 

1/500 以上 

・省令第４条第１項 

・この図面は地形図（現況図）と

計画図の「重ね図」とすること。 

・宅地の境界線は赤色で明示のこ

と。 

・計画地盤高と現況地盤高の表示

は、明確に区別すること。 

・切土部分は黄色、盛土部分は赤

色で明示のこと。 

・断面線の位置と符号を明示のこ

と。 

・擁壁は展開図の照合符号を表示

のこと。 

（別途、擁壁配置図を作成し、そ

こで表示することも可。） 

宅地の断面図 

（造成計画断面図） 

・宅地の平面図（造成計画平面図）

で示した位置を断面図として作

成 

・計画地盤高及び現況地盤高の表示 

・切土又は盛土の色分け 

・盛土の施工方法を記載 

・段切りの表示 

・擁壁のタイプ、高さを表示 

・法面の位置、勾配、高さの表示 

・二段擁壁の検討 

・斜面上の擁壁の検討 

1/500 以上 

・省令第４条第１項 

・この図面は地形図（現況図）と

計画図の「重ね図」とすること。 

・切土部分は黄色、盛土部分は赤

色で明示のこと。 

・主要部分及び高低差の著しい箇

所について作成のこと。 

・二段擁壁及び斜面上の擁壁の検

討は、不利な箇所で検討するこ

と。 

排水施設平面図 
・方位 

・凡例 
1/500 以上 

・省令第４条第１項 

・排水施設の位置を種類別に着色
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・申請区域の明示 

・排水施設の位置、種類、材料形状、

内法寸法、勾配の表示 

・水の流れの方向 

・吐口の位置及び放流先の名称 

すること。 

崖の断面図 

・計画地盤高及び現況地盤高の表示 

・切土又は盛土の色分け 

・法面の位置、形状、高さ及び勾配

の記載 

・法面保護の方法 

・土質状況等の明示 

1/50 以上 

・省令第４条第１項 

 

擁壁の断面図 

（擁壁構造図） 

・擁壁の種別 

・設計条件の明示 

・擁壁の高さ、躯体の厚さ、勾配、

必要根入れの明示 

・竪壁及び底版の配筋の明示 

・基礎砕石等の位置、材料、厚さの

明示 

・透水層の位置、材料、厚さの明示 

・水抜穴の位置、材料の明示 

・止水コンクリートの位置、材料、

厚さの明示 

・基礎地盤の土質、支持力の明示 

・地盤改良方法の明示 

1/50 以上 

・省令第４条第１項 

・指針に掲載されているタイプを

使用する場合は、複写で可 

・透水マットを使用する場合は施

工要領、カタログ、チェックリ

スト等を提出すること。 

・宅地の平面図の照合符号を表示

すること。 

擁壁の背面図 

（擁壁展開図） 

・造成計画平面図との照合符号 

・擁壁の高さ、根入れ、延長の記載 

・前面地盤線、背面地盤線 

・義務擁壁と任意擁壁の区別 

・水抜穴の位置、材料の明示 

・水抜穴の個数の計算（1箇所/3 ㎡） 

・伸縮目地の位置、材料の明示 

・支持地盤の土質 

・地盤改良等の明示 

1/50 以上 

・省令第４条第１項 

・宅地の平面図（若しくは擁壁配

置図）の照合符号を表示するこ

と。 

・縦横比＝１：１。 

・地質調査により得られたデータ

（地層想定図）を重ねること。 

擁壁の構造計算書 

・擁壁の概要 

・構造計画 

・安定計算 

・部材計算 

 ・省令第４条第２項 

・市型擁壁以外の擁壁を使用する

場合。 

崖面の安定計算書 

  ・省令第４条第３項 

・崖面を擁壁で覆わない場合は土

質試験に基づく安定計算を添

付すること。 

地質調査報告書 

・調査年月日 

・調査手法 

・調査責任者 

・調査位置・深度 

・地形、地質概要 

・地質構成、地下水位 

・地盤の強度算定書 

・室内土質配合試験結果 

 ・省令第４条第３項 

・敷地の地盤調査を行い地層断面

図を作成、土の諸性質を試験に

より求める。 

その他必要な書類 

・地盤改良検討書 

・改良体の配置図 

・土量計算書 

・流量計算書 

・大臣認定擁壁の認定書、カタログ

及び構造計算書 

・透水マットカタログ、施工要領及

びチェックリスト 
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４ 設計者の資格等（法第９条第２項、政令第１６条、第１７条各号、省令第

２３条） 

（１） 設計資格を要する工事（政令第１６条） 

次の工事を設計する場合は、政令第１７条に定める資格を有する者によらなけれ

ばなりません。 

① 高さが５ｍを超える擁壁の設置 

② 切土または盛土をする土地の面積が１,５００㎡を超える土地における排水施設

の設置 

（２） 設計者の資格（政令第１７条） 

設計者の資格は次のとおりです。 

① 学校教育法による大学（短期大学を除く。）又は旧大学令による大学において、

正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関

して２年以上の実務の経験を有する者であること。 

② 学校教育法による短期大学において、正規の土木又は建築に関する修行年限３

年の課程（夜間において授業を行う者を除く。）を修めて卒業した後、土木又は

建築の技術に関して３年以上の実務の経験を有する者であること。 

③ 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門

学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は

建築の技術に関して４年以上の実務の経験を有する者であること。 

④ 学校教育法による高等学校又は旧中学校令による中等学校において、正規の土

木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して７年

以上の実務の経験を有する者であること。 

⑤ 国土交通大臣が①～④に規定する者と同等以上の知識及び経験を有する者であ

ると認めた者であること。（省令第２３条） 

ア 土木又は建築の技術に関して１０年以上の実務経験を有する者で、国土交通

大臣の認定する講習を修了した者。 

イ 前号に掲げる者のほか国土交通大臣が、政令第１７条第１号から第４号まで

に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものであると認めたもの。 

A) 技術士（建設部門）、一級建築士 

B) 学校教育法による大学（短期大学を除く）の大学院若しくは専攻科又は旧

大学令による大学の大学院若しくは研究科に１年以上在学して土木又は建築

に関する事項を専攻した後、土木又は建築の技術に関して１年以上の実務の

経験を有する者。 

※「実務経験」とは、土木工事又は建築工事の設計又は工事監理に従事した経験をい

います。 

 

 



 

 159 

（３） 資格を証する書類 

資格を証するため「宅地造成に関する工事設計者の資格申告書」（様式第３号）

に次の書類を添付すること。 

設計者の資格 添付書類 

①～④ ・卒業証明書 

⑤ 

ア ・講習修了証の写し 

イ A） ・技術士合格証の写し 

・一級建築士免許証の写し 

イ B） ・卒業証明書 

 

５ 許可又は不許可の通知（法第１０条、省令第２４条） 

審査の結果、法第９条に規定されている技術的基準に適合していると認められた場合

は申請書の副本の許可通知欄にその旨を記入して通知するので、造成主（委任されてい

る場合は、委任者）は、受領用の印鑑を持参し、許可通知書を受領すること。 

なお、不許可の場合は理由を付して通知する。 

 

６ 工事計画の変更許可（法第１２条） 

許可を受けた後、当該工事の計画を変更しようとするときは、「宅地造成に関する工

事の計画の変更許可申請書」（様式第７号）及び関係資料（細則第７条第２項）（正副

２部）を提出して、市長の許可を受けること。 

 

７ 軽微な変更（法第１２条第 1項ただし書き、省令第２６条） 

省令第２６条で規定する軽微な変更に当たる場合は「宅地造成工事計画変更届」（様

式第８号）を提出すること。 

（１）造成主、設計者又は工事施行者の変更 

（２）工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 
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８ 申請手数料（千葉市建築関係手数料条例第２条 別表 46、46 の 2） 

（１） 切土又は盛土する土地の面積に応じ、次のとおり許可申請手数料が必要です。

なお、この手数料は千葉市の収入証紙を許可申請書に貼付してお支払いください。 

 

表４６                   Ｈ１２．４．１改正 

切土又は盛土をする土地の面積 手数料の額 

500 ㎡ 以内 12,000 円 

500 ㎡ 超える ～ 1,000 ㎡以内  21,000  

1,000 ㎡ 超える ～ 2,000 ㎡以内  31,000  

2,000 ㎡ 超える ～ 5,000 ㎡以内  47,000  

5,000 ㎡ 超える ～ 10,000 ㎡以内  67,000  

10,000 ㎡ 超える ～ 20,000 ㎡以内  110,000  

20,000 ㎡ 超える ～ 40,000 ㎡以内  170,000  

40,000 ㎡ 超える ～ 70,000 ㎡以内  250,000  

70,000 ㎡ 超える ～ 100,000 ㎡以内  340,000  

100,000 ㎡ 超えるもの 420,000  

 

（２） 法第１２条第１項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更許可申請

手数料は、次に掲げる額を合算した額となります。ただし、その額が 420,000 円

を超えるときは、420,000 円となります。 

① 宅地造成に関する工事の計画の変更(②のみに該当する場合を除く。)に

ついては、変更前の切土又は盛土をする土地の面積(②に規定する変更がな

い場合であって、切土又は盛土をする土地の縮小を伴うときにあっては、

縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ、表４６の項に規定する額

に 10 分の 1 を乗じて得た額 

② 切土又は盛土をする新たな土地に係る宅地造成に関する工事の計画の変

更については、当該切土又は盛土をする新たな土地の面積に応じ、表４６

の項に規定する額 

③ その他の変更 10,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 161 

９ 周辺崖の高さ 

申請区域内の外周に生じる崖の高さは２ｍ以下とし、申請区域の北側の部分に盛土が

ある場合は、盛土の高さを１ｍ以下とするよう努めてください。ただし、周囲の状況等

によりやむを得ないと認められた場合、又は、隣地所有者の同意が得られた場合は、こ

の限りではありません。 

（１） 申請区域周辺に高さが２ｍを超える崖が生ずる場合 

 

《申請地側が高い場合》 

 

・申請地の地盤面（ＦＨ）が隣地地盤面（Ｇ

Ｌ）より２ｍを超えて高くなる場合は、隣

地所有者の同意が必要です。 

 

 

 

《申請地側が低い場合》 

 

・申請地の地盤面（ＦＨ）が隣地地盤面（ＧＬ）

より２ｍを超えて低くなる場合は、隣地所有者の

同意が必要です。 

 

 

 

 

（２） 申請区域の北側部分（隣地の南側）の盛土であって、当該盛土をした土地の部

分に高さが１ｍを超える崖を生ずる場合は、隣地所有者の同意が必要です。 

 

 

１０ 工事施行同意（細則第３条第３号） 

造成主と申請区域内の土地の所有者が異なる場合は、宅地造成工事を行うことについ

て、当該土地所有者の同意が必要です。 
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第３章 工事施行に関する手続 
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第３章 工事施行に関する手続 

１ 近隣説明 

  造成主又は工事施行業者は、宅地造成に関する工事に着手する前に、工事を行う区域

の近隣住民等に対して、工事期間や工事時間、工事の内容等について説明を行うこと。 

  また、工事中に近隣住民等から意見等が寄せられた場合は、住民に対して誠意をもっ 

て対応すること。 

 

２ 工事着手届の提出（細則第５条） 

造成主又は工事施行業者は、工事の着手までに「宅地造成に関する工事着手届」（様

式第５号）を提出すること。 

 

・着手届（様式第５号）           １部 

・現場に設置した「標識」を撮影した写真    １部 

（設置位置及び記載内容がわかるように 

遠景、近景を撮影すること）    

・工程表                  １部 

 

３ 工事現場における許可の掲示（細則第１１条） 

造成主又は工事施行業者は、当該工事期間中、法第８条第１項の規定による許可のあ

った旨を標識（様式第１０号）によって当該工事現場の見やすい場所に掲示すること。 

  また、変更許可等により、看板の記載内容に変更が生じた場合は、変更があった箇所

を速やかに変更すること。 

 

４ 中間検査（法第１８条） 

造成主又は工事施行業者は、工事の施行状況を確認するため、各々の工事が表３－３

－１に示す検査項目に達したときは、中間検査を受けること。 

なお、中間検査を受けずに工事をした場合は、原則として「検査済証」は交付するこ

とができないので、注意すること。 
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表３－３－１ 中間検査事項（※義務設置擁壁に限る） 

工  種 検査項目 検査内容 

鉄筋コンクリート造擁壁 

床付け検査 

基礎砕石を敷く前の床付け地盤整正時に

検査。 

コーンペネトロメーター、平板載荷試験

等により確認。 

配筋検査 

底版、竪壁の各々配筋が終了した時点で

検査。 

各寸法、躯体厚、鉄筋径やピッチ等を確

認。 

間知石等練積み造擁壁 

床付け検査 

基礎砕石を敷く前の床付け地盤整正時に

検査。 

コーンペネトロメーター、平板載荷試験

等により確認。 

一石目の検査 

基礎を築造し、一石目を並べた状態にて

検査。 

基礎の形状、一石目の角度等を確認。 

大臣認定擁壁 

床付け検査 

基礎砕石を敷く前の床付け地盤整正時に

検査。 

コーンペネトロメーター、平板載荷試験

等により確認。 

配筋検査 

底版、竪壁の各々配筋が終了した時点で

検査。（竪壁は任意の段数で１回。） 

各寸法、躯体厚、鉄筋径やピッチ等を確

認。 

深層混合処理工法 打設前検査 

杭の位置を決め、柱状改良の１本目を打

設する時に検査。 

改良径、改良長、固化材の配合量等の確

認。 

浅層混合処理工法又は 

置換工法 

置換部分の底部の

床付け検査 

改良（置換）前に改良（置換）部分底部

の床付け面を検査。 

コーンペネトロメーター、平板載荷試験

等により確認。 

杭基礎 

打設前検査 

杭の位置を決め、杭基礎の１本目を打設

する時に検査。 

使用材料、杭径、杭長等の確認。 

打設完了検査 
施工完了時に、杭の配置、杭頭処理の検

査。 

その他  施工中に検査の必要が生じた場合。 
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５ 工事施行状況の記録の整備（細則第１５条） 

  造成主又は工事施行業者は、写真及びその他の資料にて施行状況及び構造物の出来形

を明確に確認できる書類を整備し、完了検査の前に提出すること。 

 （１）撮影要領 

① 構造物の写真撮影をする時は、布テープ・箱尺等の測定器具を用いて、構造物

の寸法が明確に読み取れるように磁石等を用いて表示すること。 

   ② 写真は同一部分で全体写真と局部的（布テープや箱尺等の数値が読める距離）

な写真を撮影すること。 

   ③ 写真の撮影にあたっては、原則として、次の項目を記載した小黒板を被写体等  

に写し込むこと。 

    ・工事名 

    ・工種等 

    ・側点位置 

    ・設計寸法 

    ・実測寸法 

    ・略図 

   ④ 写真撮影をした箇所が明示された平面図を添付すること。 

 

６ 工事写真等の整理方法 

  工事施行業者は、表３－３－２を参考に、工種、種別ごとの工事進捗順に写真及び報

告書等をまとめ、工事過程が容易に把握できるようにすること。 

  なお、中間検査を受けず、写真等においても、技術基準どおりに施行していることが

確認できない場合については、「検査済証」は交付できないので注意すること。 

 

表３－３－２ 写真管理に必要な事項 

工種 内容 備考 

全景 
・工事着手前の全景 

・工事完了後の全景 

比較対照できるように、ほ

ぼ同位置で撮影すること。 

鉄筋コンクリート造擁壁 

大臣認定擁壁 

・丁張、床掘 

・地耐力が確認できる資料 

・割栗石基礎、均しコンクリート

の厚さ 

・底版配筋 

・竪壁配筋 

・コーナー補強 

・かぶり厚さ（底版・竪壁） 

・躯体出来形寸法 

（底版厚、幅・竪壁厚、高さ） 

・止水コンクリート 

・透水層 

・背面土の埋戻し転圧（30cm ごと） 

・写真は、擁壁のタイプご

とに撮影すること。ただ

し、同タイプが連続する

場合は、目地間ごとに撮

影すること。 

・地耐力が確認できる資料

は、コーンペネトロメー

ターで確認した場合、写

真と換算表、平板載荷試

験で確認した場合、報告

書を添付すること。 
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・コンクリートの強度が確認でき

る資料（配合計画書(JIS 規格)・

圧縮強度試験結果） 

・大臣認定擁壁の製造工場がわか

る出荷証明 

間知石・間知ブロック練積

み造擁壁 

・丁張、床掘 

・地耐力が確認できる資料 

・割栗石基礎の厚さ 

・コンクリートの基礎寸法 

・裏込めコンクリートの厚さ 

 （２～３段ごと） 

・透水層の厚さ（２～３段ごと） 

・コーナー補強 

・止水コンクリート 

・背面土の埋戻し転圧（30cm ごと） 

・躯体出来形寸法、角度 

・コンクリートの強度が確認でき

る資料（配合計画書(JIS 規格)・

圧縮強度試験結果） 

・写真は、擁壁のタイプご

とに撮影すること。ただ

し、同タイプが連続する

場合は、目地間ごとに撮

影すること。 

・地耐力の確認は、コーン

ペネトロメーターで確

認した場合は、写真と換

算表、平板載荷試験で確

認した場合は、報告書を

提出。 

・透水層の厚さは、盛土タ

イプを使用する場合、特

に注意すること。また各

段ごとの必要寸法がわ

かる資料を併せて添付

すること。 

土工等 

・盛土の段切り施工、巻出し厚、

締め固め状況 

・法面保護工 

・表面排水工 

・透水管敷設工 

 

地盤改良工 

（杭工法も含む） 

・打ち込む改良体の頭出し 

・施工後の改良体の径、配置 

・トルク管理票 

・品質管理 

・使用材料（添加材）の納入書 

・圧縮試験結果 

改良体の配置は、スプレー

等を用いて、容易に把握で

きるようにすること。 

その他 

・災害状況及び被災規模 

・被害又は損害状況 

・透水マット出荷証明及びチェッ

ク済みリスト 

・盛土の使用材料についての報告

書 

・軟弱地盤の沈下についての報告

書 

・盛土の使用材料について 

の報告書は、円弧すべり

計算等で設定した数値

を確認できる報告書（単

位体積重量、内部摩擦角

等） 

・軟弱地盤の沈下について

の報告書は、軟弱地盤の

沈下を沈下計や変位計

で測定し、沈下の終了が

確認できる報告書 
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７ 完了検査の実施（法第１３条） 

工事完了後は、「宅地造成に関する工事の完了検査申請書」（様式第三）を提出し、

法第９条の技術的基準に適合しているかどうかを確認するため完了検査（法第１３条第

１項）を受けること。完了検査の結果、同基準に適合していると認められた場合は、法

第１３条第２項の規定に基づき検査済証を交付する。 

なお、防災上又は宅地の利用等により工事の部分検査（工区分け）も実施するので、

その際は早めに宅地課に相談すること。（細則第１３条） 

・工事の完了検査申請書（様式第三）          1 部 

・竣工図                                              1 部 

（宅地の平面図、排水施設の平面図及び擁壁の背面 

  図（展開図）に出来形寸法を赤で表示すること。） 

・工事記録写真（事前に提出している場合は省略）    1 部 

・その他各種試験結果報告書等                       1 部 

 （事前に提出している場合は省略） 

 

８ 工事の中止等（細則第９条） 

許可を受けた工事の中止若しくは中止した工事の再開又は工事の廃止が生じたときは、

直ちに、「宅地造成（中止・再開・廃止）届」（様式第９号）を提出してください。 

 

９ その他の届出（法第１５条） 

（１）（法第１５条第 1項）規制区域の指定の際、当該規制区域内において行われてい

る宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があった日から２１日以内に「届出

書」（様式第五）を提出してください。 

（２）（法第１５条第２項）規制区域内の宅地において、擁壁又は排水施設に関する工

事その他の工事で政令
※１

で定めるものを行おうとする者は、法第８条第１項及び法

第１２条第１項の許可を受けなければならない場合を除き、その工事に着手する日

の１４日前までに「届出書」（様式第六）を提出してください。 

※１（届出を要する工事）（令第１８条）高さが２ｍを超える擁壁又は雨水その

他の地表水を排除するための排水施設の全部又は一部の除去の工事 

（３）（法第１５条第３項）規制区域内において宅地以外の土地を宅地に転用した者は、

法第８条第１項の許可を受けなければならない場合を除き、その転用した日から１

４日以内に「届出書」（様式第七）を提出してください。 
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申 請 様 式 一 覧 

 

１ 様式第二   許可申請書の正本 

２ 許可申請書の記載例 

３ 様式第３号 「宅地造成に関する工事設計者の資格申告書」 

４ 様式第５号 「宅地造成に関する工事着手届」 

５ 様式第三  「宅地造成に関する工事の完了検査申請書」 

６ 様式第７号その１ 「正宅地造成に関する工事の計画の変更許可申請書」 

７ 変更許可申請書の記載例 

８ 様式第７号その２ 「副宅地造成に関する工事の計画の変更許可通知書」 

９ 様式第８号 「宅地造成工事計画変更届」 

１０ 様式第９号 「宅地造成（中止・再開・廃止）届」 

１１ 様式第 10 号 「宅地造成等規制法第８条第１項による許可済」の標識図 

１２ 様式第五  「届出書」 

１３ 様式第六  「届出書」 

１４ 様式第七  「届出書」 

１５ 「工事施行同意書」 

１６ 「隣接同意書」 

１７ 「事前相談カード」 
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様式第二 

正    宅地造成に関する工事の許可申請書 

宅地造成等規制法第８条第１項の規定による許可を申請します。 

年  月  日 

千 葉 市 長 様 

申請者 氏名             ○印 

※手数料欄 

１ 造 成 主 住 所 氏 名  

２ 設 計 者 住 所 氏 名  

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

４ 宅 地 の 所 在 及 び 地 番  

５ 宅 地 の 面 積 平方メートル 

６ 

 

工 

 

事 

 

の 

 

概 

 

要 

イ 切土又は盛土をする

土地の面積 

平方メートル 

ロ 切土又は盛土の土量 
切 土 立方メートル 

盛 土 立方メートル 

ハ 擁  壁 

番 号 構  造 高  さ 延  長 

  ｍ ｍ 

    

    

ニ 排水施設 

番 号 種  類 内のり寸法 延  長 

  cm ｍ 

    

    

ホ 崖面の保護方法  

ヘ 工事中の危害防止の

ための措置 

 

ト その他の措置  

チ 工事着手予定年月日 年   月   日 

リ 工事完了予定年月日 年   月   日 

ヌ 工程の概要  

７ その他必要な事項  

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※許可に当たって付した条件 ※ 許 可 番 号 欄 

 年 月 日   年  月  日 

第    号 千葉市指令  第   号 

係員印 係員印 

備  考 
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様式第二 

正    宅地造成に関する工事の許可申請書 

宅地造成等規制法第８条第１項の規定による許可を申請します。 

年  月  日 

千 葉 市 長 様 千葉市中央区千葉港１－１ 
申請者 氏名 千葉 太郎       ○印 

※手数料欄 

千葉市収入証紙

を別紙に添付す

ること 

１ 造 成 主 住 所 氏 名 千葉市中央区千葉港１－１  千葉 太郎  電話 XXX-XXX-XXXX 

２ 設 計 者 住 所 氏 名 千葉市中央区千葉港１－１ 千葉設計事務所 千葉一郎 電話 XXX-XXX-XXXX 

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名 千葉市中央区千葉港１－１ 千葉建設㈱ 代表取締役 千葉一郎 電話 XXX-XXX-X 

４ 宅 地 の 所 在 及 び 地 番 千葉市□□区□□町□□番地 ※原則すべての地番を記載すること（一部表記に注意） 
５ 宅 地 の 面 積 ※小数点３位以下切り捨て   ○○○○．○○ 平方メートル 

６ 

 

工 

 

事 

 

の 

 

概 

 

要 

イ 切土又は盛土をする

土地の面積 
※小数点３位以下切り捨て   ○○○○．○○ 平方メートル 

ロ 切土又は盛土の土量 
切 土 ※小数点以下切り捨て  ○○○ 立方メートル 
盛 土 ※小数点以下切り捨て  ○○○ 立方メートル 

※構造・躯体形状別に記入 

 

ハ 擁  壁 

 

※記入欄不足の場合は別紙 

番 号 構  造 高  さ 延  長 

１ ＲＣ擁壁 ○．○○～○．○○ ｍ ○○．○ ｍ 

２ 間知積み擁壁 ○．○○～○．○○ ○○．○ 

３ 大臣認定擁壁 ○．○○～○．○○ ○○．○ 

※ 雨水排水 

 

ニ 排水施設 
 

※記入欄不足の場合は別紙 

番 号 種  類 内のり寸法 延  長 

１ Ｕ字溝 ○×○ cm ○○．○ ｍ 

２ 集水桝 ○×○×○   ○箇所 

３ 塩ビ管 内径○○   ○．○ ｍ 

ホ 崖面の保護方法 
切土面については張芝  盛土面については筋芝 

※擁壁設置外法面の処理方法の記入 

ヘ 工事中の危害防止の

ための措置 

① 工事中は仮囲いを設け工事関係者以外の進入を制限する。 

② 仮排水施設を設け、土砂などの地区外への流出を防止する。 

③ 安全確保のため、警備員を配置する。 

ト その他の措置 騒音振動対策として低騒音・低振動型建設機械を使用する。 

チ 工事着手予定年月日 ○○年○月○○日 ※審査期間を考慮し、余裕を持って記載してください。 

リ 工事完了予定年月日 ○○年○月○○日 ※ヌ欄の合計日数と工事予定期間が合うように設定してください。 

ヌ 工程の概要 準備工○日、擁壁工○日、土工○日、片づけ○日、計○日 

７ その他必要な事項 （地目）  （目的）  （その他の手続き） 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※許可に当たって付した条件 ※ 許 可 番 号 欄 

 年 月 日   年  月  日 

第    号 千葉市指令  第   号 

係員印 係員印 

備  考 

記載例 
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  様式第３号 

宅地造成に関する工事設計者の資格申告書 

年  月  日 

（あて先） 千葉市長 

住 所 
申告者 

氏 名              （※） 

（※）申告者（法人にあってはその代表者）が自署しない場合は、記名押印すること。 

次のとおり設計者の資格について申告します。 

１ 設計者の氏名及

び生年月日 

ふりがな                     ＿ 

㊞       年  月  日生 

２ 最 終 学 歴 

（学校名）     （学部名）    （学科名） 

卒業 

年  月                     中退 

３ 現 住 所 等 

 

４ 資格免許等 
 

５ 

実 

務 

経 

験 

歴 

（１） 

職 

務 

経 

歴 

会社又は事務所名 職務内容 期 間 年数 年数計 

   年
 

年
 

     

     

     

（2） 

工 

事 

お 

よ 

び 

設 

計 

経 

歴 

工事名 工事発注者 工事施行場所 工事面積 実務内容 期 間 

      

      

      

      

      

備考 １ 申告者は、設計者が法人の従業員である場合は、当該法人とし、その他の場合は、設計者自 

身とする。 

２ ２及び４欄については、それぞれ当該申告事項を証する書類を添付すること。 

３ ５欄については、市長が必要と認めるときは、当該申告事項を証する書類を添付すること。 
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様式第５号 

宅地造成に関する工事着手届 

年  月  日 

 

（あて先） 千 葉 市 長 

住 所 
造 成 主 

氏 名              （※） 

 

住 所 
工事施行者 

氏 名              （※） 

  （※）届出者（法人にあってはその代表者）が自署しない場合は、記名押印すること。 

 

千葉市宅地造成等規制法施行細則第５条の規定により次のとおり届け出ます。 

 

記 

許可番号・許可年月日 千葉市指令    第     号・   年  月  日 

宅地の所在及び地番 

 

工 事 着 手 年 月 日 年   月   日 

工事完了予定年月日 年   月   日 

現 場 管 理 者 

 

氏 名 

連絡先           電話番号    （   ） 

              電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ       ＠ 

                        

工事施行者または 

工事施行者の定めた者 
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様式第三 

 

 

宅地造成に関する工事の完了検査申請書 
 

宅地造成等規制法第１３条第１項の規定による検査を申請します。 

 

  

 

 

 

 

 

※受 付 欄 

年 月 日 

第   号 

 

年   月   日 

 

 

千 葉 市 長 様 

造成主 住 所 

氏 名          ○印 

 

１ 工事完了年月日 年   月   日 

２ 許 可 番 号 千葉市指令    第     号 

３ 許 可 年 月 日 年   月   日 

４ 工事をした土地の所在

及び地番 

 

５ 工事施行者住所氏名 

 

６ 備 考 

 

 

 

〔注意〕 ※印のある欄は記入しないでください。 

 

 

 

 



 

175 

様式第７号 

その１ 

正 宅地造成に関する工事の計画の変更許可申請書  

宅地造成等規制法第１２条第１項の規定による許可を申請します。 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長  

※手数料欄 

 

 

申請者 氏名                （＊）   
（＊）申請者（法人にあってはその代表者）が自署しない場合は、記名押印すること。   

１ 造 成 主 住 所 氏 名  

２ 設 計 者 住 所 氏 名  

３ 工事施行者住所氏名  

４ 宅地の所在及び地番  

５ 宅 地 の 面 積 平方メートル 

 

 

 

６ 

 

 

工 

 

 

事 

 

 

の 

 

 

概 

 

 

要 

イ 切土又は盛土を

する土地の面積 
平方メートル 

ロ 
切土又は盛土の

土量 

切土 立方メートル 

盛土 立方メートル 

ハ 擁   壁 

番号 構  造 高  さ 延  長 

  メートル メートル 

    

    

ニ 排 水 施 設 

番号 種  類 内のり寸法 延  長 

  センチメートル メートル 

    

    

ホ がけ面の保護の

方法 

 

ヘ 工事中の危害防

止のための措置 

 

ト そ の 他 の 措 置  

チ 工事着手予定年月日  

リ 工事完了予定年月日  

ヌ 工 程 の 概 要  

７ 宅地造成に関する工事の許可番号        年  月  日  千葉市指令  第   号 

８ 変更の理由  

９ その他必要な事項  

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※変更許可に当たって付した条件 ※変更許可番号  

年  月  日 

  

年  月  日 

第     号 千葉市指令  第   号 

係員印 係員印 

[注意] 
１ ※印のある欄は記入しないでください。 
２ ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合には、○印を付し、かつ、資格を有することを証明するに足る資料を本申請

書に添付してください。 
３ ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 
４ ４欄、５欄及び６欄は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載してください。 
５ ９欄は、宅地造成に関する工事の計画の変更に伴い、他の法令による許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況

を記入してください。 
６ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。 
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様式第７号 

その１ 

正 宅地造成に関する工事の計画の変更許可申請書  

宅地造成等規制法第１２条第１項の規定による許可を申請します。 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長  

※手数料欄 

 
千葉市収入証紙

を別紙に添付す

ること 
申請者 氏名 千葉 太郎          （＊） 

（＊）申請者（法人にあってはその代表者）が自署しない場合は、記名押印すること。 

１ 造 成 主 住 所 氏 名 千葉市中央区千葉港１－１  千葉 太郎  電話 XXX-XXX-XXXX 

２ 設 計 者 住 所 氏 名 千葉市中央区千葉港１－１ 千葉設計事務所 千葉一郎 電話 XXX-XXX-XXXX 

３ 工事施行者住所氏名 千葉市中央区千葉港１－１ 千葉建設㈱ 代表取締役 千葉一郎 電話 XXX-XXX-X 

４ 宅地の所在及び地番 千葉市□□区□□町□□番地 ※原則すべての地番を記載すること（一部表記に注意） 

５ 宅 地 の 面 積       ○○○．○○平方メートル 

 

 

 

６ 

 

 

工 

 

 

事 

 

 

の 

 

 

概 

 

 

要 

イ 切土又は盛土を

する土地の面積 
（変更前）○○○．○○ （変更後）×××．××平方メートル 

ロ 
切土又は盛土の

土量 

切土 ○○○．○○立方メートル 

盛土 （変更前）○○○．○○ （変更後）×××．××立方メートル 

ハ 擁   壁 

番号 構  造 高  さ 延  長 

１ ＲＣ擁壁 ○．○○～○．○○ ｍ ○○．○ｍ 

２ 
(変更前)間知積み擁壁 

(変更後) ＲＣ擁壁 

○．○○～○．○○ ｍ 
×．××～×．××ｍ 

○○．○ｍ 

××．×ｍ 

３ 大臣認定擁壁 ○．○○～○．○○ ｍ ○○．○ｍ 

ニ 排 水 施 設 

番号 種  類 内のり寸法 延  長 

１ Ｕ字溝 ○×○ cm ○○．○ ｍ 

２ 
集水桝 ○×○×○ （変更前）○箇所 

（変更後）×箇所 

３ 塩ビ管 内径○○ ○．○ ｍ 

ホ がけ面の保護の

方法 
変更なし 

ヘ 工事中の危害防

止のための措置 
変更なし 

ト そ の 他 の 措 置 変更なし 

チ 工事着手予定年月日 ○○年○月○○日  

リ 工事完了予定年月日 （変更前）  ○○年○月○○日（変更後）  ○○年○月○○日 

ヌ 工 程 の 概 要 変更なし 

７ 宅地造成に関する工事の許可番号    ○○ 年 △月○○日  千葉市指令  第○○○号 

８ 変更の理由 （具体的に記載すること） 

９ その他必要な事項 変更なし 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※変更許可に当たって付した条件 ※変更許可番号  

年  月  日  

 

年  月  日 

第     号 千葉市指令  第   号 

係員印 係員印 

[注意] 
１ ※印のある欄は記入しないでください。 
２ ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合には、○印を付し、かつ、資格を有することを証明するに足る資料を本申請

書に添付してください。 
３ ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 
４ ４欄、５欄及び６欄は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載してください。 
５ ９欄は、宅地造成に関する工事の計画の変更に伴い、他の法令による許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況

を記入してください。 
６ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

 

申請者及び１～6 ニまでは、変更がない場合でも当初許可申

請のとおりに記載してください。 
変更がある場合は、対比させて記載してください。 
そのほか、変更のないところは「変更なし」若しくは当初許可ど

おりに記載してください。 

記載例 
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その２ 

副 宅地造成に関する工事の計画の変更許可通知書  

※

許

可

通

知

欄 

本書及び添付図書に記載の宅地造成に関する工事については、下記の条件を付して

許可しましたので、千葉市宅地造成等規制法施行細則第８条の２の規定により通知し

ます。 

変更許可番号 千葉市指令  第   号 

年  月  日 
 千葉市長 □印  

条 件  

１ 造 成 主 住 所 氏 名  

２ 設 計 者 住 所 氏 名  

３ 工事施行者住所氏名  

４ 宅地の所在及び地番  

５ 宅 地 の 面 積 平方メートル 

 

 

 

６ 

 

 

工 

 

 

事 

 

 

の 

 

 

概 

 

 

要 

イ 切土又は盛土を

する土地の面積 
平方メートル 

ロ 
切土又は盛土の

土量 

切土 立方メートル 

盛土 立方メートル 

ハ 擁   壁 

番号 構  造 高  さ 延  長 

  メートル メートル 

    

    

ニ 排 水 施 設 

番号 種  類 内のり寸法 延  長 

  センチメートル メートル 

    

    

ホ がけ面の保護の

方法 

 

ヘ 工事中の危害防

止のための措置 

 

ト そ の 他 の 措 置  

チ 工事着手予定年月日  

リ 工事完了予定年月日  

ヌ 工 程 の 概 要  

７ 宅地造成に関する工事の許可番号        年  月  日  千葉市指令  第   号 

８ 変更の理由  

９ その他必要な事項  

[注意] 

１ ※印のある欄は記入しないでください。 

２ ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合には、○印を付し、か

つ、資格を有することを証明するに足る資料を本申請書に添付してください。 

３ ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

４ ４欄、５欄及び６欄は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載してください。 

５ ９欄は、宅地造成に関する工事の計画の変更に伴い、他の法令による許可、認可等を要する場

合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。 

６ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記入してく

ださい。 
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様式第８号 
 

宅 地 造 成 工 事 計 画 変 更 届 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長 

 

 住所  

氏名 （＊） 

連絡先電話番号 

連絡先電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      

                 ＠ 

 

（＊）届出者（法人にあってはその代表者）が自署しない場合は、記名押印すること。 

宅地造成に関する工事の計画を変更したので、次のとおり届け出ます。 

１ 許可番号・許可年月日 千葉市指令   第   号     年   月   日 

２ 宅 地 の 所 在 及 び 地 番 
 

３

変

更

内

容 

（区分） 
変

更

前 

住所 
 

造 成 主 
  

住所変更 氏名 
 

   

設 計 者 
   

氏名変更 変

更

後 

住所 
 

   

工事施行者 
   

変  更 氏名 
 

  

工  期 

変 更 前 ～ 

変 更 後 ～ 

４ 変 更 の 理 由 
 

※ 受        付 
 

※ 

処 

 

理 

 

(注)１ ※印のある欄は、記入しないでください。 

   ２ ３欄の区分は、該当するものを○で囲んでください。 

   ３ 設計者の変更においては、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合は、資格を

有することを証明するに足る資料をこの変更届に添付してください。 
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様式第９号 

宅地造成（中止・再開・廃止）届 

年  月  日 

（あて先） 千 葉 市 長 

住 所 

氏 名             （＊） 

連絡先電話番号 

連絡先電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      

                                    ＠ 

（＊）届出者（法人にあってはその代表者）が自署しない場合は、記名押印すること。 

千葉市宅地造成等規制法施行細則第９条第 1項の規定により、次のとおり届け出ます。 

１ 許可番号・許可年月日 千葉市指令    第    号・   年   月   日 

２ 宅地の所在及び地番 

 

３ 届 出 の 別 中 止 ・ 再 開 ・ 廃 止 

４ 中止、再開又は廃止す

る理由 

 

※ 受 付 
 

※ 

処 

 

理 

 

（注） １ ※印のある欄は、記入しないでください。 

２ ３欄は、該当するものを○で囲んでください。 
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様式第１０号 

 

 

 

 

   

 

 

宅地造成等規制法第８条第１項による許可済 

１ 許可番号・許可年月日 千葉市指令    第   号・   年  月  日 

２ 造 成 主 

住 所 
 

氏 名 
 

３ 工 事 施 行 者 

住 所  

氏 名  

４ 宅地の所在及び地番 
 

５ 造 成 区 域 の 面 積 
 

６ 工 事 期 間 年  月  日～   年  月  日 

現場管理者 

７ 工事施行者又は工事施行

者の定めた者 

氏 名  

連絡先 電話 

８０センチメートル以上 

60
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上 

60
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上 
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様式第五 

 

① 

 

届  出  書 
 

 

 

   年   月   日 

千葉市長          様 

 

 

 

造成主 住 所 

氏 名            ○印  

 

 

 

宅地造成等規制法第１５条第１項の規定により，下記の工事について届け出ます。 

 

 

 

記 

 
 

１ 工事をしている土地の所

在及び地番 

 

２ 工事をしている土地の面

積 
平方メートル 

３ 工 事 着 手 年 月 日 年   月   日 

４ 工事完了予定年月日 年   月   日 

５ 工 事 の 進 捗 状 況 
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様式第六 

 

② 

 

届  出  書 
 

 

 

   年   月   日 

千葉市長          様 

 

 

 

届出者 住 所 

氏 名            ○印  

 

 

 

宅地造成等規制法第１５条第２項の規定により，下記の工事について届け出ます。 

 

 

 

記 

 

１ 工事が行われる土地の所

在及び地番 

 

２ 行おうとする工事の種類

及び内容 

 

３ 工事着手予定年月日 年   月   日 

４ 工事完了予定年月日 年   月   日 
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様式第七 

 

③ 

 

届  出  書 
 

 

 

   年   月   日 

千葉市長          様 

 

 

 

届出者 住 所 

氏 名            ○印  

 

 

 

宅地造成等規制法第１５条第３項の規定により，下記のとおり届け出ます。 

 

 

 

記 
 

１ 転用した土地の所在及び

地番 

 

２ 転用した土地の面積 

平方メートル 

３ 転 用 前 の 用 途  

４ 転 用 後 の 用 途  

５ 転 用 年 月 日 年  月  日 
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工 事 施 行 同 意 書 

 

   年   月   日 

 

千葉市長          様 

 

住 所 

造成主 

氏 名 

 

千葉市     区                    において行う宅地造成工事に関して，次のと

おり権利者の同意を得ましたので提出します。 

同 意 書 

私が所有する次の土地について，造成主が申請書のとおり宅地造成工事を行うことに同意し

ます。 

 

所在及び地番 ※１ 面 積 同意年月日 同意者の住所・氏名 ※２ 印 

 

    

 

    

     

     

     

 

※１ 一筆ごとに記入してください。 

※２ 同意者が自署してください。 
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隣 接 同 意 書 

 

   年   月   日 

 

 

住 所 

造成主 

氏 名          様 

 

住 所 

同意者 

氏 名            ○印  

（同意者が自署してください。） 

 

 

造成主が行う宅地造成工事において，私の所有する土地の隣地に申請書のとおり崖が生じることにつ

いて，下記のとおり同意します。 

 

 

記 
 

 

造成地の所在及び地番  

崖 の 地 上 高 さ メートル 

所 有 地 の 所 在 及 び 地 番 
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事前相談カード 
        年  月  日  曜日 

※太枠内を記入願います。                  （ゼンリン地図 Ｐ  －  －  ） 

計画地 千葉市    区                    （宅造規制区域 内・外） 

計画地の面積 平方メートル 

依頼主（事業者）                           TEL     (     ) 

来庁者（設計者）                           TEL     (     ) 

事業の目的 
□建築物の建築(戸建住宅   戸・共同住宅・非住居)  □駐車場  

□資材置き場  □その他（                 ） 

相談内容 

□開発行為に関すること    （                    ） 

□宅地造成等規制法に関すること（                    ） 

□既存擁壁に関すること    （                    ） 

□その他（                               ） 

 

～処理欄～ 
【開発・宅造】 現地調査日：    年  月  日  曜日 

（開発・宅造）の許可（要・不要）と判断する。 
＜許可を要することとなった理由＞ 

□（切土 2m・盛土 1m・切盛併せて 2m）を超える崖が生じるため。  □50cm 以上の切土又は盛土をする面積が 500 ㎡を超えるため。 

＜土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等について＞ 

急傾斜地(傾斜度が 30 度以上、高さが 5m 以上(5m 以上の擁壁も含む。))の有無  □該当あり。(関係部局と協議要) □該当なし。 

＜備考＞ 
 

 

【既存擁壁】 現地調査日：    年  月  日  曜日 

書類調査及び現地調査の結果、検査済み擁壁として（判断する・判断できない）。 
＜検査済み擁壁として判断できない理由＞ 

□増積み若しくは張出擁壁となっており、擁壁に必要以上の負荷をかけている。  □その他（                      ） 

＜備考＞ 
 

 

【その他】現地調査日：    年  月  日  曜日 

＜備考＞ 
 

 

 

 

            連絡事項 ：      年  月  日  曜日 （TEL・窓口）にて回答 

～添付資料～ 

【共通事項】 

□位置図（計画地の区域を明示すること。） 

【開発・宅造】 

□造成計画平面図（現況高及び計画高（重ね図）を明示し、切土部分は黄色、盛土部分を赤色で着色すること。） 

□造成計画断面図（高低差が一番大きいところで作成すること。その他、造成計画平面図と同様。） 

□求積図（計画地の面積が５００㎡を超える場合。計画地の求積図と造成範囲の求積図を添付すること。） 

□土地登記簿謄本（必要に応じて。要約書可。） 

□公図の写し（必要に応じて。コピー可） 

□その他（建物平面・立面図、現地写真等） 

【既存擁壁】 

□現地写真（近景と遠景で撮影し、既存擁壁の状態が容易に確認できるようにすること。） 

課長 担当課長 補佐 主査 担当 
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宅地の保全等について 

 宅地造成工事規制区域内における宅地の保全等について、参考として述べる。 

 

１ 宅地の維持管理 

  宅地造成工事規制区域内の宅地の土地所有者等は、許可を取得した擁壁であるか否か

に関わらず、災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持すること。（法第

１６条） 

  なお、維持管理が行われない宅地であって、災害のおそれがあると認められるときは、

市長は、当該宅地の土地所有者等、造成主又は工事施行者に対して、災害の防止のため

の必要な措置をとるよう勧告することができる。（法第１６条第２項） 

 

２ 不適合擁壁 

  法の許可を得て検査済証を取得した擁壁であっても、次のような行為をした場合は、

法の技術基準に適合しないものとなるため、検査済証の効力を失うものとして扱う。 

（１）増積み擁壁 

擁壁の上部にブロック等を積み、その部分に土圧が生じているもの。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 増積み擁壁のイメージ図（我が家のチェックシート（案）から引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排水溝 

埋土 
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（２）二段擁壁（第１編第６章１２（３）の検討を行っていないもの） 

    下部擁壁に対して、上部擁壁の荷重がかかっているもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二段擁壁のイメージ図（我が家のチェックシート（案）から引用） 

 

 （３）張出し床版付擁壁 

    張出し床版の支柱を擁壁の天端や基礎に据え、想定外の荷重をかけているもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

張出し床版付擁壁イメージ図（我が家のチェックシート（案）から引用） 

 

３ 擁壁の状態確認 

  擁壁は、時間の経過とともに老朽化したり、雨や地震によりひびが入ったり、傾いた

りするが、その危険度の程度は市民の方が容易に判断するのは困難です。専門家等に依

頼し、詳細な調査をしてもらうよう努めてください。 

  また、おおまかな危険度のチェックができるよう、国土交通省から『我が家の擁壁チ

ェックシート（案）』（http://www.mlit.go.jp/crd/web/jogen/check.htm）がインター

ネットよりダウンロードできますので、ご自分の住宅地の擁壁の安全性について、関心

を持っていただき、宅地の保全等に努めてください。 

排水溝 

排水溝 
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関係法令等 
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宅地造成等規制法 抄 

（昭和３６年１１月７日法律第１９１号） 

終改正：平成２６年５月３０日法律第４２号 

 

 第１章 総則（第１条・第２条）  

 第２章 宅地造成工事規制区域（第３条～第７条）  

 第３章 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事等の規制（第８条～第１９条）  

 第４章 造成宅地防災区域（第２０条）  

 第５章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置（第２１条～第２３条）  

 第６章 雑則（第２４条・第２５条）  

 第７章 罰則（第２６条～第３０条）  

 附則  

   第１章 総則  

（目的）  

第１条 この法律は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の

生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  

一 宅地 農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供され

ている土地以外の土地をいう。  

二 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの（宅地を

宅地以外の土地にするために行うものを除く。）をいう。  

三 災害 崖崩れ又は土砂の流出による災害をいう。  

四 設計 その者の責任において、設計図書（宅地造成に関する工事を実施するために必要な図面（現寸図その他これ

に類するものを除く。）及び仕様書をいう。）を作成することをいう。  

五 造成主 宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。  

六 工事施行者 宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。  

七 造成宅地 宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう。  

   第２章 宅地造成工事規制区域  

（宅地造成工事規制区域）  

第３条 都道府県知事（地方自治法 （昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項 の指定都市（以下「指定都市」

という。）又は同法第２５２条の２２第１項 の中核市（以下「中核市」という。）の区域内の土地については、それぞ

れ指定都市又は中核市の長。第２４条を除き、以下同じ。）は、この法律の目的を達成するために必要があると認める

ときは、関係市町村長（特別区の長を含む。以下同じ。）の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大き

い市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、

宅地造成工事規制区域として指定することができる。  

２ 前項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な 小限度のものでなければならない。  

３ 都道府県知事は、第１項の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該宅地造成工事規制区域を公示

するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。  

４ 第１項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。  

（測量又は調査のための土地の立入り）  

第４条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に

立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入る

ことができる。  

２  前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の３日前までにその旨を土地の

占有者に通知しなければならない。  

３  第１項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合に

おいては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げなければならない。  

４  日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならな

い。  

５  土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第１項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。  

（障害物の伐除及び土地の試掘等）  

第５条 前条第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当

たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、さく等（以下「障害物」という。）を伐除しようとす

る場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれに伴う障害物の伐除（以下「試掘等」という。）を行おう

とする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の

所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可

を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の
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所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、

意見を述べる機会を与えなければならない。  

２  前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試

掘等を行なおうとする日の３日前までに、当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなけれ

ばならない。  

３  第１項の規定により障害物を伐除しようとする場合（土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする

場合を除く。）において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、

かつ、その現状を著しく損傷しないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、前２項の規定にか

かわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができる。こ

の場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。  

（証明書等の携帯）  

第６条 第４条第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければ

ならない。  

２  前条第１項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、その身分を示す証明

書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。  

３  前２項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。  

（土地の立入り等に伴う損失の補償）  

第７条  都道府県（指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。以下この条及び第９

条において同じ。）は、第４条第１項又は第５条第１項若しくは第３項の規定による行為により他人に損失を与えた場

合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。  

２  前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者が協議しなければならない。  

３  前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、

収用委員会に土地収用法 （昭和２６年法律第２１９号）第９４条第２項 の規定による裁決を申請することができる。  

   第３章 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事等の規制  

（宅地造成に関する工事の許可）  

第８条  宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前

に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法 （昭和４

３年法律第１００号）第２９条第１項 又は第２項 の許可を受けて行われる当該許可の内容（同法第３５条の２第５項 の

規定によりその内容とみなされるものを含む。）に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。  

２  都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるとき

は、同項本文の許可をしてはならない。  

３  都道府県知事は、第１項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。  

（宅地造成に関する工事の技術的基準等）  

第９条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令（その政令で都道府県の規則に委任した

事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設（以下「擁

壁等」という。）の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。  

２  前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令（同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、

その規則を含む。）で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。  

（許可又は不許可の通知）  

第１０条  都道府県知事は、第８条第１項本文の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、許可又は不許可の処分

をしなければならない。  

２ 前項の処分をするには、文書をもって当該申請者に通知しなければならない。  

（国又は都道府県の特例）  

第１１条  国又は都道府県（指定都市又は中核市の区域内においては、それぞれ指定都市又は中核市を含む。以下この条

において同じ。）が、宅地造成工事規制区域内において行う宅地造成に関する工事については、国又は都道府県と都道

府県知事との協議が成立することをもって第８条第１項本文の許可があったものとみなす。  

（変更の許可等）  

第１２条 第８条第１項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするとき

は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定め

る軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。  

２  第８条第１項本文の許可を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、

その旨を都道府県知事に届け出なければならない。  

３  第８条第２項及び第３項並びに前３条の規定は、第１項の許可について準用する。  

４  第１項又は第２項の場合における次条の規定の適用については、第１項の許可又は第２項の規定による届出に係る変

更後の内容を第８条第１項本文の許可の内容とみなす。  

（工事完了の検査）  

第１３条  第８条第１項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了した場合においては、国土交通省令で定め

るところにより、その工事が第９条第１項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなけれ

ばならない。  

２  都道府県知事は、前項の検査の結果工事が第９条第１項の規定に適合していると認めた場合においては、国土交通省

令で定める様式の検査済証を第８条第１項本文の許可を受けた者に交付しなければならない。  

（監督処分）  



 

 
 

192 

第１４条  都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第８条第１項本文若しくは第１２条第１項の許可を受けた者又

はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。  

２  都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事で、第８条第１項若しくは第

１２条第１項の規定に違反して第８条第１項本文若しくは第１２条第１項の許可を受けず、これらの許可に付した条件

に違反し、又は第９条第１項の規定に適合していないものについては、当該造成主又は当該工事の請負人（請負工事の

下請人を含む。）若しくは現場管理者に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて、擁壁等

の設置その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。  

３  都道府県知事は、第８条第１項若しくは第１２条第１項の規定に違反して第８条第１項本文若しくは第１２条第１項

の許可を受けないで宅地造成に関する工事が施行された宅地又は前条第１項の規定に違反して同項の検査を受けず、若

しくは同項の検査の結果工事が第９条第１項の規定に適合していないと認められた宅地については、当該宅地の所有者、

管理者若しくは占有者又は当該造成主に対して、当該宅地の使用を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限を付

けて、擁壁等の設置その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。  

４  都道府県知事は、第２項の規定により工事の施行の停止を命じようとする場合において、緊急の必要により弁明の機

会の付与を行うことができないときは、同項に規定する工事に該当することが明らかな場合に限り、弁明の機会の付与

を行わないで、同項に規定する者に対して、当該工事の施行の停止を命ずることができる。この場合において、これら

の者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることがで

きる。  

５  都道府県知事は、第２項又は第３項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなく

てその措置をとることを命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認め

られるときは、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることが

できる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置をとるべき旨及びその期限までにその措置をとらないと

きは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならな

い。  

（工事等の届出）  

第１５条 宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の

造成主は、その指定があった日から２１日以内に、国土交通省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知

事に届け出なければならない。  

２  宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者（第

８条第１項本文若しくは第１２条第１項の許可を受け、又は同条第２項の規定による届出をした者を除く。）は、その

工事に着手する日の１４日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければな

らない。  

３  宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者（第８条第１項本文若しくは第１２条第１項

の許可を受け、又は同条第２項の規定による届出をした者を除く。）は、その転用した日から１４日以内に、国土交通

省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。  

（宅地の保全等）  

第１６条 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成（宅地造成工事規制区域の指定前に行

われたものを含む。以下次項、次条第１項及び第２４条において同じ。）に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時

安全な状態に維持するように努めなければならない。  

２  都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場

合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地

造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。  

（改善命令）  

第１７条 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置され

ておらず、又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認

められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて

相当であると認められる限度において、当該宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を

付けて、擁壁等の設置若しくは改造又は地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる。  

２  前項の場合において、同項の宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者（以下この項において「宅地所有者等」と

いう。）以外の者の宅地造成に関する不完全な工事その他の行為によって前項の災害の発生のおそれが生じたことが明

らかであり、その行為をした者（その行為が隣地における土地の形質の変更であるときは、その土地の所有者を含む。

以下この項において同じ。）に前項の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認められ、かつ、これを行わ

せることについて当該宅地所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の

全部又は一部を行うことを命ずることができる。  

３  第１４条第５項の規定は、前２項の場合について準用する。  

（立入検査）  

第１８条  都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第８条第１項、第１２条第１項、第１３条第１項、第

１４条第１項から第４項まで又は前条第１項若しくは第２項の規定による権限を行うため必要がある場合においては、

当該宅地に立ち入り、当該宅地又は当該宅地において行われている宅地造成に関する工事の状況を検査することができ

る。  

２  第６条第１項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。  

３  第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。  

（報告の徴取）  

第１９条  都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は

当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。  
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   第４章 造成宅地防災区域  

第２０条  都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、

宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地（これに

附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。）の区域であって政令で定める基準に該当

するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。  

２  都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他前項の災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防

災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部

について同項の指定を解除するものとする。  

３  第３条第２項から第４項まで及び第４条から第７条までの規定は、第１項の規定による指定及び前項の規定による指

定の解除について準用する。  

   第５章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置  

（災害の防止のための措置）  

第２１条  造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、前条第１項の災害が生じないよう、その造成

宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。  

２  都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、前条第１項の災害の防止のため必要があると認める場合

においては、その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他同項の災害の防止のため

必要な措置をとることを勧告することができる。  

（改善命令）  

第２２条  都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地で、第２０条第１項の災害の防止のため必要な擁壁等が設置

されておらず、又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、同項の災害の発生のおそれが大きいと認めら

れるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当

であると認められる限度において、当該造成宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を

付けて、擁壁等の設置若しくは改造又は地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる。  

２  前項の場合において、同項の造成宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者（以下この項において「造成宅地所有

者等」という。）以外の者の宅地造成に関する不完全な工事その他の行為によって第２０条第１項の災害の発生のおそ

れが生じたことが明らかであり、その行為をした者（その行為が隣地における土地の形質の変更であるときは、その土

地の所有者を含む。以下この項において同じ。）に前項の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認められ、

かつ、これを行わせることについて当該造成宅地所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に

対して、同項の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる。  

３  第１４条第５項の規定は、前２項の場合について準用する。  

（準用）  

第２３条 第１８条の規定は都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が前条第１項又は第２項の規定による権限

を行うため必要がある場合について、第１９条の規定は造成宅地防災区域内における造成宅地の所有者、管理者又は占

有者について準用する。  

   第６章 雑則  

（市町村長の意見の申出）  

第２４条 市町村長は、宅地造成工事規制区域及び造成宅地防災区域内における宅地造成に伴う災害の防止に関し、都道府

県知事に意見を申し出ることができる。  

（政令への委任）  

第２５条 この法律に特に定めるもののほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項

は、政令で定める。  

   第７章 罰則  

第２６条 第１４条第２項、第３項又は第４項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者は、１年以下の懲役又は

５０万円以下の罰金に処する。  

第２７条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は３０万円以下の罰金に処する。  

一 第４条第１項（第２０条第３項において準用する場合を含む。）の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者  

二 第５条第１項（第２０条第３項において準用する場合を含む。）に規定する場合において、市町村長の許可を受け

ないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行った者  

三 第８条第１項又は第１２条第１項の規定に違反して、宅地造成に関する工事をした造成主  

四 第９条第１項の規定に違反して宅地造成に関する工事が施行された場合における当該宅地造成に関する工事の設計

をした者（設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行したときは、当該工事施行者）  

五 第１５条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  

六 第１７条第１項若しくは第２項又は第２２条第１項若しくは第２項の規定による都道府県知事の命令に違反した者  

七  第１８条第１項（第２３条において準用する場合を含む。）の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者  

第２８条 次の各号のいずれかに該当する者は、２０万円以下の罰金に処する。  

一 第１４条第４項後段の規定による都道府県知事の命令に違反した者  

二 第１９条（第２３条において準用する場合を含む。）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  
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第２９条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、

前３条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。  

第３０条 第１２条第２項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、２０万円以下の過料に処する。  

 

   附 則 抄  

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。  

   附 則 （昭和３７年９月１５日法律第１６１号） 抄  

１ この法律は、昭和３７年１０月１日から施行する。  

   附 則 （平成２５年６月１４日法律第４４号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

一  第４０条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第５０条（同号に掲げる改正規定を除く。）、第５４条（港湾法第

５０条の３第３項の改正規定を除く。）、第５７条及び第７４条（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第３条

第４項の改正規定を除く。）の規定並びに附則第８条及び第９条の規定 公布の日から起算して３月を経過した日  

（罰則に関する経過措置） 

第１０条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。  

（政令への委任） 

第１１条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、

政令で定める。  

   附 則 （平成２６年５月３０日法律第４２号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この法律は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

二  目次の改正規定（「第２節 中核市に関する特例 第３節 特例市に関する特例」を「第２節 中核市に関する特

例」に改める部分に限る。）、第２５２条の２２第１項の改正規定、第２編第１２章第３節を削る改正規定、第２６

０条の３８を第２６０条の４０とする改正規定及び第２６０条の３７の次に２条を加える改正規定並びに次条、附則

第３条、第３３条、第３４条、第４０条、第４１条、第４５条から第４８条まで、第５１条、第５２条、第５４条、

第５５条、第５８条、第５９条、第６３条、第６４条、第６８条、第６９条及び第７１条から第７５条までの規定 平

成２７年４月１日  

（宅地造成等規制法の一部改正に伴う経過措置） 

第４１条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の宅地造成等規制法第３条第１項、第７条第１項及び第１１条の

規定の適用については、同法第３条第１項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核

市」という。）又は地方自治法の一部を改正する法律（平成２６年法律第４２号）附則第２条に規定する施行時特例市

（以下「施行時特例市」と、同項並びに同法第７条第１項及び第１１条中「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施

行時特例市」とする。  
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宅地造成等規制法施行令 抄 

（昭和３７年１月３０日政令第１６号） 

終改正：平成２７年１月３０日政令第３０号 

 

 内閣は、宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第２条第１号及び第２号、第７条第３項、第９条、第１４

条第２項、第１９条並びに第２２条の規定に基づき、この政令を制定する。 

 

 第１章 総則（第１条～第３条）  

 第２章 宅地造成に関する工事の技術的基準（第４条～第１５条）  

 第３章 設計者及び届出を要する工事（第１６条～第１８条）  

 第４章 造成宅地防災区域の指定の基準（第１９条）  

 第５章 雑則（第２０条～第２４条）  

 附則  

   第１章 総則  

（定義等）  

第１条 この政令（第３条を除く。）において、「切土」又は「盛土」とは、それぞれ宅地造成である切土又は盛土をいう。  

２ この政令において、「崖」とは地表面が水平面に対し３０度を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除

く。）以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいう。  

３ 崖面の水平面に対する角度を崖の勾配とする。  

４ 小段等によって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、かつ、水平面に対し３０度の角度

をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。  

５ 擁壁の前面の上端と下端（擁壁の前面の下部が地盤面と接する部分をいう。以下この項において同じ。）とを含む面の

水平面に対する角度を擁壁の勾配とし、その上端と下端との垂直距離を擁壁の高さとする。  

（公共の用に供する施設）  

第２条 宅地造成等規制法（以下「法」という。）第２条第１号 の政令で定める公共の用に供する施設は、砂防設備、地

すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、飛行場、航空保安施設及び鉄道、軌道、索道又は無軌条電

車の用に供する施設並びに国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で国土交通省令で定めるも

のとする。  

（宅地造成）  

第３条 法第２条第２号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。  

一 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが２ｍを超える崖を生ずることとなるもの  

二 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが１ｍを超える崖を生ずることとなるもの  

三 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが１ｍ以下の崖を生じ、

かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが２ｍを超える崖を生ずることとなるもの  

四 前３号のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が５００ｍ２を超えるも

の  

   第２章 宅地造成に関する工事の技術的基準  

（擁壁、排水施設その他の施設）  

第４条 法第９条第１項（法第１２条第３項 において準用する場合を含む。以下同じ。）の政令で定める施設は、擁壁、排

水施設及び地滑り抑止ぐい並びにグラウンドアンカーその他の土留とする。  

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準）  

第５条 法第９条第１項の政令で定める技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次のとおりとする。  

一 切土又は盛土（第３条第４号の切土又は盛土を除く。）をする場合においては、崖の上端に続く地盤面には、特別

の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付すること。  

二 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないよ

うに、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留（以下「地滑り抑止ぐい等」という。）の設置、土の置

換えその他の措置を講ずること。  

三 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水（以下「地表水等」という。）

の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね３０ｃｍ以下の厚さの層に分けて土を盛り、か

つ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応

じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置を講ずること。  

四 著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面と

ならないように段切りその他の措置を講ずること。  

（擁壁の設置に関する技術的基準）  

第６条 法第９条第１項 の政令で定める技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次のとおりとする。  

一 切土又は盛土（第３条第４号の切土又は盛土を除く。）をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のも

のには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

イ  切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であって、その土質が別表第１上欄に掲げるものに該当し、か 
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  つ、次のいずれかに該当するものの崖面 

（１） その土質に応じ勾配が別表第１中欄の角度以下のもの 

（２） その土質に応じ勾配が別表第１中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの（その上端から下方に垂直距 

 離５ｍ以内の部分に限る。） 

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁の設置が必要でな

いことが確かめられた崖面  

二  前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとすること。  

２ 前項第１号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合における同号イ（２）の規定の適

用については、同号イ（１）に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。  

（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造）  

第７条 前条の規定による鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によって次の各号のいず

れにも該当することを確かめたものでなければならない。  

一 土圧、水圧及び自重（以下「土圧等」という。）によって擁壁が破壊されないこと。  

二 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。  

三 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。  

四 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。  

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。  

一 土圧等によって擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応力度を超えないこ

とを確かめること。  

二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの２／３以下であることを確かめること。  

三 土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する 大摩擦抵抗力その他の抵抗力の２／３以下で

あることを確かめること。  

四 土圧等によって擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめること。ただし、基礎

ぐいを用いた場合においては、土圧等によって基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの許容支持力を超えないことを確か

めること。  

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。  

一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧については、盛土の土質に応じ別表

第２の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることができる。  

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築基準法施行令 （昭和２５

年政令第３３８号）第９０条 （表１を除く。）、第９１条、第９３条及び第９４条中長期に生ずる力に対する許容応

力度及び許容支持力に関する部分の例により計算された数値  

三 擁壁の基礎の地盤に対する 大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算された数値。ただし、そ

の地盤の土質に応じ別表第３の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができる。  

（練積み造の擁壁の構造）  

第８条  第６条の規定による間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによらなければならな

い。  

一 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ（第１条第５項に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の部分の厚さをいう。

別表第４において同じ。）が、崖の土質に応じ別表第４に定める基準に適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の

設置される地盤の土質が、同表上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは４０ｃｍ以上、その他のもので

あるときは７０ｃｍ以上であること。  

二 石材その他の組積材は、控え長さを３０ｃｍ以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁とし、かつ、その背面に

栗石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること。  

三 前２号に定めるところによっても、崖の状況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれがあるときは、適当な間隔

に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措置を講ずること。  

四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置される地盤の土質が、別表

第４上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の高さの１５／１００（その値が３５ｃｍに満たない

ときは、３５ｃｍ）以上、その他のものであるときは擁壁の高さの２０／１００（その値が４５ｃｍに満たないとき

は、４５ｃｍ）以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁の滑り及び

沈下に対して安全である基礎を設けること。  

（設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令 の準用）  

第９条  第６条の規定による擁壁については、建築基準法施行令第３６条の３から第３９条 まで、第５２条（第３項を

除く。）、第７２条から第７５条まで及び第７９条の規定を準用する。  

（擁壁の水抜穴）  

第１０条 第６条の規定による擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積３ｍ２以内ごとに少なくとも１個の

内径が７．５ｃｍ以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周

辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。  

（任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令 の準用）  

第１１条 法第８条第１項 本文又は第１２条第２項 の規定による許可を受けなければならない宅地造成に関する工事によ

り設置する擁壁で高さが２ｍを超えるもの（第６条の規定によるものを除く。）については、建築基準法施行令第１４

２条 （同令第７章の８の規定の準用に係る部分を除く。）の規定を準用する。  

（崖面について講ずる措置に関する技術的基準）  

第１２条 法第９条第１項の政令で定める技術的基準のうち崖面について講ずる措置に関するものは、切土又は盛土をした

土地の部分に生ずることとなる崖面（擁壁で覆われた崖面を除く。）が風化その他の侵食から保護されるように、石張

り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。  
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（排水施設の設置に関する技術的基準）  

第１３条 法第９条第１項 の政令で定める技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、切土又は盛土をする場合に

おいて、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を排除することができるよ

うに、排水施設で次の各号のいずれにも該当するものを設置することとする。  

一 堅固で耐久性を有する構造のものであること。  

二 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を 少限度のものとする措置が講ぜられ

ているものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表

水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。  

三 その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができるものであること。  

四 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に、ます又はマン

ホールが設けられているものであること。 

イ 管渠の始まる箇所 

ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。） 

ハ 管渠の内径又は内法幅の１２０倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な箇所  

五 ます又はマンホールに、ふたが設けられているものであること。  

六 ますの底に、深さが１５ｃｍ以上の泥溜めが設けられているものであること。  

（特殊の材料又は構法による擁壁）  

第１４条 構造材料又は構造方法が第６条第１項第２号及び第７条から第１０条までの規定によらない擁壁で、国土交通大

臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は適用しない。  

（規則への委任）  

第１５条 都道府県知事（地方自治法 （昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項 の指定都市（以下この項にお

いて「指定都市」という。）又は同法第２５２条の２２第１項 の中核市（以下この項において「中核市」という。）の

区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。次項及び第２２条において同じ。）は、都道府県（指定

都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。次項において同じ。）の規則で、災害の防

止上支障がないと認められる土地において第６条の規定による擁壁の設置に代えて他の措置をとることを定めることが

できる。  

２ 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、この章の規定のみによっては宅地造成に伴う崖崩れ

又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合においては、都道府県の規則で、この章に規定する技術的基準を

強化し、又は必要な技術的基準を付加することができる。  

   第３章 設計者及び届出を要する工事  

（資格を有する者の設計によらなければならない措置）  

第１６条 法第９条第２項 （法第１２条第３項 において準用する場合を含む。次条において同じ。）の政令で定める措置

は、次に掲げるものとする。  

一 高さが５ｍを超える擁壁の設置  

二 切土又は盛土をする土地の面積が１５００ｍ２を超える土地における排水施設の設置  

（設計者の資格）  

第１７条 法第９条第２項 の政令で定める資格は、次に掲げるものとする。  

一 学校教育法 （昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）又は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）

による大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して２年以上

の実務の経験を有する者であること。  

二 学校教育法 による短期大学において、正規の土木又は建築に関する修業年限３年の課程（夜間において授業を行う

ものを除く。）を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して３年以上の実務の経験を有する者であること。  

三 前号に該当する者を除き、学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第

６１号）による専門学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関

して４年以上の実務の経験を有する者であること。  

四  学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和１８年勅令第３６号）による中等学校

において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して７年以上の実務の経

験を有する者であること。  

五 国土交通大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者であること。  

（届出を要する工事）  

第１８条 法第１５条第２項 の政令で定める工事は、高さが２ｍを超える擁壁、地表水等を排除するための排水施設又は

地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事とする。  

   第４章 造成宅地防災区域の指定の基準  

第１９条 法第２０条第１項 の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する一団の造成宅地（これに附帯する道

路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。以下この条において同じ。）の区域であることとする。  

一 次のいずれかに該当する一団の造成宅地の区域（盛土をした土地の区域に限る。次項第３号において同じ。）であ

って、安定計算によって、地震力及びその盛土の自重による当該盛土の滑り出す力がその滑り面に対する 大摩擦抵

抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの 

イ 盛土をした土地の面積が３０００ｍ２以上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土をした土地   
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の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入しているもの 

ロ 盛土をする前の地盤面が水平面に対し２０度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが５ｍ以上であるもの  

二 切土又は盛土をした後の地盤の滑動、宅地造成に関する工事により設置された擁壁の沈下、切土又は盛土をした土

地の部分に生じた崖の崩落その他これらに類する事象が生じている一団の造成宅地の区域  

２ 前項第１号の計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。  

一 地震力については、当該盛土の自重に、水平震度として０．２５に建築基準法施行令第８８条第１項 に規定するＺ

の数値を乗じて得た数値を乗じて得た数値  

二 自重については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の土質に応じ別表第２の単位体積重量を用いて計算

された数値を用いることができる。  

三 盛土の滑り面に対する 大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、イ又はロに掲げる一団の造成宅地の区域の区分

に応じ、当該イ又はロに定める滑り面に対する抵抗力であって、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の土質

に応じ別表第３の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができる。 

イ 前項第１号イに該当する一団の造成宅地の区域 その盛土の形状及び土質から想定される滑り面であって、複数  

の円弧又は直線によって構成されるもの 

ロ 前項第１号ロに該当する一団の造成宅地の区域 その盛土の形状及び土質から想定される滑り面であって、単一  

の円弧によって構成されるもの  

   第５章 雑則  

（収用委員会の裁決申請手続）  

第２０条 法第７条第３項（法第２０条第３項 において準用する場合を含む。）の規定により土地収用法（昭和２６年法

律第２１９号）第９４条第２項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い同条第３

項各号（第３号を除く。）に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。  

（公告の方法）  

第２１条 法第１４条第５項（法第１７条第３項 及び第２２条第３項 において準用する場合を含む。）の規定による公告

は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行った日から１０日間、当該宅地

の付近の適当な場所に掲示して行わなければならない。  

（報告の徴取）  

第２２条 法第１９条の規定により都道府県知事が報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。  

一 宅地の面積及び崖の高さ、勾配その他の現況  

二 擁壁、排水施設及び地滑り抑止ぐい等の構造、規模その他の現況  

三 宅地に関する工事の計画及び施行状況  

（権限の委任）  

第２３条  この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又

は北海道開発局長に委任することができる。  

（国土交通省令への委任）  

第２４条 法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令を実施するため必要な事項は、国土交通省令で定める。  

 

   附 則 抄  

（施行期日） 

１ この政令は、法の施行の日（昭和３７年２月１日）から施行する。   

   附 則 （平成２３年１２月２６日政令第４２７号）  

 この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日（平成２３年十２月２７日）から施行する。  

   附 則 （平成２７年１月３０日政令第３０号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（平成２８年４月

１日）から施行する。ただし、第１条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第２編第８章第３節の節名を削る改正

規定及び同令第１７４条の４９の２０の改正規定、第１４条、第１７条、第１８条（指定都市、中核市又は特例市の指

定があつた場合における必要な事項を定める政令第４条第１項の改正規定を除く。）、第２１条から第２５条まで、第

２７条、第２９条、第３２条、第３３条、第３６条及び第４６条の規定並びに第４７条中総務省組織令第４７条の２第

４号の改正規定並びに次条から附則第１５条までの規定は、平成２７年４月１日から施行する。  

（宅地造成等規制法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 施行時特例市に対する第１７条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行令第１５条第１項の規定の適用につい

ては、同項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。）又は地方自治法

の一部を改正する法律（平成２６年法律第４２号）附則第２条に規定する施行時特例市（以下この項において「施行時

特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。  
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別表第１（第６条関係） 

土質 擁壁を要しない勾配の上限 擁壁を要する勾配の下限 

軟岩（風化の著しいものを除く。） ６０度 ８０度 

風化の著しい岩 ４０度 ５０度 

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類

するもの 
３５度 ４５度 

 

別表第２（第７条、第１９条関係）  

土質 単位体積重量（１ｍ３につき） 土圧係数 

砂利又は砂 １．８トン ０．３５ 

砂質土 １．７トン ０．４０ 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土 １．６トン ０．５０ 

 

別表第３（第７条、第１９条関係）  

土質 摩擦係数 

岩、岩屑、砂利又は砂 ０．５ 

砂質土 ０．４ 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土（擁壁の基礎底面から少なくとも１５

センチメートルまでの深さの土を砂利又は砂に置き換えた場合に限る。） 
０．３ 

 

別表第４（第８条関係）  

土質 
擁壁 

勾配 高さ 下端部分の厚さ 

第一種 
岩、岩屑、砂利又

は砂利混じり砂 

７０度を超え 

７５度以下 

２ｍ以下 ４０ｃｍ以上 

２ｍを超え３ｍ以下 ５０ｃｍ以上 

６５度を超え 

７０度以下 

２ｍ以下 ４０ｃｍ以上 

２ｍを超え３ｍ以下 ４５ｃｍ以上 

３ｍを超え４ｍ以下 ５０ｃｍ以上 

６５度以下 

３ｍ以下 ４０ｃｍ以上 

３ｍを超え４ｍ以下 ４５ｃｍ以上 

４ｍを超え５ｍ以下 ６０ｃｍ以上 

第二種 

真砂土、関東ロー

ム、硬質粘土その

他これらに類す

るもの 

７０度を超え 

７５度以下 

２ｍ以下 ５０ｃｍ以上 

２ｍを超え３ｍ以下 ７０ｃｍ以上 

６５度を超え 

７０度以下 

２ｍ以下 ４５ｃｍ以上 

２ｍを超え３ｍ以下 ６０ｃｍ以上 

３ｍを超え４ｍ以下 ７５ｃｍ以上 

６５度以下 

２ｍ以下 ４０ｃｍ以上 

２ｍを超え３ｍ以下 ５０ｃｍ以上 

３ｍを超え４ｍ以下 ６５ｃｍ以上 

４ｍを超え５ｍ以下 ８０ｃｍ以上 

第三種 その他の土質 

７０度を超え 

７５度以下 

２ｍ以下 ８５ｃｍ以上 

２ｍを超え３ｍ以下 ９０ｃｍ以上 

６５度を超え 

７０度以下 

２ｍ以下 ７５ｃｍ以上 

２ｍを超え３ｍ以下 ８５ｃｍ以上 

３ｍを超え４ｍ以下 １０５ｃｍ以上 

６５度以下 

２ｍ以下 ７０ｃｍ以上 

２ｍを超え３ｍ以下 ８０ｃｍ以上 

３ｍを超え４ｍ以下 ９５ｃｍ以上 

４ｍを超え５ｍ以下 １２０ｃｍ以上 
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宅地造成等規制法施行規則 抄 

（昭和３７年２月２０日建設省令第３号） 

終改正：平成２７年１月３０日国土交通省令第７号 

 

 宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第３条第３項、第８条第１項、第１２条及び第１４条並びに宅地造

成等規制法施行令（昭和３７年政令第１６号）第２条、第２０条及び第２５条の規定に基づき、宅地造成等規制法施行

規則を次のように定める。 

（公共の用に供する施設）  

第１条 宅地造成等規制法施行令 （以下「令」という。）第２条 の国土交通省令で定める施設は、学校、運動場、緑地、

広場、墓地、水道及び下水道とする。  

（宅地造成工事規制区域及び造成宅地防災区域の指定等の公示）  

第２条 宅地造成等規制法 （以下「法」という。）第３条第３項 （法第２０条第３項 において準用する場合を含む。）

の規定による公示は、次の各号の一以上により宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域を明示して、都道府県（地

方自治法 （昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項 の指定都市（以下「指定都市」という。）又は同法第

２５２条の２２第１項 の中核市（以下「中核市」という。）の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市）

の公報に掲載して行うものとする。  

一 市町村（特別区を含む。）、大字、字、小字及び地番  

二 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向  

三 平面図  

（収用委員会に対する裁決申請書の様式）  

第３条 令第２０条 の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一とする。  

（宅地造成に関する工事の許可の申請）  

第４条 法第８条第１項 本文の許可を受けようとする者は、別記様式第二の許可申請書の正本及び副本に、次の表に掲げ

る図面を添付して、都道府県知事（指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。

以下同じ。）に提出しなければならない。 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 

位置図 方位、道路及び目標となる地物 １／１００００以上  

地形図 方位及び宅地の境界線 １／２５００以上 

等高線は、２ｍの標高

差を示すものとする

こと。 

宅地の平面図 

方位及び宅地の境界線並びに切土又は盛土

をする土地の部分、崖（切土又は盛土をする

土地の部分に生ずるものに限る。以下同

じ。）、擁壁（切土又は盛土をする土地の部

分に生ずる崖に設置するものに限る。以下同

じ。）、排水施設（切土又は盛土をする土地

の部分に設置するものに限る。以下同じ。）

及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカ

ーその他の土留（切土又は盛土をする土地の

部分に設置するものに限る。）の位置 

１／２５００以上 

断面図を作成した箇

所に断面図と照合で

きるように記号を付

すること。 

宅地の断面図 切土又は盛土をする前後の地盤面 １／２５００以上 

高低差の著しい箇所

について作成するこ

と。 

排水施設の平面図 

排水施設の位置、種類、材料、形状、内法寸

法、勾配及び水の流れの方向並びに吐口の位

置及び放流先の名称 

１／５００以上 

 

崖の断面図 

崖の高さ、勾配及び土質（土質の種類が２以

上であるときは、それぞれの土質及びその地

層の厚さ）、切土又は盛土をする前の地盤面

並びに崖面の保護の方法 

１／５０以上 

擁壁で覆われる崖面

については、土質に関

する事項は示すこと

を要しない。 

擁壁の断面図 

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び

寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の

位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤

面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、

材料及び寸法 

１／５０以上 

 

擁壁の背面図 
擁壁の高さ、水抜穴の位置、材料及び内径並

びに透水層の位置及び寸法 
１／５０以上 

 

 

２ 前項の場合において、鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置しようとする者は、擁壁の概要、構造

計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書を提出しなければならない。  
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３ 第１項の場合において、令第６条第１項第１号 ロの崖面を擁壁で覆わない者は、土質試験その他の調査又は試験に基

づく安定計算を記載した安定計算書を提出しなければならない。  

（擁壁認定の基準）  

第５条 国土交通大臣は、令第６条第１項第２号 及び第７条 から第１０条 までの規定によらない擁壁であって、構造材

料、構造方法、製造工程管理その他の事項について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、令第１４条 の規

定に基づき、令第６条第１項第２号 及び第７条 から第１０条 までの規定による擁壁と同等以上の効力があると認める

ものとする。  

２ 前項の場合において、擁壁がプレキャスト鉄筋コンクリート部材によって築造されるものであり、かつ、当該部材が、

製造工程管理が適切に行われていることについて認証を受けた工場において製造されたものである場合においては、当

該擁壁については、同項の国土交通大臣の定める基準のうち製造工程管理に係る部分に適合しているものとみなす。  

（認証）  

第６条 前条第２項の認証（以下単に「認証」という。）は、第８条から第１０条までの規定により国土交通大臣の登録を

受けた者（以下「登録認証機関」という。）が行うものとする。  

２ 認証を申請しようとする者（以下「認証申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録認証機関に提

出しなければならない。  

一 認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  

二 申請に係る工場の名称及び所在地  

三 その他登録認証機関が必要と認める事項  

（認証の更新）  

第７条 認証は、５年以上１０年以内において登録認証機関が定める期間（以下「有効期間」という。）ごとにその更新を

受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。  

２ 前条第２項の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。  

（登録）  

第８条 第６条第１項の登録（以下単に「登録」という。）は、認証の実施に関する事務（以下「認証事務」という。）を

行おうとする者の申請により行う。  

２ 登録を受けようとする者（以下この条において「登録申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土

交通大臣に提出しなければならない。  

一 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  

二 認証事務を行おうとする事務所の名称及び所在地  

三 認証事務を開始しようとする年月日  

３ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。  

一 個人である場合においては、次に掲げる書類  

イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 

ロ 登録申請者の略歴を記載した書類 

二  法人である場合においては、次に掲げる書類  

イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 

ロ 申請に係る意思の決定を証する書類 

ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類 

三 登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面  

四 登録申請者の行う認証が第１０条第１項各号に掲げる登録要件に適合していることを証する書類  

五 その他参考となる事項を記載した書類  

（欠格条項）  

第９条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。  

一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ

た日から２年を経過しない者  

二 第１９条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者  

三 法人であって、認証事務を行う役員のうちに前２号のいずれかに該当する者があるもの  

（登録要件等）  

第１０条 国土交通大臣は、第８条の規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件のすべてに適合している

ときは、その登録をしなければならない。  

一 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る工場の製造工程管理の状況を把握するための調査を行うものであ

ること。  

イ 学校教育法 （昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。以下同じ。）において建築学若しくは

土木工学に属する科目の教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は建築学

若しくは土木工学に属する科目に関する研究により修士の学位を授与された者 

ロ 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、プレキャスト鉄筋コンクリート部材によって築造される擁壁

の構造に関する専門的知識を有する者 

ハ 建築又は土木に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験のある者で、か

つ、これらの分野について専門的知識を有する者 

ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者 

二 前号の調査の結果に基づき、次のいずれかに該当する者３名以上によって構成される合議制の機関の議を経て、認

証するかどうかを決定するものであること。  
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イ 学校教育法 による大学において建築学若しくは土木工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若し

くはこれらの職にあった者又は建築学若しくは土木工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与され

た者 

ロ 前号ロ又はハに該当する者 

ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者 

２ 登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。  

一 登録年月日及び登録番号  

二 登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び認証事務を行う役員の氏名  

三 認証事務を行う事務所の名称及び所在地  

四 認証事務を開始する年月日  

（登録の更新）  

第１１条 登録は、５年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。  

２ 前３条の規定は、前項の登録の更新について準用する。  

（認証事務の実施に係る義務）  

第１２条 登録認証機関は、公正に、かつ、第１０条第１項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により認

証事務を行わなければならない。  

一 特定の者を差別的に取り扱わないこと。  

二 認証をするかどうかを決定するために必要とされる基準（以下「認証基準」という。）を定めること。  

三 認証基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表すること。  

四 認証をしたときは、認証申請者に認証証明書を交付すること。  

五 次のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すこと。  

イ 認証を受けた工場の製造工程管理が適切でないと認めるとき。 

ロ 不正の手段により認証を受けたとき。 

六 第１０条第１項第１号の調査を行う者若しくは同項第２号の合議制の機関の構成員を決定しようとするとき、又は

これらを変更しようとするときは、その旨を、当該決定若しくは変更を行おうとする日の２週間前までに、国土交通

大臣に届け出ること。  

七 認証、認証の更新又は認証の取消し（以下この号において「認証等」という。）を行ったときは、その旨（認証の

取消しにあっては、その理由を含む。）を記載した書面を、当該認証等の日から２週間以内に、国土交通大臣に届け

出ること。  

八 認証事務によって知り得た秘密の保持を行うこと。  

（登録事項の変更の届出）  

第１３条 登録認証機関は、第１０条第２項第２号及び第３号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第４

号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の２週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届

け出なければならない。  

一 変更しようとする事項  

二 変更しようとする年月日  

三 変更しようとする理由  

（認証事務規程）  

第１４条 登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した認証事務に関する規程を定め、認証事務を開始しようとする日の２

週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  

一 認証事務の時間及び休日に関する事項  

二 認証事務を行う事務所及び認証の実施場所に関する事項  

三 認証の申請に関する事項  

四 認証の手数料の額及び収納の方法に関する事項  

五 認証基準に関する事項  

六 認証基準の公表の方法その他の認証の実施の方法に関する事項  

七 不正の手段により認証を受けた者又は受けようとした者の処分に関する事項  

八 認証証明書の交付及び再交付に関する事項  

九 認証の有効期間その他認証の更新に関する事項  

十 認証の取消しに関する事項  

十一  第２０条第３項の帳簿その他の認証事務についての書類に関する事項  

十二  認証事務に関する秘密の保持に関する事項  

十三  認証事務に関する公正の確保に関する事項  

十四  その他認証事務に関し必要な事項  

（認証事務の休廃止）  

第１５条 登録認証機関は、認証事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする

日の２週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。  

一 休止し、又は廃止しようとする認証事務の範囲  

二 休止し、又は廃止しようとする年月日  

三 休止しようとする場合にあっては、その期間  

四 休止又は廃止の理由  

（財務諸表等の備付け及び閲覧等）  

第１６条 登録認証機関は、毎事業年度経過後３月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支

計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識す
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ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条に

おいて同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。）を作

成し、５年間登録認証機関の事務所に備えて置かなければならない。  

２ 認証を受けようとする者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすること

ができる。ただし、第２号又は第４号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。  

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求  

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求  

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の

映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求  

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録認証機関が定めるものによ

り提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求  

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに当該情報が記録されるもの 

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物（第２０条におい

て「磁気ディスク等」という。）をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 

３ 前項第４号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなけれ

ばならない。  

（適合命令）  

第１７条 国土交通大臣は、登録認証機関が第１０条第１項の規定に適合しなくなったと認めるときは、その登録認証機関

に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  

（改善命令）  

第１８条 国土交通大臣は、登録認証機関が第１２条の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同

条の規定による認証事務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを

命ずることができる。  

（登録の取消し等）  

第１９条 国土交通大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定め

て認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  

一 第９条第１号又は第３号に該当するに至ったとき。  

二 第１３条から第１５条まで、第１６条第１項又は次条の規定に違反したとき。  

三 正当な理由がないのに第１６条第２項各号の規定による請求を拒んだとき。  

四 前２条の規定による命令に違反したとき。  

五 第２１条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。  

六 不正の手段により登録を受けたとき。  

（帳簿の記載等）  

第２０条 登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。  

一 認証の申請を受け付けた年月日  

二 認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  

三 認証の申請に係る工場の名称及び所在地  

四 認証の申請に係る工場について第１０条第１項第１号の調査を行った年月日及び当該調査を行った者の氏名  

五 認証の申請に係る工場について認証をするかどうかを決定した年月日及び当該決定に係る議を経た第１０条第１項

第２号の合議制の機関の構成員の氏名  

六 認証を受けた工場にあっては、前各号に掲げる事項のほか、認証証明書の交付の年月日及び認証番号  

２ 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録認証機関

において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への

記載に代えることができる。  

３ 登録認証機関は、第１項に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。）

を、認証事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。  

４ 登録認証機関は、次に掲げる書類を備え、認証の有効期間が満了した日（認証をしなかったときは、第１項第５号に規

定する日）から２年間保存しなければならない。  

一 認証の申請書及び添付書類  

二 認証の判定とその結果に関する書類  

（報告の徴収）  

第２１条 国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証

事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。  

（公示）  

第２２条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。  

一 登録をしたとき又は第１１条第１項の登録の更新をしたとき。  

二 第１３条の規定による届出があったとき。  

三 第１５条の規定による届出があったとき。  

四 第１９条の規定により登録を取り消し、又は認証事務の停止を命じたとき。  

（設計者の資格）  

第２３条 令第１７条第５号 の規定により、国土交通大臣が同条第１号 から第４号 までの規定に掲げる者と同等以上の

知識及び経験を有する者であると認めた者は、次に掲げる者とする。  
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一 土木又は建築の技術に関して１０年以上の実務の経験を有する者で、都市計画法施行規則 （昭和４４年建設省令第

４９号）第１９条第１号 トに規定する講習を修了した者  

二 前号に掲げる者のほか国土交通大臣が令第１７条第１号 から第４号 までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を

有する者であると認めた者  

（許可通知書の様式）  

第２４条 法第１０条第２項 の許可の処分の通知は、第４条第１項の申請書の副本の許可通知欄に所要の記載をしたもの

によって行うものとする。  

（変更の許可の申請）  

第２５条 法第１２条第１項 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書の正本及び副本に、第４条

の表に掲げる図面のうち宅地造成に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知

事に提出しなければならない。  

一 変更に係る事項  

二 変更の理由  

三 宅地造成に関する工事の許可番号  

（軽微な変更）  

第２６条 法第１２条第１項 ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。  

一 造成主、設計者又は工事施行者の変更  

二 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更  

（工事完了の検査の申請）  

第２７条 法第１３条第１項 の検査を受けようとする者は、別記様式第三の工事完了検査申請書を都道府県知事に提出し

なければならない。  

（検査済証の様式）  

第２８条 法第１３条第２項 の様式は、別記様式第四とする。  

（工事等の届出の方法）  

第２９条 法第１５条 の規定による届出は、別記様式第五から第七までに掲げる届出書を提出してしなければならない。  

（法第８条第１項 又は第１２条第１項 の規定に適合していることを証する書面の交付）  

第３０条 建築基準法 （昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項 （同法第８８条第１項 又は第２項 において準用する

場合を含む。）又は第６条の２第１項 （同法第８８条第１項 又は第２項 において準用する場合を含む。）の規定によ

る確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第８条第１項 又は第１２条第１項 の規定に適合していること

を証する書面の交付を都道府県知事に求めることができる。  

（権限の委任）  

第３１条 令第１４条 に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交

通大臣が自ら行うことを妨げない。  

 

書式 略 

 

   附 則  

 この省令は、公布の日から施行する。  

   附 則 （平成２５年９月１３日国土交通省令第７７号） 

 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第１

条第１号に掲げる規定の施行の日（平成２５年９月１４日）から施行する。  

   附 則 （平成２７年１月３０日国土交通省令第７号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（平成２７年４月１

日）から施行する。  

（宅地造成等規制法施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 地方自治法の一部を改正する法律附則第２条に規定する施行時特例市（以下「施行時特例市」という。）に対

する第１条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行規則第２条、第４条第１項、別記様式第二及び別記様式第四

の規定の適用については、同規則第２条中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核

市」という。）又は地方自治法の一部を改正する法律（平成２６年法律第４２号）附則第２条に規定する施行時特例

市（以下「施行時特例市」と、同条及び同規則第４条第１項中「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例

市」と、同規則別記様式第二及び別記様式第四中「都道府県知事 指定都市の長 中核市の長」とあるのは「都道府

県知事 指定都市の長 中核市の長 施行時特例市の長」とする。 
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千葉市宅地造成等規制法施行細則 

 

平成４年３月１３日 千葉市規則第２３号  

 終改正 平成２８年３月３１日 千葉市規則第３２号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号。以下「法」という。）、宅地造成等規制法施行

令（昭和３７年政令第１６号。以下「政令」という。）及び宅地造成等規制法施行規則（昭和３７年建設省令第３号。

以下「省令」という。）の施行並びに千葉市建築関係手数料条例（平成１２年千葉市条例第４２号）第５条の規定に

よる手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （証明書等の様式） 

第２条 法第６条第１項（法第１８条第２項の規定により準用する場合を含む。）に規定する証明書の様式は、様式第

１号とする。 

２ 法第６条第２項に規定する許可証の様式は、様式第２号とする。 

 （宅地造成に関する工事の許可申請書の添付書類） 

第３条 法第８条第１項の規定による許可を受けようとする者は、省令第４条第１項の許可申請書（省令別記様式第２）

に、同項の表に掲げる図面のほか、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。 

（１） 工事をしようとする土地に係る不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）第１４条第１項に規定する地図

又は同条第４項に規定する地図に準ずる図面の写し及び登記事項証明書 

（２） 工事が法第９条第２項の規定により資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合は、当該

工事の設計図書を作成した者が政令第１７条各号に掲げる資格を有する者であることを明記した宅地造成に

関する工事設計者の資格申告書（様式第３号） 

（３） 工事をしようとする土地が他人の所有するものである場合は、当該土地を所有する者の承諾書 

 （宅地造成に関する工事の不許可通知書の書式） 

第４条  法第１０条第２項の規定による不許可の処分の通知は、宅地造成に関する工事の不許可通知書（様式第４号）

により行うものとする。 

 （工事の着手の届出） 

第５条 法第８条第１項の規定による宅地造成に関する工事（以下「許可工事」という。）の許可を受けた造成主は、

当該工事に着手するときまでに工事の着手届（様式第５号）により現場管理者を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定は、法第１１条の規定により協議が成立することをもって法第８条第１項の許可があったとみなされた

工事（以下「協議工事」という。）に着手する場合に準用する。 

 （宅地造成に関する工事の協議の申出等） 

第６条 法第１１条の規定により市長に協議しようとする者は、宅地造成に関する工事の協議申出書（様式第６号）の

正本及び副本に、省令第４条第１項の表に掲げる図面及び第３条各号に規定する図書を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定による協議の申出があったときは、遅滞なく協議に応じ、これに対する同意又は不同意の決定

をし、相手方に通知するものとする。 

３ 前項の協議に対する同意の通知は、第１項の協議申出書の副本の同意通知欄に所要の記載をしたものにより行うも

のとする。 

 （宅地造成に関する工事の計画の変更許可申請書の様式等） 

第７条 省令第２５条に規定する申請書は、宅地造成に関する工事の計画の変更許可申請書（様式第７号）とする。 

２ 前項の申請書には、省令第２５条に規定する図面のほか、第３条各号に掲げる図書のうち宅地造成に関する工事の

計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 

 （軽微な変更の届出書の様式） 

第８条 法第１２条第２項の規定による届出は、宅地造成工事計画変更届（様式第８号）により行うものとする。 

 （宅地造成に関する工事の計画の変更許可通知書の様式） 

第８条の２ 法第１２条第３項において準用する法第１０条第２項の規定による許可の処分の通知は、第７条第１項の

申請書の副本の許可通知欄に所要の記載をしたものにより行うものとする。 

 （宅地造成に関する工事の計画の変更不許可通知書の様式） 

第８条の３ 法第１２条第３項において準用する法第１０条第２項の規定による不許可の処分の通知は、宅地造成に関

する工事の計画の変更不許可通知書（様式第８号の２）により行うものとする。 

（協議の変更の申出等） 

第８条の４ 第６条の規定は、法第１２条第３項において準用する法第１１条の規定による協議について準用する。こ

の場合において、第６条第１項中「第１１条」とあるのは「第１２条第３項において準用する法第１１条」と、「宅

地造成に関する工事の協議申出書（様式第６号）」とあるのは「宅地造成に関する工事の計画の変更協議申出書（様

式第８号の３）」と、「図書」とあるのは「図書のうち協議工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるもの」と、

同条第３項中「協議申出書」とあるのは「変更協議申出書」と読み替えるものとする。 

２ 協議工事の計画について省令第２６条各号に定める変更をした者は、その旨を遅滞なく市長に届け出なければなら

ない。この場合においては、第８条の規定を準用する。 

 （工事の中止等の届出） 

第９条 造成主は、許可工事の中止若しくは中止した工事の再開又は工事の廃止が生じたときは、直ちに、様式第９号

に規定する届出書により市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による工事の廃止の届出には、次に掲げる図書を添えて届け出なければならない。ただし、当該工事に

着手していないときは、第１号及び第２号に掲げる図書を添えることを要しない。 
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 （１） 廃止時における当該土地の状況を明示した図書 

 （２） 防災措置に関する図書 

 （３） 宅地造成に関する工事の許可通知書 

 （４） その他市長が必要と認める図書 

 （届出工事の変更の届出） 

第１０条 法第１５条第１項の規定により届出をした造成主又は同条第２項の規定により届出をした者は、当該届出に

係る事項を変更しようとする場合においては、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。 

（工事現場における許可の掲示） 

第１１条 造成主は、様式第１０号の標識によって法第８条第１項の規定による許可のあった旨を当該工事期間中当該

工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。 

２ 前項の規定は、協議工事を行う場合に準用する。 

 （技術的基準の特例） 

第１２条 政令第１５条第１項の規定により、市長が災害の防止上支障がないと認める土地においては、政令第６条の

規定による擁壁の設置に代えて市長が適当と認める工法により措置することができる。 

 （工事の一部完了の検査） 

第１３条 造成主は、許可工事又は協議工事の一部が完了した場合においては、市長が当該工事に係る宅地が分割でき

るものであり、かつ、独立して宅地の用に供し得るもので、分割によって他の宅地の災害防止の支障とならないと認

めたときは、当該完了した工事について法第１３条第１項の検査を受けることができる。 

 （公告の方法） 

第１４条 法第１４条第５項（法第１７条第３項において準用する場合を含む。）の規定による公告は、次の各号に掲

げる事項について市役所及び各区役所の掲示場に掲示してこれを行う。 

 （１） 市長又はその命じた者若しくは委任した者の住所及び氏名 

 （２） 措置を行う期日及び場所 

 （３） 措置の内容 

 （４） 措置に要する経費（概算） 

 （５） 前各号に掲げるほか必要な事項 

 （記録の整備） 

第１５条 造成主又は工事施行者は、許可工事をする場合において、次の表の左欄に掲げる工事の種類に応じ同表の右

欄に掲げる事項についてその施行状況を明らかにした写真及びその他の資料を整備しておかなければならない。 

工事の種類 事      項 

擁壁工事（高さが１ｍ以

下のものを除く。） 

１ 鉄筋コンクリート造の擁壁の基礎ぐいの施工状況、耐力及び基礎並びに躯体の配筋 

２ 練積み造の擁壁の基礎コンクリート及び組積材の形状並びに壁体、裏込めコンクリ

ート及び透水層の厚さ 

３ 擁壁の水抜き穴及びその周辺 

その他の工事 
１ 傾斜地に盛土をする場合における盛土前の段切りその他の措置 

２ 盲排水管の施設状況 

２ 造成主又は工事施行者は、市長が前項に規定する写真及び資料の提出を求めたときは、直ちに提出しなければなら

ない。 

 （宅地造成に関する工事の許可申請手数料等の免除） 

第１６条 法第８条第１項及び法第１２条第１項の規定による許可の申請であって、市長が当該申請に係る工事を必要

とする理由が自然による災害に起因すると認めた場合においては、許可申請手数料は、免除する。 

２ 前項の規定による宅地造成に関する工事の許可申請手数料の免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し

た申請書に免除を必要とする理由を証する資料を添付して、市長に提出しなければならない。 

 （１） 申請者の氏名又は名称及び住所 

 （２） 免除を必要とする理由 

 

附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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建築基準法施行令 抄 

（昭和２５年１１月１６日政令第３３８号） 

終改正：平成２７年１１月２６日政令第３９２号 

 

  内閣は、建築基準法 （昭和２５年法律第２０１号）の規定に基き、この政令を制定する。 

 

（構造設計の原則）  

第３６条の３  建築物の構造設計に当たっては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、

床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに

地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。  

２  構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、釣合い良く配置すべきものとする。  

３  建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生

じないような靱性をもたすべきものとする。  

（構造部材の耐久）  

第３７条  構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにく

い材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。  

（基礎）  

第３８条  建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して

構造耐力上安全なものとしなければならない。  

２  建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。  

３  建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるも

のとしなけれ 

ばならない。この場合において、高さ１３ｍ又は延べ面積３，０００ｍ２を超える建築物で、当該建築物に作用する荷重

が 下階の床面積１ｍ２につき１００ｋＮを超えるものにあっては、基礎の底部（基礎ぐいを使用する場合にあっては、

当該基礎ぐいの先端）を良好な地盤に達することとしなければならない。  

４  前２項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であ

ることが確かめられた場合においては、適用しない。  

５  打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐

力上安全なものでなければならない。  

６  建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、

常水面下にあるようにしなければならない。  

（屋根ふき材等）  

第３９条  屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の

屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。  

２  屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法

を用いるものとしなければならない。  

３  特定天井（脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。）

の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受

けたものとしなければならない。  

４  特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効

なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。  

（組積造の施工）  

第５２条  組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロツクその他の組積材は、組積するに当たって充分に水洗い

をしなければならない。  

２  組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。  

３  前項のモルタルは、セメントモルタルでセメントと砂との容積比が１：３のもの若しくはこれと同等以上の強度を

有するもの又は石灰入りセメントモルタルでセメントと石灰と砂との容積比が１：２：５のもの若しくはこれと同等

以上の強度を有するものとしなければならない。  

４  組積材は、芋目地ができないように組積しなければならない。  

（コンクリートの材料）  

第７２条  鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。  

一  骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物

又は泥土を含まないこと。  

二  骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。  

三  骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得られる

ものであること。  

（鉄筋の継手及び定着）  

第７３条  鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、

次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあっては、その末端を折り曲げないことができる。  

一  柱及びはり（基礎ばりを除く。）の出すみ部分  

二  煙突  

２  主筋又は耐力壁の鉄筋（以下この項において「主筋等」という。）の継手の重ね長さは、継手を構造部材における

引張力の も小さい部分に設ける場合にあっては、主筋等の径（径の異なる主筋等をつなぐ場合にあっては、細い主

筋等の径。以下この条において同じ。）の２５倍以上とし、継手を引張り力の も小さい部分以外の部分に設ける場
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合にあっては、主筋等の径の４０倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継

手にあっては、この限りでない。  

３  柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の４０

倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全である

ことが確かめられた場合においては、この限りでない。  

４  軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前２項の規定を適用する場合には、これらの項中「２５倍」とあ

るのは「３０倍」と、「４０倍」とあるのは「５０倍」とする。  

（コンクリートの強度）  

第７４条  鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。  

一  ４週圧縮強度は、１ｍｍ２につき１２Ｎ（軽量骨材を使用する場合においては、９Ｎ）以上であること。  

二  設計基準強度（設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。）との関係において国土交通大臣が安全上必

要であると認めて定める基準に適合するものであること。  

２  前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらなければな

らない。  

３  コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならな

い。  

（コンクリートの養生）  

第７５条  コンクリート打込み中及び打込み後５日間は、コンクリートの温度が２度を下らないようにし、かつ、乾燥、

震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリート

の凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。  

（鉄筋のかぶり厚さ）  

第７９条  鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあっては２ｃｍ以上、耐力壁、柱又は

はりにあっては３ｃｍル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあっては４ｃｍ以

上、基礎（布基礎の立上り部分を除く。）にあっては捨コンクリートの部分を除いて６ｃｍ以上としなければならな

い。  

２  前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄筋とコンクリートとを有効に付着させる

ことにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣

が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。  

（地震力）  

第８８条  建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に

作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和（第８６条第２

項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。）に当該高

さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。この場合において、地震層せん断力係数は、次の

式によって計算するものとする。 

 

   Ci＝ZR tAiCo  
 

 この式において、Ci、Z、R t、Ai 及び Co は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ci 建築物の地上部分の一定の高さにおける地震層せん断力係数 

   Z  その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて 

１．０から０．７までの範囲内において国土交通大臣が定める数値 

R t 建築物の振動特性を表すものとして、建築物の弾性域における固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通 

      大臣が定める方法により算出した数値 

Ai 建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表すものとして国土交通大臣が

定める方法により算出した数値 

Co 標準せん断力係数  

２  標準せん断力係数は、０．２以上としなければならない。ただし、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国

土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物（第４６条第２項第１号に掲げる基

準に適合するものを除く。）にあっては、０．３以上としなければならない。  

３  第８２条の３第２号の規定により必要保有水平耐力を計算する場合においては、前項の規定にかかわらず、標準せ

ん断力係数は、１．０以上としなければならない。  

４  建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震

度を乗じて計算しなければならない。ただし、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすること

ができる場合においては、当該計算によることができる。 

 

   k≧0.1（1‐H/40）×Z 

 

 この式において、k、H 及び Z は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

   k 水平震度 

   H 建築物の地下部分の各部分の地盤面からの深さ（２０を超えるときは２０とする。）（単位 ｍ） 

   Z 第１項に規定するＺの数値）  
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（鋼材等）  

第９０条  鋼材等の許容応力度は、次の表１又は表２の数値によらなければならない。  

１  略 

２  

許容応力度 

 

 

 

 

 

種類 

長期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

短期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

圧縮 

引張り 

圧縮 

引張り 

せん断補強以外

に用いる場合 

せん断補強に用いる

場合 

せん断補強

以外に用い

る場合 

せん断補強に

用いる場合 

丸鋼 略 

異

形

鉄

筋 

径 ２ ８

ｍ ｍ 以

下 の も

の 

F /１．５（当該

数値が２１５を

超える場合には、

２１５） 

F /１．５（当該

数値が２１５を

超える場合には、 

２１５） 

F /１．５（当該数値

が１９５を超える場

合には、１９５） 

F F 

F（当該数値が

３９０を超え

る場合には、

３９０） 

径 ２ ８

ｍ ｍ を

超 え る

もの 

F /１．５（当該

数値が１９５を

超える場合には、

１９５） 

F /１．５（当該

数値が１９５を

超える場合には、 

１９５） 

F /１．５（当該数値

が１９５を超える場

合には、１９５） 

F F 

F（当該数値が

３９０を超え

る場合には、

３９０） 

鉄線の径が４

ｍｍ以上の溶

接金網 

略 

この表において、Ｆは、表 1に規定する基準強度を表すものとする。 

 

（コンクリート）  

第９１条  コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着につ

いて、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。 

長期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

短期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

圧縮 引張り せん断 付着 圧縮 引張り せん断 付着 

F /３ 

F /３０（F が２１を超え

るコンクリートについて、

国土交通大臣がこれと異

なる数値を定めた場合は、

その定めた数値） 

０．７（軽量骨

材を使用する

ものにあって

は、０．６） 

長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断又は付着の許容

応力度のそれぞれの数値の２倍（F が２１を超えるコンクリー

トの引張り及びせん断について、国土交通大臣がこれと異なる

数値を定めた場合は、その定めた数値）とする。 

この表において、F は、設計基準強度（単位 Ｎ／ｍｍ２）を表すものとする。 

２  特定行政庁がその地方の気候、骨材の性状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合において、設

計基準強度が、その数値を超えるときは、前項の表の適用に関しては、その数値を設計基準強度とする。  
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（地盤及び基礎ぐい）  

第９３条  地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、そ

の結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じ

て、それぞれ次の表の数値によることができる。 

地盤 
長期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

短期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

岩盤 １，０００ 

長期に生ずる力に対する許容応力度のそ

れぞれの数値の２倍とする。 

固結した砂 ５００ 

土丹盤 ３００ 

密実な礫層 ３００ 

密実な砂質地盤 ２００ 

砂質地盤（地震時に液状化の

おそれのないものに限る。） 
５０ 

堅い粘土質地盤 １００ 

粘土質地盤 ２０ 

堅いローム層 １００ 

ローム層 ５０ 

  

（補則）  

第９４条  第８９条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応

力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が建築物の安全を確保す

るために必要なものとして定める数値によらなければならない。  

（擁壁）  

第１４２条  第１３８条第１項に規定する工作物のうち同項第５号に掲げる擁壁（以下この条において単に「擁壁」と

いう。）に関する法第８８条第１項 において読み替えて準用する法第２０条第１項 の政令で定める技術的基準は、

次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国

土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。  

一  鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。  

二  石造の擁壁にあっては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。  

三  擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類す

るものを詰めること。  

四  次項において準用する規定（第７章の８（第１３６条の６を除く。）の規定を除く。）に適合する構造方法を用

いること。  

五  その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有すること。  

２  擁壁については、第３６条の３、第３７条、第３８条、第３９条第１項及び第２項、第５１条第１項、第６２条、

第７１条第１項、第７２条、第７３条第１項、第７４条、第７５条、第７９条、第８０条（第５１条第１項、第６２

条、第７１条第１項、第７２条、第７４条及び第７５条の準用に関する部分に限る。）、第８０条の２並びに第７章

の８（第１３６条の６を除く。）の規定を準用する。  
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コンクリートの付着、引張り及びせん断に対する許容応力度及び材料強度を定める件 

 

                                          平成１２年５月３１日 

                                          建設省告示第１４５０号 

 

建築基準法施行令(昭和２５年政令第３３８号)第９１条及び第９７条の規定に基づき、コンクリートの付着、引張り

及びせん断に対する許容応力度及び材料強度を次のように定める。 

 

第１   建築基準法施行令(以下「令」という。)第９１条第１項に規定する異形鉄筋として異形棒鋼又は再生棒鋼を用い

る場合のコンクリートの付着に対する長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、

次のとおりとする。 

一   長期に生ずる力に対する付着の許容応力度は、鉄筋の使用位置及び令第７４条第１項第２号に規定するコンク

リートの設計基準強度(以下「設計基準強度」という。)に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した数値

とする。ただし、コンクリート中に設置した異形鉄筋の引抜きに関する実験によって付着強度を確認した場合にお

いては、当該付着強度の１／３の数値とすることができる。 

鉄筋の使用位置 

設計基準強度(単位 Ｎ／ｍｍ２) 

２２．５以下の場合 ２２．５を超える場合 

（１） はりの上端 （１／１５）F ０．９＋（２／７５）F 

（２） （１）に示す位置以外の位置 （１／１０）F １．３５＋（１／２５）F 

この表において、F は、設計基準強度を表すものとする。 

二   短期に生ずる力に対する付着の許容応力度は、前号に定める数値の２倍の数値とする。 

 

第２   令第９１条第１項に規定する設計基準強度が２１Ｎ／ｍｍ２を超えるコンクリートの長期に生ずる力に対する引

張り及びせん断の各許容応力度は、設計基準強度に応じて次の式により算出した数値とする。ただし、実験によって

コンクリートの引張又はせん断強度を確認した場合においては、当該強度にそれぞれ１／３を乗じた数値とすること

ができる。 

 

Fs＝０．４９＋（F／１００） 

 

この式において、Fs 及び Fは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Fs   コンクリートの長期に生ずる力に対する許容応力度（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

F   設計基準強度（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

 

第３   令第９７条に規定する異形鉄筋を用いた場合のコンクリートの付着に対する材料強度は、第１第１号に定める数

値の３倍の数値とする。 

２   令第９７条に規定する設計基準強度が２１Ｎ／ｍｍ２を超えるコンクリートの引張り及びせん断に対する材料強

度は、第２に定める数値の３倍の数値とする。 

 

附 則 

 この規則は、平成１２年６月１日から施行する。 
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鋼材等及び溶接部の許容応力度並びに材料強度の基準強度を定める件 

 

                   平成１２年１２月２６日 

                                          建設省告示第２４６４号 

                                  終改正 

                       平成１９年５月１８日国土交通省告示第６２３号 

 

建築基準法施行令(昭和２５年政令第３３８号)第９０条、第９２条、第９６条及び第９８条の規定に基づき、鋼材等

及び溶接部の許容応力度並びに鋼材等及び溶接部の材料強度の基準強度を次のように定める。 

 

第１   鋼材等の許容応力度の基準強度 

一   鋼材等の許容応力度の基準強度は、次号に定めるもののほか、次の表の数値とする。 

鋼材等の種類及び品質 基準強度(単位 Ｎ／ｍｍ２) 

炭素鋼 略 略 

ステンレス鋼 略 略 

鋳鉄 略 略 

丸鋼 略 略 

異形鉄筋 

SDR２３５ ２３５ 

SD２９５A 

SD２９５B 
２９５ 

SD３４５ ３４５ 

SD３９０ ３９０ 

鉄線の径が４ｍｍ以上

の溶接金網 
略 略 

この表において、（略）、SR２３５、SR２９５、SD２９５A、SD２９５B、SD３４５及び SD３９０は、JIS G
３１１２(鉄筋コンクリート用棒鋼)—１９８７に定める SR２３５、SR２９５、SD２９５A、SD２９５B、SD３４５

及び SD３９０を、SRR２３５及び SDR２３５は、JIS G３１１７(鉄筋コンクリート用再生棒鋼)—１９８７に定め

る SRR２３５及び SDR２３５を、それぞれ表すものとする。以下第２の表において同様とする。 

二   建築基準法(昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。)第３７条第１号の国土交通大臣の指定する JIS

に適合するもののうち前号の表に掲げる種類以外の鋼材等及び同条第２号の国土交通大臣の認定を受けた鋼材等

の許容応力度の基準強度は、その種類及び品質に応じてそれぞれ国土交通大臣が指定した数値とする。 

三   前２号の場合において、鋼材等を加工する場合には、加工後の当該鋼材等の機械的性質、化学成分その他の品

質が加工前の当該鋼材等の機械的性質、化学成分その他の品質と同等以上であることを確かめなければならない。

ただし、次のイからハまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

イ   切断、溶接、局部的な加熱、鉄筋の曲げ加工その他の構造耐力上支障がない加工を行うとき。 

ロ   摂氏５００度以下の加熱を行うとき。 

ハ   鋼材等(鋳鉄及び鉄筋を除く。以下ハにおいて同じ。)の曲げ加工（厚さが６ｍｍ以上の鋼材等の曲 

   げ加工にあっては、外側曲げ半径が当該鋼材等の厚さの１０倍以上となるものに限る。）を行うとき。 

 

第２   溶接部の許容応力度の基準強度 

一   溶接部の許容応力度の基準強度は、次号に定めるもののほか、次の表の数値(異なる種類又は品質の鋼材を溶接

する場合においては、接合される鋼材の基準強度のうち小さい値となる数値。次号並びに第４第１号本文及び第２

号において同じ。)とする。 
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鋼材の種類及び品質 
基準強度 

(単位 Ｎ／ｍｍ２) 

素鋼 略 略 

ステンレス鋼 略 略 

丸鋼 略 略 

異形鉄筋 

SDR２３５ ２３５ 

SD２９５A 
SD２９５B 

２９５ 

SD３４５ ３４５ 

SD３９０ ３９０ 

二   法第３７条第１号の国土交通大臣の指定する JIS に適合するもののうち前号の表に掲げる種類以外の鋼材等及

び同条第２号の国土交通大臣の認定を受けた鋼材に係る溶接部の許容応力度の基準強度は、その種類及び品質に応

じてそれぞれ国土交通大臣が指定した数値とする。 

 

第３   鋼材等の材料強度の基準強度  

一   鋼材等の材料強度の基準強度は、次号に定めるもののほか、第１の表の数値とする。ただし、炭素鋼の構造用

鋼材、丸鋼及び異形鉄筋のうち、同表に掲げる JIS に定めるものについては、同表の数値のそれぞれ１．１倍以下

の数値とすることができる。 

二   法第３７条第１号の国土交通大臣の指定する JIS に適合するもののうち第１の表に掲げる種類以外の鋼材等及

び同条第２号の国土交通大臣の認定を受けた鋼材等の材料強度の基準強度は、その種類及び品質に応じてそれぞれ

国土交通大臣が指定した数値とする。 

三   第１第３号の規定は、前２号の場合に準用する。 

 

第４   溶接部の材料強度の基準強度 

一   溶接部の材料強度の基準強度は、次号に定めるもののほか、第２の表の数値とする。ただし、炭素鋼の構造用

鋼材、丸鋼及び異形鉄筋のうち、同表に掲げる JIS に定めるものについては、同表の数値のそれぞれ１．１倍以下

の数値とすることができる。 

二   法第３７条第１号の国土交通大臣の指定する JIS に適合するもののうち第２の表に掲げる種類以外の鋼材等及

び同条第２号の国土交通大臣の認定を受けた鋼材に係る溶接部の材料強度の基準強度は、その種類及び品質に応じ

てそれぞれ国土交通大臣が指定した数値とする。 

 

        附 則 

１ 昭和５５年建設省告示第１７９４号は、廃止する。 

        

附 則 

 この告示は、平成１９年６月２０日から施行する。 
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地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応

力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件 

平成１３年７月２日 

国土交通省告示第１１１３号 

終改正 

平成１９年９月２７日国土交通省告示第１２３２号 

建築基準法施行令(昭和２５年政令第３３８号)第９３条の規定に基づき、地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持

力を求めるための地盤調査の方法を第１に、その結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方

法を第２から第６に定め、並びに同令第９４条の規定に基づき、地盤アンカーの引抜き方向の許容応力度を第七に、く

い体又は地盤アンカー体に用いる材料の許容応力度を第８に定める。 

 

第１   地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法は、次の各号に掲げるものとする。 

一   ボーリング調査 

二   標準貫入試験 

三   静的貫入試験 

四   ベーン試験 

五   土質試験 

六   物理探査 

七   平板載荷試験 

八   載荷試験 

九   くい打ち試験 

十   引抜き試験 

 

第２   地盤の許容応力度を定める方法は、次の表の（１）項、（２）項又は（３）項に掲げる式によるものとする。た

だし、地震時に液状化するおそれのある地盤の場合又は（３）項に掲げる式を用いる場合において、基礎の底部から

下方２ｍ以内の距離にある地盤にスウェーデン式サウンディングの荷重が１ｋＮ以下で自沈する層が存在する場合若

しくは基礎の底部から下方２ｍを超え５ｍ以内の距離にある地盤にスウェーデン式サウンディングの荷重が５００Ｎ

以下で自沈する層が存在する場合にあっては、建築物の自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は

建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめなければならない。 

 
長期に生ずる力に対する地盤の許容応力度を定める

方法 

短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度を定める

方法 

(1) qa=1/3(icαCNc+iγβγ1BNγ+iqγ2DfNq) qa=2/3(icαCNc+iγβγ1BNγ+iqγ2DfNq 

(2) qa=qt+1/3N'γ2Df qa=2qt+1/3N'γ2Df 

(3) qa=30+0.6Nsw
―――――

 qa=60+1.2Nsw
―――――

 

この表において、qa、ic、iγ、iq、α、β、C、B、Nc、Nγ、Nq、γ1、γ2、Df、qt、N'及びNsw
―――――

は、それぞれ

次の数値を表すものとする。 

qa 地盤の許容応力度(単位 ｋＮ／ｍ２) 

ic  iγ及び iq 基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角に応じて次の式によって計算した数値 

           ic＝iq＝（1−θ/90）2 
        iγ＝（1−θ/φ）2 
    これらの式において、θ及び φは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
        θ 基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角（θが φを超える場合は、φとする。）（単位 度） 
        φ 地盤の特性によって求めた内部摩擦角（単位 度） 

   α 及び β 基礎荷重面の形状に応じて次の表に掲げる係数 

基礎荷重の形状 

 

係数 

円形 円形以外の形状 

α 1.2 1.0+0.2（B/L） 

β 0.3 0.5-0.2（B/L） 

この表において、B 及び L は、それぞれの基礎荷重面の短辺又は短径及び長辺又は長径の長さ（単位 ｍ）

を表すものとする。 

C 基礎荷重面下にある地盤の粘着力（単位 ｋＮ／ｍ２） 

B 基礎荷重面の短辺又は短径（単位 ｍ） 
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Nc、Nγ及び Nq 地盤内部の摩擦角に応じて次の表に掲げる支持力係数 

内部摩擦角度 

 

支持力係数 

0 度 5 度 10 度 15 度 20 度 25 度 28 度 32 度 36 度 
40 度 

以上 

Nc 5.1 6.5 8.3 11.0 14.8 20.7 25.8 35.5 50.6 75.3 

Nγ 0 0.1 0.4 1.1 2.9 6.8 11.2 22.0 44.4 93.7 

Nq 1.0 1.6 2.5 3.9 6.4 10.7 14.7 23.2 37.8 64.2 

この表に掲げる内部摩擦角以外の内部摩擦角に応じた Nc、Nγ及び Nq は、表に掲げる数値をそれぞれ直線的

に補間した数値とする。 

γ1 基礎荷重面下にある地盤の単位体積重量又は水中単位体積重量（単位 ｋＮ／ｍ３） 

γ1 基礎荷重面より上方にある地盤の平均単位体積重量又は水中単位体積重量（単位 ｋＮ／ｍ３） 

Df 基礎に近接した 低地盤面から基礎荷重面までの深さ（単位 ｍ） 

qt 平板載荷試験による降伏荷重度の１／２の数値又は極限応力度の１／３の数値のうちいずれか小さい

数値（単位 ｋＮ／ｍ２） 

N' 基礎荷重面下の地盤の種類に応じて次の表に掲げる係数 
地盤の種類 

 

係数 

密実な砂質地盤 
砂質地盤 

（密実なものを除く。） 
粘土質地盤 

N' 12 6 3 

       Nsw
―――――

 基礎の底部から下方２ｍ以内の距離にある地盤のスウェーデン式サウンディングにおける１ｍあた

りの半回転数(１５０を超える場合は１５０とする。)平均値（単位 回） 

 

第３   セメント系固化材を用いて改良された地盤の改良体(セメント系固化材を改良前の地盤と混合し固結したものを

いう。以下同じ。)の許容応力度を定める方法は、次の表に掲げる改良体の許容応力度によるものとする。この場合に

おいて、改良体の設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下第３において同じ。)は、改良体から切り

取ったコア供試体若しくはこれに類する強度に関する特性を有する供試体について行う強度試験により得られた材齢

が２８日の供試体の圧縮強度の数値又はこれと同程度に構造耐力上支障がないと認められる圧縮強度の数値以下とす

るものとする。 

長期に生ずる力に対する改良体の許容応力度 

(単位 ｋＮ／ｍ２) 

短期に生ずる力に対する改良体の許容応力度 

(単位 ｋＮ／ｍ２) 

（1／3）F （2／3）F 

この表において、F は、改良体の設計基準強度（単位 ｋＮ／ｍ２）を表すものとする。 

 

第４   第２及び第３に定めるもののほか、改良された地盤の許容応力度を定める方法は、適用する改良の方法、改良の

範囲及び地盤の種類ごとに、基礎の構造形式、敷地、地盤その他の基礎に影響を与えるものの実況に応じた平板載荷

試験又は載荷試験の結果に基づいて、次の表に掲げる式によるものとする。 

長期に生ずる力に対する改良された地盤の許容応力度を

定める場合 

短期に生ずる力に対する改良された地盤の許容応力度を

定める場合 

qa＝(1／3) qb qa＝(2／3) qb 

この表において、qa 及び qb は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

qa 改良された地盤の許容応力度(単位 ｋＮ／ｍ２) 

qb 平板載荷試験又は載荷試験による極限応力度（単位 ｋＮ／ｍ２） 

 

第５   基礎ぐいの許容支持力を定める方法は、基礎ぐいの種類に応じて、次の各号に定めるところによるものとする。 

一   支持ぐいの許容支持力は、打込みぐい、セメントミルク工法による埋込みぐい又はアースドリル工法、リバー

スサーキュレーション工法若しくはオールケーシング工法による場所打ちコンクリートぐい(以下「アースドリル

工法等による場所打ちぐい」という。)の場合にあっては、次の表の（１）項又は（２）項の式(基礎ぐいの周囲の

地盤に軟弱な粘土質地盤、軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤又は地震時に液状化するおそれのある地盤が含

まれる場合にあっては（２）項の式)、その他の基礎ぐいの場合にあっては、次の表の（１）項の式(基礎ぐいの周

囲の地盤に軟弱な粘土質地盤、軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤又は地震時に液状化するおそれのある地盤

が含まれない場合に限る。)によりそれぞれ計算した地盤の許容支持力又はくい体の許容耐力のうちいずれか小さ

い数値とすること。ただし、同表の（１）項の長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力は、同表の（１）項の短
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期に生ずる力に対する地盤の許容支持力の数値未満の数値で、かつ、限界沈下量(載荷試験からくい頭荷重の載荷

によって生ずるくい頭沈下量を求め、くい体及び建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じない

と認められる場合におけるくい頭沈下量をいう。以下同じ。)に対応したくい頭荷重の数値とすることができる。 

 長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力 短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力 

（１） Ra＝(1／3)Ru Ra＝(2／3)Ru 

（２） Ra＝qp AP＋(1／3)RF Ra＝2qPAP＋(2／3)RF 

     この表において、Ra、Ru、qp、Ap 及び RF は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ra 地盤の許容支持力(単位 ｋＮ) 

Ru 載荷試験による極限支持力(単位 ｋＮ) 

qp  基礎ぐいの先端の地盤の許容応力度(次の表の上欄に掲げる基礎ぐいにあっては下欄の当該各項に掲 

げる式により計算した数値とする。)(単位 ｋＮ／ｍ２) 

基礎ぐいの種類 基礎ぐいの先端の地盤の許容応力度 

打込みぐい qp＝(300／3) N
――

 

セメントミルク工法による埋込みぐい qp＝(200／3) N
――

 

アースドリル工法等による場所打ちぐい qp＝(150／3) N
――

 

この表において、N
――

は、基礎ぐいの先端付近の地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値(６０

を超えるときは６０とする。)(単位 回)を表すものとする。 

AP 基礎ぐいの先端の有効断面積(単位 ｍ２) 

RF 次の式により計算した基礎ぐいとその周囲の地盤(地震時に液状化するおそれのある地盤を除き、軟

弱な粘土質地盤又は軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤にあっては、建築物の自重による沈下その他

の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめ

たものに限る。以下この表において同じ。)との摩擦力(単位 ｋＮ) 

           RF＝（（10／3）Ns
―――

 Ls＋（1／2）qu
――

LC）ψ 

   この式において、Ns
―――

、Ls、qu
――

、LC、及び ψは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

        Ns
―――

 基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数（３０を超えるときは３０と

する。）の平均値（単位 回） 

        Ls  基礎ぐいがその周囲の地盤のうち砂質地盤に接する長さの合計（単位 ｍ） 

qu
――

  基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度（２００を超えるときは２００とする。）

の平均値（単位 ｋＮ／ｍ２） 

LC  基礎ぐいがその周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する長さの合計（単位 ｍ） 

ψ   基礎ぐいの周囲の長さ（単位 ｍ） 

 

二   摩擦ぐいの許容支持力は、打込みぐい、セメントミルク工法による埋込みぐい又はアースドリル工法等による

場所打ちぐいの場合にあっては、次の表の（１）項又は（２）項の式（基礎ぐいの周囲の地盤に軟弱な粘土質地盤、

軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤又は地震時に液状化するおそれのある地盤が含まれる場合にあっては

（２）項の式）、その他の基礎ぐいの場合にあっては、次の表の（１）項の式（基礎ぐいの周囲の地盤に軟弱な粘

土質地盤、軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤又は地震時に液状化するおそれのある地盤が含まれない場合に

限る。）によりそれぞれ計算した基礎ぐいとその周囲の地盤との摩擦力又はくい体の許容耐力のうちいずれか小さ

い数値とすること。ただし、同表の（１）項の長期に生ずる力に対する基礎ぐいとその周囲の地盤との摩擦力は、

同表の（１）項の短期に生ずる力に対する基礎ぐいとその周囲の地盤との摩擦力の数値未満の数値で、かつ、限界

沈下量に対応したくい頭荷重の数値とすることができる。 

 長期に生ずる力に対する基礎ぐいとその周囲の地盤

との摩擦力 

短期に生ずる力に対する基礎ぐいとその周囲の地盤

との摩擦力 

（１） Ra＝（1／3）Ru Ra＝（2／3）Ru 

（２） Ra＝（1／3）RF Ra＝（2／3）RF 

この表において、Ra は、基礎ぐいとその周囲の地盤との摩擦力(単位 ｋＮ)を、Ru 及び RFは、それぞれ前号に掲げ

る数値を表すものとする。 

三   基礎ぐいの引抜き方向の許容支持力は、打込みぐい、セメントミルク工法による埋込みぐい又はアースドリル

工法等による場所打ちぐいの場合にあっては、次の表の（１）項又は（２）項の式（基礎ぐいの周囲の地盤に軟弱

な粘土質地盤、軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤又は地震時に液状化するおそれのある地盤が含まれる場合

にあっては（２）項の式）、その他の基礎ぐいの場合にあっては、次の表の（１）項の式（基礎ぐいの周囲の地盤

に軟弱な粘土質地盤、軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤又は地震時に液状化するおそれのある地盤が含まれ
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ない場合に限る。）によりそれぞれ計算した地盤の引抜き方向の許容支持力又はくい体の許容耐力のうちいずれか

小さい数値とすること。 

 長期に生ずる力に対する地盤の引抜き方向の許容支

持力 

短期に生ずる力に対する地盤の引抜き方向の許容支

持力 

（１） tRa＝（1／3）tRu＋wp tRa＝（2／3）tRu＋wp 

（２） tRa＝（4／15）RF＋wp tRa＝（8／15）RF＋wp 

この表において、tRa、tRu、RF及び wp は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

tRa 地盤の引抜き方向の許容支持力（単位 ｋＮ） 

tRu 引抜き試験により求めた極限引抜き抵抗力（単位 ｋＮ） 

RF  第１号に掲げる RF （単位 ｋＮ） 

wp  基礎ぐいの有効自重（基礎ぐいの自重より実況によって求めた浮力を減じた数値をいう。）（単位 ｋＮ） 

 

第６   第５に定めるもののほか、基礎ぐいの許容支持力又は基礎ぐいの引抜き方向の許容支持力を定める方法は、基礎

の構造形式、敷地、地盤その他の基礎に影響を与えるものの実況に応じて次に定めるところにより求めた数値による

ことができるものとする。 

一   基礎ぐいの許容支持力は、次の表に掲げる式により計算した地盤の許容支持力又は基礎ぐいの許容耐力のうち

いずれか小さい数値とすること。ただし、地盤の許容支持力は、適用する地盤の種類及び基礎ぐいの構造方法ごと

に、それぞれ基礎ぐいを用いた載荷試験の結果に基づき求めたものとする。 

長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力 短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力 

Ra＝（1／3）｛αN
――

Ap＋（βNs
―――

LS＋γqu
――

Lc）ψ｝ Ra＝（2／3）｛αN
――

Ap＋（βNs
―――

LS＋γqu
――

Lc）ψ｝ 

この表において、Ra、N
――

、Ap、Ns
―――

、Ls、qu
――

、u、Lc、ψ、α、β及び γは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ra 地盤の許容支持力（単位 ｋＮ）  

N
――

  基礎ぐいの先端付近の地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値（６０を超えるときは６０とする。）（単

位 回） 

Ap 基礎ぐいの先端の有効断面積（単位 ｍ２） 

Ns
―――

 基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の標準陥入試験による打撃回数の平均値（単位 回） 

Ls  基礎ぐいがその周囲の地盤のうち砂質地盤に接する長さの合計（単位 ｍ） 

qu
――

 基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値（単位 ｋＮ／ｍ２） 

Lc 基礎ぐいがその周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する長さの合計（単位 ｍ） 

ψ  基礎ぐいの周辺の長さ(単位 メートル) 

α、β及び γ  基礎ぐいの先端付近の地盤又は基礎ぐいの周囲の地盤（地震時に液状化するおそれのある地盤を除

き、軟弱な粘土質地盤又は軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤にあっては、建築物の自重による沈下その他

の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめたもの

に限る。）の実況に応じた載荷試験により求めた数値 

二   基礎ぐいの引抜き方向の許容支持力は、次の表に掲げる式により計算した地盤の引抜き方向の許容支持力又は基

礎ぐいの許容耐力のうちいずれか小さい数値とすること。ただし、地盤の引抜き方向の許容支持力は、適用する地

盤の種類及び基礎ぐいの構造方法ごとに、それぞれ基礎ぐいを用いた引抜き試験の結果に基づき求めたものとする。 

長期に生ずる力に対する地盤の引抜き方向の許容支持力 短期に生ずる力に対する地盤の引抜き方向の許容支持力 

tRa＝（1／3）｛κN
――

Ap＋（λNs
―――

Ls＋μqu
――

Lc）ψ｝＋Wp tRa＝（2／3）｛κN
――

Ap＋（λNs
―――

Ls＋μquLc）ψ｝＋Wp 

この表において、tRa、N
――

、Ap 、Ns
―――

、Ls、qu
――

、Lc、ψ、Wp、κ、λ及び μは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

tRa 地盤の引抜き方向の許容支持力（単位 ｋＮ） 

N
――

   基礎ぐいの先端付近の地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値（６０を超えるときは６０とする。）（単

位 回） 

Ap 基礎ぐいの先端の有効断面積（単位 ｍ２） 

Ns
―――

 基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値（単位 回） 

Ls  基礎ぐいがその周囲の地盤のうち砂質地盤に接する長さの合計（単位 ｍ） 

qu
――

  基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値（単位 ｋＮ／ｍ２） 

Lc  基礎ぐいがその周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する長さの合計（単位 ｍ） 

ψ   基礎ぐいの周辺の長さ（単位 ｍ） 

Wp 基礎ぐいの有効自重（基礎ぐいの自重より実況によって求めた浮力を減じた数値をいう。）（単位 ｋＮ） 

κ、λ及び μ 基礎ぐいの先端付近の地盤又は基礎ぐいの周囲の地盤（地震時に液状化するおそれのある地盤を除き、
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軟弱な粘土質地盤又は軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤にあっては、建築物の自重による沈下その他の地

盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめたものに限

る。）の実況に応じた引抜き試験により求めた数値 

第７   地盤アンカーの引抜き方向の許容応力度は、鉛直方向に用いる場合に限り、次の表に掲げる式により計算した地

盤の引抜き方向の許容支持力又は地盤アンカー体の許容耐力のうちいずれか小さな数値を地盤アンカー体の種類及び

形状により求まる有効面積で除した数値によらなければならない。 

長期に生ずる力に対する地盤の引抜き方向の許容支持力 短期に生ずる力に対する地盤の引抜き方向の許容支持力 

tRa=（1／3）tRu tRa＝（2／3）tRu 

この表において tRa 及び tRu は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

tRa 地盤の引抜き方向の許容支持力（単位 ｋＮ） 

tRu 第１に定める引抜き試験により求めた極度引抜き抵抗力（単位 ｋＮ） 

 

第８   くい体又は地盤アンカー体に用いる材料の許容応力度は、次に掲げるところによる。 

一   場所打ちコンクリートぐいに用いるコンクリートの許容応力度は、くい体の打設の方法に応じて次の表の数値

によらなければならない。この場合において、建築基準法施行令（以下「令」という。）第７４条第１項第２号に

規定する設計基準強度（以下第８において単に「設計基準強度」という。）は１８Ｎ／ｍｍ２以上としなければな

らない。 

くい体の打設の方法 

長期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

短期に生ずる力に対する許

容応力度（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

圧縮 せん断 付着 圧縮 せん断 付着 

（１） 

掘削時に水

若しくは泥

水を使用し

ない方法に

よって打設

する場合又

は強度、寸法

及び形状を

くい体の打

設の状況を

考慮した強

度試験によ

り確認でき

る場合 

F／4 

F／40 又は 

（3／4）（0.49＋（F
／100））のうちいず

れか小さい数値 

（3／40）F 又は 

（3／4）（1.35＋（F
／25））のうちいず

れか小さい数値 

長期に

生ずる

力に対

する圧

縮の許

容応力

度の数

値の２

倍とす

る。 

長期に生ずる力

に対するせん断

又は付着の許容

応力度のそれぞ

れの数値の１．５

倍とする。 

（２） 
（１）以外の

場合 

F／4.5 又は 

6のうちいず

れか小さい

数値 

F／45 又は 

（3／4）（0.49＋（F
／100））のうちいず

れか小さい数値 

F／15 又は 

（3／4）（1.35＋（F
／25））のうちいず

れか小さい数値 

 この表において、F は、設計基準強度(単位 Ｎ／ｍｍ２)を表すものとする。 

二   遠心力鉄筋コンクリートくい及び振動詰め鉄筋コンクリートくいに用いるコンクリートの許容応力度は、次の

表の数値によらなければならない。この場合において、設計基準強度は４０Ｎ／ｍｍ２以上としなければならない。 
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長期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

短期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

圧縮 せん断 付着 圧縮 せん断 付着 

F ／ 4 又

は 11 の

うちいず

れか小さ

い数値 

（3／4）（0.49＋（F／100））
又は 0.7 のうちいずれか小さ

い数値 

（3／4）（1.35＋（F／2））)
又は 2.3 のうちいずれか小さ

い数値 

長期に生ずる力

に対する圧縮の

許容応力度の数

値の２倍とす

る。 

長期に生ずる力に対

するせん断又は付着

の許容応力度のそれ

ぞれの数値の１．５

倍とする。 

この表において、F は、設計基準強度(単位 Ｎ／ｍｍ２)を表すものとする。 

三   外殻鋼管付きコンクリートくいに用いるコンクリートの圧縮の許容応力度は、次の表の数値によらなければな

らない。この場合において、設計基準強度は８０Ｎ／ｍｍ２以上としなければならない。 

長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度 

（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度 

（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

F／３．５ 
長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度の数値の２

倍とする。 

この表において、F は、設計基準強度（単位 Ｎ／ｍｍ２）を表すものとする。 

四   プレストレストコンクリートくいに用いるコンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならな

い。この場合において、設計基準強度は５０Ｎ／ｍｍ２以上としなければならない。 

長期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

短期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

圧縮 曲げ引張り 斜め引張り 圧縮 曲げ引張り 斜め引張り 

F／4 又は 15 の

うちいずれか小

さい数値 

σe／4 又は 2 の

うちいずれか小

さい数値 

（0.07／4）F 又は

0.9 のうちいずれか

小さい数値 

長期に生ずる力に対する圧縮又は曲

げ引張りの許容応力度のそれぞれの

数値の２倍とする。 

長期に生ずる力に

対する斜め引張り

の許容応力度の数

値の１．５倍とす

る。 

この表において、F 及び σe は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

F  設計基準強度（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

σe 有効プレストレス量（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

五   遠心力高強度プレストレストコンクリートくい（JIS A５３７３（プレキャットプレスとコンクリ―ト製品）

－２００４ 附属書５ プレストレストコンクリートくいに適合するものをいう。）にも用いるコンクリートの許

容応力度は、次の表の数値によらなければならない。この場合において、設計基準強度は８０Ｎ／ｍｍ２以上とし

なければならない。 

長期に生ずる力に対する許容応力度 

(単位 Ｎ／ｍｍ２) 

短期に生ずる力に対する許容応力度 

(単位 Ｎ／ｍｍ２) 

圧縮 せん断 付着 圧縮 せん断 付着 

F／3.5 
σe／4 又は 2.5 の

うちいずれか小

さい数値 

1.2 
長期に生ずる力に対する圧縮又は曲げ

引張りの許容応力度のそれぞれの数値

の２倍とする。 

長期に生ずる力

に対する斜め引

張りの許容応力

度の数値の１．５

倍とする。 

この表において、F 及び σe は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

F  設計基準強度（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

σe 有効プレストレス量（単位 Ｎ／ｍｍ２） 

六   前各号に定めるもののほか、くい体に用いるコンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければなら

ない。ただし、適用するくい体の構造方法、施工方法及び許容応力度の種類ごとに、くい体を用いた試験により構

造耐力上支障がないと認められる場合にあっては、許容応力度の数値を当該試験結果により求めた許容応力度の数

値とすることができる。 

七   くい体又は地盤アンカー体に用いる緊張材の許容応力度は、平成１３年国土交通省告示第１０２４号第１第１

７号の規定を準用しなければならない。 

八   くい体又は地盤アンカー体に用いる鋼材等の許容応力度は、令第９０条に定めるところによらなければならな

い。ただし、鋼管ぐいにあっては、腐食しろを除いたくい体の肉厚をくい体の半径で除した数値が０．０８以下の
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場合においては、圧縮及び曲げに対する許容応力度に対して、次に掲げる式によって計算した低減係数を乗じるも

のとする。 

       Rc＝0.80＋2.5（（t−c）／r） 

  この式において、Rc、t、c 及び r は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

       Rc 低減係数 

       t   くい体の肉厚（単位 ｍｍ） 

       c   腐食しろ（有効な防食措置を行なう場合を除き、１以上とする。）（単位 ｍｍ） 

       r   くい体の半径（単位 ｍｍ） 

 

2   くい体に継手を設ける場合にあっては、くい体に用いる材料の長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、継手

部分の耐力、剛性及び靭性に応じて低減させなければならない。ただし、溶接継手(鋼管ぐいとする場合にあっては、

日本工業規格 A５５２５(鋼管ぐい)—１９９４に適合するものに限る。)又はこれと同等以上の耐力、剛性及び靭性を有

する継手を用いる場合にあってはこの限りでない。 
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